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十 五 年 戦 争(1931-1945)に お け る

日本 政 府 ・軍 の ユ ダ ヤ人 政 策

阪 東 宏

要 旨 第1章 ハル ビン在住 ユダヤ人 に対 す る関東軍特務 機関の工作

まず,1933年8月 か ら12月 にかけて,白 系 ロシア人集団数百名 によるハ ル ビ ン在住

ユダヤ人 に対す る脅迫 ・拉致事件 を考察 す る。1933年 か ら1936年 にか けて送 られた膨

大な書簡 ・報告書の うち,関 東軍参謀長 西尾 将軍 が満 州 の 日本 大 使館 に宛 て た通告

(1934年12月14日)は,当 時は極秘扱 いであ ったが,こ の件 に関す る決定 的証拠 で あ

る。 その後,ハ ル ビンの軍事 当局は,ユ ダヤ人 に対す る政策 を迫害 か らユダヤ人の"利

用"へ と変更 した。 第一回極東ユ ダヤ人大会が1937年12月 ハル ビンで開催 された。 関

東軍参謀長 東條英機 による 「現下 に於 け る対 ユ ダ ヤ民 族 施策 要領 」(1938年1月25

日)の 要 旨は,ユ ダヤ人 に対す る この新 政策 を承認 してい る。 しか しなが ら東京 では,

反ユ ダヤ派の軍:参謀 や官僚 が参集 し,軍 部中央 に対 し働きか けを行 った。彼 らの圧力が,

回教及ユ ダヤ問題委員会 の成立 を もた らした(1938年4月)。

第2章1938年3月 以 降,オ ース トリア ・ドイ ツか らの ユ ダヤ人 国外 追放 と 日本 の

軍 ・外交 当局 の対応

ドイツにおける ヒ トラーの政権奪取 の後,ユ ダヤ市民迫 害が始 まった。 アメ リカ合衆

国での抗議運動 に関 して,ニ ューヨーク総領事館員 が,報 告書 とともに`TheAmerican

JewishCommittee,TheJewsinNaziGermany-Thefactualrecordoftheirpersecution

bytheNationalSocialism一N.Y.1933(pp99)を 送 って いる。 これ らの文 書 は明 ら

かに,ド イツ政府及 び国民 の反 ユダヤ政 策を非難 してい る。 日本在外公館 か らの報告書

を注意深 く調査 してみる と,こ の件 に関す る彼 ら自身の批判的な見解 は全 く見 られない。

外務省 自身 も,そ の指示 において常 に,ユ ダヤ人の迫害の件で あったと して も,日 本 の

"同盟 国"た る ドイ ツの政策を批判す ることには慎重 な態度 を取
った。 逆 に,ド イ ツが

排斥す るユ ダヤ市民 への非難 の言葉 は,日 本の在外公館か ら本省へ の報告 に しば しば見

受 け られ る。例 えば,在 ハ ンブル ク総領事 か ら外相 松 岡洋右 へ の報 告(1940年9月

12日)は 次 のよ うに述 べ る:「現 に出願 しているW.1.カ スパ ーの場 合,ヴ ィザ発 給 に

支障 は認 め られないが……その応 待には相当手古ず りお る次第な り。 ドイツに とり迷 惑

な人間 は 日本 にと りて も亦迷惑至極 な り。 本件カスパ ーに よる通過 ヴ ィザを拒否 す る」。

もちろん真 に 「相 当手古 ず り」 お っていたのは,総 領事館員で はな く,む しろヴ ィザを

申請 していた避難民 であ る。外相近 衛の最初の訓令(1938年10月7日)は,ユ ダ ヤ避
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難民 を単 に 「此種避難 民」 と呼びつつ,日 本領 土への入国を禁 じて いる。続 く有 田訓令

は(1938年12月7日),近 衛訓 令 を繰 り返 し,次 の点 を付 け足 して いる:「 ユダ ヤ人 を

積極的 に 日本 ・満州 そ して中国に呼ぶ ことは避 け るよ うに求め られて いるが,「資本家 ・

技術者」 とい った特別 の利 用価値を もつ者は除 く」。 こうした例外 は,「外資導入の必要」

や 「日本 とアメ リカ合衆 国の関係悪化の阻止」 を考慮 して作 られたのみ な らず,陸 海軍

の"ユ ダヤ人利用"派 を も満足 させ るものであ った。

第3章 上海 におけ るユダヤ避難民 に対する 日本政 府 ・軍 の政策 と上海ユ ダヤ社会

(省略)

第4章1939年 夏 におけ る"ユ ダヤ人利用"派 の計画

犬塚,安 江両大佐 と石黒領 事に よる調査委員 会(三 者 委)は,上 海のユ ダヤ問題 に関

す る調査 を行 い,こ れが 「上 海にお けるユダヤ関係調 査合同報告」(1939年7月7日,

48ペ ー ジ)と いう提言 とな った。この提言は2つ の部分 か らな る。一 つ は,ユ ダ ヤ避難

民の居住地区設立 によ`って,上 海 英国系ユダヤ財 閥を取 り込 むべ く取 られ る措置。二つ

目は,欧 州ユ ダヤ人 の流入 を上海 に生 じさせる措 置であ る。 どちらも空想かつ 自己満足

に満 ちている。 だが,現 場 司令官 や東京の外務省 ・軍 部の同意を得 るのは困難であった。

第5章 在 カウナス領事代理 杉原千 畝のユ ダ ヤ避 難 民へ の ヴ ィザ大量 発給 とその

波紋

杉原千畝は,1935年3月 ソヴ ィエ ト当局との北満鉄 道議 没交 渉 で頭角 を現 した。 そ

れか ら,陸 軍参謀 に軍事情報 を提 供すべ く,カ ウナス領 事代 理 に任 命 され た(1939年

12月 ～1940年8月)。 彼 はf一 ラ ン ド軍 地下情報 組織 の将校 らと協 力関係を結ん だ。 あ

る日,彼 のい る総領事館が突然 ユダヤ避 難民の 群集 に よって取 り巻 か れた(1940年7

月18日)。 領事 と松 岡外相 間の書 簡が数 点保存 されてい る。外相 は領事に,日 本通過ヴィ

ザ発行 に関 して制限 を加え るよ う厳 しい訓令を与 えた。 だが杉原は,カ ウナ スのオ ラン

ダ領事 とソヴ ィエ ト領事館 の友好 的処置 のおか げで,通 過ヴ ィザ発 行を決意 した。7月

29日 か ら8月28日 まで,彼 は終 日,昼 食 も取 らずにヴ ィザ発行 に挺 身 し,ヴ ィザ の数

は2,135に 上 る。杉原幸子夫人 の回想 によれば,ヴ ィザを手 に した避 難民 の実 数 は,5

千 か ら6千 に も上 る。 これ は避難民 に とって驚 くべき献 身である。反対に外相は,ソ ヴィ

エ トロシアと日本を通 るユ ダヤ避難 民の通過 に関する規 制を強 化 した。彼はつい に,神

戸か ら上 海へ彼 らを送 り出す ことを決意 した。 枢軸国 としての 日本 は,`ユ ーデ ン ・フ

ライ'とな るべ きであ ったか らで あろう。

第6章1941年12月 以後 の 日本政府 のユダヤ人政策

日本 は1941年12月8日,ア メ リカ合 衆国,英 国,オ ランダに対 し敵意 を露 に した。

この時点 で近衛訓令 と有 田訓令 は無 効にな って いた(1938年10月 と12月)。 現 場 の陸

軍 当局 は上海 のユ ダヤ人 に,限 定の もとでの定 住,い わ ゆ る`ゲ ッ トー化'を 命 じた

(1943年2月)。 上海虹 口のユダヤ人地域 は飢餓 と死 に さらされた。

キ ー ワー ド:ユ ダヤ 問 題,ユ ダ ヤ避 難 民,15年 戦 争
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第1章 ハル ビン在住ユダヤ人に対す る関東軍特務機関の工作

中国東北へあ侵略である満州事変(1931.9)は 関東軍司令部の独断専行であり中国政府にとっ

ても,日 本政府 自身にとっても予想外な突発事件であったことは周知の事である。 日本政府は

これを追認 した。満州国の成立(1932.3)後 においても従って統治の実権は関東軍が握 ってお

り1),軍 の特務機関はハルビン,ハ イラル,黒 河,大 連,牡 丹江に拠点を もち,30年 代の前半

には白系(反 革命)ロ シア人居住者を利用 して対 ソ連情報活動 ・破壊活動を行うことをその主

な任務としていた。他方1905年 以来ハルビンに居住 し始めていたユダヤ人は1933年4月 の会

合においてヒ トラー政権成立後の ドイツにおけるユダヤ人に対する迫害に対 し抗議文(甲)と

決議(乙)を 公表 している2)。甲(原 文 ロシア語),乙(原 文英語)と もヒトラー ・ドイツに

よるユダヤ市民への迫害は 「ドイツとその文化の宝庫に多 くの貢献をとげてきた同胞が基本的

人権さえ剥奪され,抑 圧されている」 ことについて 「全世界のユダヤ人,全 文明世界と共に熱

い抗議」を送 り,ユ ダヤの民は 「パ レスチナの故地に根本的な復活をとげるという理想に向っ

て団結するであろう」 と結んでいる。

ところが1933年8月 か ら12月 にかけて,白 系 ロシア人集団数百名によるハル ビン在住ユダ

ヤ人に対する脅迫,拉 致事件が頻発 し,そ のさい若い音楽家 シメヨン ・カスペ(Simeon

Kaspe)が 殺害されるという事件が起 こった3)。これに対 し上海で発行 されている英文月刊誌

『イスラエルズ ・メッセンジャー』の編集 ・発行人工ズラ(N.E.B.Ezra)は 重光次官への手

紙の中で 「この20か 月間,ハ ルビン・ユダヤ人社会全体を中傷 し,ユ ダヤ人に罪をきせる宣

伝 ・煽動がロシア語新聞 『ナーシ ・プーチ(我 らの道)』 グループによってくり返されており…

警察当局により黙認 されている」 と抗議 し,ハ ル ビン・ユダヤ人代表 と日本 ・満州当局との話

合いを求めている。その話合いは1935年2月21日,在 ハル ビン総領事 森島 とカウフマ ン博

士,ベ ルコウヴィチの間で実現 し,森 島によると 「日浦各関係機関と連絡 して白系露人側 にお

ける反ユダヤ人運動の鎮静に努むると共にユダヤ入側の抱懐 しおる曲解並びに誤解等を解 くた

め…懇談をとげたるに,右 代表者等 も本官の説明に充分納得 し…2月24日 付 『ハル ビンスコ

エ ・ヴレー ミヤ(ハ ル ビン・タイムズ)』他三紙にこの会談内容を公表 した」心とされている。

ところがここで言われているユダヤ入側の 「曲解並びに誤解」 とは,実 は事実に外な らない

ことを証明しているのが関東軍参謀長 西尾将軍:による通告 「白系露人関係事項の処理 に関す

る件」(1934.12.14)で ある。 この通告 によると 「満州国の統治上並に軍事上の要求に基 き在

満白系露人の組織化並に清覧を計るため」に白系団体代表者を集めて中心機関を構成中である

とし,白 系ロシア人に関する件は 「ことごとく軍 もしくは…ハルビン機関を経由」せよと言い,

本件は 「極秘扱」と結んでいる。この方針に沿 って当時の在ハルビン特務機関長 安藤将軍,

対ソ情報主任 秋草少佐らは数百名の白系ロシア人を雇い,彼 らの機関誌 『ナーシ ・プーチ』
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を 発 行 さ せ,在 ハ ル ビ ン ・ユ ダ ヤ人 に対 す る迫 害 を 黙 認 して い たの で あ る。 しか し シメ ヨ ン ・

カ スペ 殺 害 そ の 他7件 が 『イ ス ラエ ズ ・メ ッセ ン ジ ャー』 な ど を通 じて イ ギ リス に ま で伝 え ら

れ,日 本 側 の説 明 を求 め られ る事 態 とな っ た。 この こ とが き っか け と な っ て,白 系 ロ シア人 に

よ るユ ダ ヤ人 迫 害 は 中止 され,在 ハ ル ビ ン特 務 機 関 長 が1937年8月,樋 口少 将 に交 替 した こ

と も加 わ り,関 東軍 参 謀 長 東 條 英 機 に よ る 「現 下 に於 け る対 ユ ダ ヤ 民 族 施 策 要 領 」(1938.1.

くママ ラ

21)へ の方針転換となった。「要領」は 「在極東ユダヤ民族の日満依存傾向を利導 して之を世

界に散在する彼等同族に及ぼし…之を八紘一字の我大精神 に抱擁統合するを理想」とし,次 に

「要綱」 として(1)対 ユダヤ人工作は裏面か らの内面工作によって進めること。 ② 満州国への

外資導入を急 ぐ余 り,ユ ダヤ資本を 「迎合的に投下 させる」態度をとってはならない。自然な

流入 にまかせること。(3)満州国全体のユダヤ人工作は関東軍司令官の統制下 におき,各 実施

機関は相互に連絡をとること。(4)ド イツなどの列国に対 しては,我 民族協和並に防共の大義

に基 くことを諒解させること。 さいごに 「実施要領」では(1)特 務機関(大 連,奉 天,ハ ル ビ

ン,ハ イラル)の 長は 「従来の工作を継続 し」以下の点に注意することとして:α)ユ ダヤ教会

への裏面的援助(ロ)各地のユダヤ人社会の有力者を個人的につかむことから始める ㈲ニューヨー

ク,ワ ルソーにおけるユダヤ人大会,天 津,上 海のユダヤ人への工作はハルビン特務機関長が

担当する,と している。

この 「要領」の中に 「従来の工作を継続 し」とあるように,関 東軍司令部はすでに在満ユダ

ヤ人への迫害工作から転換 していたのであるが,そ れを示す軍文書は見当らない。 しかしじっ

さいの出来事 として目立つのはハル ビンの特務機関や憲兵隊が在ハル ビン ・ユダヤ人有力者

(A.1.カ ウフマン博士 ら)を 支援 して開催 した第一回極東ユダヤ人大会(1937.12.26～28)で

ある5)。

軍令部第三部 による 「第一回会議詳報」〔この会議を本稿では極東ユダヤ人大会 と呼ぶ6)〕

その他によると,こ の大会開催のきっかけはハル ビン・ユダヤ協会長カウフマン博士が同地憲

兵隊の河村少佐を訪問し,在 極東ユダヤ人としては日満当局の政策に依存 して生存の道を求め

たいという申出をし,河 村少佐の側か ら 「内部的了解」よ りはむ しろ 「公に行動する」よう勧

告 し,カ ウフマンおよび樋 口少将が同意 して成立 したとされている。ただし,在 ハルビン・イ

ギ リス総領事館側ではこの大会は 「日本特務機関の裁断による」 と見倣 していたと報告されて

いる7)。'

大会はカウフマン博士の司会のもと,ハ ル ビン特務機関長 樋口少将,同 憲兵隊長 河村少佐,

陸軍特派員 安江大佐 ら11名 を来賓 とし,ハ ルビン商業 クラブその他で約600名 の参加者(最

終日は十数名)に よって開催された。会議の第1日 はカウフマンの開会の辞,樋 口少将の祝辞,

「宣言」 と 「決議」の採択,第2,第3日 「議事」となっている。以下 にそれぞれの要旨をあ

げよう。
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カウフマンの開会の辞:全 世界に離散 している1,550万 人のユダヤ人の悲惨は自らの国家を

もたないことにある。他方満州国における幸運な環境のもとで各地のユダヤ人協会は現地での

必要に応ずる活動 とパ レスチナにおけるユダヤ国家建設活動の二方面での課題を担っている。

「宣言」の要旨:ヨ ーロッパにおいてユダヤ人は自らの権利実現のため闘 ってお り,ソ 連で

はユダヤ人の民族的 ・宗教的生活が破壊されている。その中で 日・満両国ではユダヤ人独自の

宗教 ・文化を発展 させる自治的生存が認あられている。聖書によって世界の文明と文化を豊に

してきたユダヤ人に人道的扱いを している日清の発展のためにユダヤ人は平和的活動を通 して

協力する。またパレスチナにユダヤ国家の建設を認めた 〔バルフォア〕宣言を日本が支持 して

いる点に留意する。本会議は日本の反共闘争が極東と世界の平和,民 族間の融和をもたらすも

のと確信する。

「決議」の要旨:本 会議は日浦両国がユダヤ人の中心組織としての統一機関の結成に協力を

与えることを期待 し,日 清両国の使命である極東における 「民族協和の大国家的政策」 に全力

で協力する。

樋ロ少将の祝辞の要旨:日 本においてはユダヤ人の混在の歴史はなかった故,そ れに伴う問

題 もなく,日 本人はユダヤ人問題について 「極めて公正な立場で対処できると信 じる。」 ユダ

ヤ人は 「研究心 に富み,極 めて勤勉であり,と くに経済的ないし社会的に…偉大な能力を持ち,

また科学的分野において世界的貢献をな した。」 ヨーロッパではユダヤ人に対 しさまざまな非

難を加えているが,仮 にそれが事実としても 「それらはユダヤ民族が数千年の久 しきに亘っで

国家を失ない…無限の苦悶を続け」ていたことに由来する 「後天的現象」に過ぎない。満州国

は 「五族協和」 〔漢,満,蒙 古,チ ベッ ト,ウ イグルの五族〕ひいては 「万民協和」 の精神を

建国の理想 としており,「勤勉善良なるユダヤ民族」 と共に 「王道楽土の平和境建設 に協力」

するよう切望 している。現在の 日華間の戦いは 「支那指導者の容共排 日思想」を打倒するため

のもので,「支那四億の民衆を敵視するものではありません。」 さいごに本大会の決議が言葉だ

けでな く,実 行されることを期待する。

この祝辞がロシア語に通訳されると会衆の間に感嘆のどよめきが拡が り,な かには涙を流す

者 もいたと言う。カウフマンも直ちにこの祝辞への感謝を述べた。

第2日,第3日 の大会議事には代表者20名 以外の参加者はそれぞれ102名,15名 に減 った

が,カ ウフマ ンら5名 の役員を選出して進行 した。カウフマン議長は在満のユダヤ人各協会は

聖俗を統合す る民族 自治機関であり,エ レツ ・イスラエル8)と常に連絡をとること,各 協会は

法人として課税により資金を集めること,極 東ユダヤ人協会の常設組織をハルビンに置 くこと

などの組織方針を説明 し,次 に宗教生活,教 育 ・文化事業,社 会経済事業,福 祉事業,移 民問

題,情 報,統 計などの方針を提案 した。討論では土曜休日の件,青 少年へのユダヤ語,ユ ダヤ

史教育および外国語(英 語,ロ シア語,現 地の言語)の 比重について意見があったが,議 長の
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提案が承認 された。

'次にこの大会 についての評価を検討 しよう
。

その1:1933-1936の 間に関東軍特務機関の工作 により実行された白系ロシア人ファシス ト・

グループの在満ユダヤ人への脅迫,拉 致 ・殺害事件およびその事後処理と比較すると,こ の大

会は関東軍の方針の転換を意味し,在 満ユダヤ人社会の生存 とその宗教的 ・文化的自治が公認

され点で画期的であった。反面,こ の大会は在満ユダヤ人の指導的立場にある人びとの満州国

と日中戦争への協力方針を意味してお り,そ こに日本による中国侵略戦争の局面に依存 してい

るという問題点があった。

その2:こ の大会に関する軍令部第三部名の報告を書いた犬塚大佐は,こ の大会を成功 と認

める一方,上 海,香 港の代表がこの大会に参加しなかった欠点を指摘 し,さ らに次のように主

張 している。「支那における英国権益の主体にして国民政府を経済的に把握 し,一 方国際連盟

及英国財界従て其の極東政策に重大なる発言権を有する在支ユダヤ財閥は我戦果の永久確保及

当面時局収拾策の主要対象となるべきものなり。」 こうした見方 は安江大佐 も共有 しており,

ふたりはイギ リスや合衆国のユダヤ実業界 と極東のユダヤ人社会 との連絡を通 じて,こ れら大

国の極東政策を左右できるのではないか,と 言う幻想を抱いていたことを示している。極東ユ

ダヤ人社会を軍の保護下におき,か れらを利用 して4ダ や資本の満州,上 海への投下を期待す

る両大佐の工作はこの後1941年12月 まで続 くであろう。

その3:大 会における樋口少将の祝辞は参会者一同か ら歓迎されたが,反 面 ドイツ外相 リッ

ベ ントロップか ら日本外務省あてに抗議が寄せられ,そ の件で関東軍参謀長 東條 とハル ビン

特務機関長 樋 口との会談があったが ドイツの抗議は不問にふされたとい う河村少佐 の回想が

ある9)。この回想には信愚性が乏 しい。一方,日 本外務省が樋口少将の祝辞に神経質になり,

それが 「ドイツに与える影響面白か らず」 と'して各在外公館の報告を求めていたことは公文書

によって示 されている。ベル リンか らの報告(1938.2.7)で 東郷茂徳大使はこの件で新聞報道

は見当らないと述べ,後 の報告(1938.2.22)で 「ユーディシェ・ルントシャウ』(1938.1.14)

の記事に樋 口将軍の祝辞は正当な ものと評 している旨伝えている。ワルシャワの酒匂秀一大使

か らの報告(1938.2.8)で は,ユ ダヤ紙 『ノーヴィ ・グウォス(新 しい声)』 が樋口将軍の祝

辞を引用 し,.日本軍人からこのような言葉が聞かれることに 「疑念」を示 し,こ れは 「単なる

追従か,さ もなければ日本人の好智のなせるもの」と評 していることを伝えている。他の欧米

諸国か らは報告がない。要するに広田外相の同盟国 ドイツへの忠誠ぶ りは空振 りに終 ったので

ある。

その4=軍 部内の反ユダヤ派の動向を示す一例は東京回教徒団長ムハマ ド・クルバ ン ・ガ リ

の談話 とそこに参集 した将軍たちの動きに示 されている'o)。クルバ ン ・ガ リによると,「 昨年

のハル ビンにおけるユダヤ人大会で述べ られた樋 口少将の新聞記事は彼個人の もの」であり,
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「本日(1938.1.12)午 前ll時 から太平 ビル内三六倶楽部において菊地男爵,大 井成元大将,

四王天中将,二 子石中将,南 郷少将,小 林大佐 ら10余 名が集 り,意 見交換を し陸軍省に対 し

意見を述べることとなる模様である」とある。陸軍内の反ユダヤ派のこうした働 きかけが,

1938年4月 の回教及ユダヤ問題委員会の成立をもたらしたと考え られる。

外務次官 堀内謙介から陸軍次官 梅津美治郎,海 軍次官 山本五十六あて 「回教及ユダヤ問

題委員会に関する件」(1938.3.31)に よれば,こ の委員会は陸 ・海軍と外務省からの代表者約

20名 により構成 され,外 務省調査部第三課が庶務を担当するとされている。では何を討議 し,

答申するのかは不明であるが,恐 らくこの委員会発足のための討議資料として外務省担当官が

作成 した 「ユダヤ及回教問題対策に関する考察」(1938.3)H)を 見 ると日本外交の戦略方針 と

して回教徒を支援 し,ユ ダヤ人を敵視する見方が鮮明に出ている。この 「考察」によると回教

徒 とユダヤ人はともに 「国際主義」の性格をもつが,回 教徒の場合は宗教的信條に基づ く 「自

然的結果」であるのに対 し,ユ ダヤ人の場合は 「世界征服のための偽装手段に過ぎず…ユダヤ

人が国際主義,共 産主義的思想を抱懐するのはユダヤの民族的使命達成のための一手段」 に外

ならない。ユダヤ人は 「古来労働を嫌悪 し…農民,軍 人,労 働者は少 く,陰 謀家,煽 動家,革

命家多 し。」「特に銀行業の操作は彼等の最 も得意 とする所」で,「 従ってユダヤ人は民族的に

搾取者であり…回教徒は被搾取者なり。」さらにユダヤ人は思想的には 「すべての国民文化主

義 ・伝統主義 ・君主主義 ・軍国主義に反対し…極端に物質的打算的にして 〔各国社会にとって〕

デス トラクチヴ」であり,「ユダヤ人は日独伊防共陣営を以て侵略的,平 和撹乱 国な りと見倣

す」 のに対 し,回 教徒は 「我が防共的大陸政策はアジア民族解放の聖戦なり」と考えている云々。

要するにこの筆者はユダヤ人と回教徒を全体 として黒か白かの二分法によって裁断 しているの

であり,こ ういう見方が当時の日本の官と軍内部で支配的であった。

以上の事情から察 して 「回教及ユダヤ問題委員会」およびその幹事会における安江,犬 塚両

大佐 らのユダヤ人"利 用"論 者の立場や方針はその支持者よりは反対者の方がはるかに多 く,

有力であったと推定される。

第2章1938年3月 以 降,オ ー ス ト リア ・ ドイ ツ か ら の ユ ダ ヤ 人

国 外 追 放 と 日本 の 軍 ・外 交 当 局 の 対 応

ここで少 し棚ってヒ トラー政権の成立とユダヤ市民迫害に関する日本在外公館の本省への報

告の特徴 について検討 しよう。この件についての第1報 は ワル シャワからの二報告(1933.3.

20,1933.3.27)1)で ある。それによるとヒトラー政権成立以来,t一 ラン ド市民である在 ドイ

ツ ・ユダヤ人への圧迫が強まり,彼 等の多 くはポーランドに移住 し始めており,野 党 〔国民民

主党〕はこのことで政府を非難 し,ポ ーランド各地でもユダヤ商店への掠奪行為が起 こってい

ること,ま たワルシャワの全ポーランド・ユダヤ協会が ドイツとポニランドにおける反ユダヤ
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運 動 に抗 議 して いる,と 伝 え て い る。

在 ベ ル リ ン大 使 永 井 松 三 か らの 第1報 は ず っ とお くれ て1933年5月6日 の 発 信 で あ る2)。

そ れ に よ る と,ナ チ 党 はユ ダ ヤ人 を 「寄 生 民族 」 と見 倣 し,副 宰 相 パ ー ペ ン もユ ダ ヤ人 を ドイ

ツ 帝 国 内 の 「異 分子 」 と して 排 斥 す る見 解 を抱 い て い る。 そ うな った の は 前大 戦 に お け る ドイ

ツ の 敗 北 と ヴ ェル サ イ ユ 平 和 の さ い 「ユ ダ ヤ人 の裏 工 作 」 が 『ドイ ツを 苦境 に陥 入 れ た,と ドイ

ツ人 の 多 数 が信 じて い るた め で あ る。 永 井 報 告 は ドイ ツ に お け る ユ ダ ヤ市 民 へ の 「厳 重 な る圧

迫 」 は,α)エ ッセ ン そ の他 の都 市 に お け るユ ダ ヤ百 貨店 掠 奪 ・放 火(3月9日),(ロ)新 公 務 員

身 分 法,㈲ 弁 護 士業 の 制 限,@高 等 教 育 の制 限,㈱ 学 問 ・芸 術 へ の干 渉,囚 印 刷 ・出版 業 の 制

限,(ト)ユ ダ ヤ人 営業 ボ イ コ ッ ト,(チ噺 身 分 証 明制 度 につ い て それ ぞ れ数 ペ ー ジの 説 明 を付 け て

い る。 最 後 に永 井報 告 は ナ チ政 権 が 成 立 す れ ば お そ かれ 早 か れ ユ ダ ヤ市 民 へ の 圧 迫 が 予 想 さ れ

た が,そ の 動 き が 「意 外 に早 か っ た」 と して い る。

因 み に在 ベ ル リン 日本 大 使 は 永 井 の の ち武 者 小 路 公 共,東 郷 茂 徳,大 島 浩将 軍,来 栖 三 郎,

大 島 将 軍 で 敗 戦 を迎 え るが,ど の 大 使 の報 告 もユ ダ ヤ人 に に対 す る迫 害 ・追 放 さい ご に は ホ ロ

コー ス トに 関 して は何 も批 判 が な く,い くつ かの 立 法 だ け を伝 え る だ け で あ る。 ヒ トラ ー政 権

の成 立,反 コ ミンテ ル ン協 定(1936.11.25),日 独 伊軍 事 同盟(1940.9.27)と そ の 後 の 時 期 を

通 じて 日本 政 府 と在 外 公 館 に よ って 同盟 国 ドイ ツの 内外 政策 と りわ けユ ダ ヤ市 民 に対 す る迫害 ・

追 放 ・ホ ロ コー ス トに 関 して 批 判 的 見 解 を表 明 した例 は見 当 らない。 これ に対 して ドイ ツ,オ ー

ス トリア以 外 の 欧米 諸 国 と くにア メ リカ合 衆 国 に お け る ドイ ツ に よ る反 ユ ダ ヤ主 義 に対 す る抗

議 の 動 きは か な り詳 細 に報 告 され て い る。

そ の 最 も詳 しい報 告 は在 ニ ュー ヨ ー ク総 領 事 堀 内謙 介 か ら外 相 内 田康 哉 あ て(1933.f,12)

で あ るが,そ れ に は 同総 領 事 館 員 仁 宮 に よ る 「ドイ ツに お け るユ ダ ヤ 人 迫 害 に 対 す る ニ ュ ー

ヨー ク地 方 の反 対 運 動 調 書 」(21ペ ー ジ)お よ びTheAmericanJewishCommittee,TheJews

inNaziGermanTん θル απα島 θco冠o弗 舵2ゆ9rsθc説oη の 仇θ梅 蜘 ηαごSoc歪αZゴs彿,N.Y.1933

(pp.99)が 同封 され て い る3)。「調 書 」 の要 点 は以 下 の と お り。

(1)緒 言:1933年3月,ナ チ ・ ドイ ツ の 官 民 が ユ ダ ヤ人 迫 害 を 実 行 す る と,合 衆 国 の 新 聞

は連 日 ドイ ツ に お け る 「残 酷 非人 道 的 な る迫 害 」 を 報 道 して い る。 ニ ュー ヨー ク在 住 ユ ダヤ 人

は も ち ろん,キ リス ト教 徒,学 者,法 律 家,政 治 家 らが 人 道 主 義,宗 教 。学 問 の 自由,少 数 民

族 の 保 護 と か 同業 者 へ の 同情 な ど,各 分 野 の反 対 運 動 につ いて 報 道 さ れ,「 上 海 事 変 以 来 の 米

国世 論 昂 騰 ぶ り」 を 示 して い る。

(2)ユ ダ ヤ 人 によ る反 対 運 動:AmericanJewishCongress(会 員40万 人)が 中 心 と な り,

在 ベ ル リン大 使 館 に対 し,ド イ ツ にお け る ユ ダ ヤ人 迫 害 の 真 相 調 査 を指 示 した。 コ ン グ レス は

3月27日,各 地 で ドイ ツに 抗 議 す る大 衆 集 会 を開 き,そ れ らは予 想 以 上 に大 規 模 な集 会 とな っ

た。 ニ ュー ヨ一 夕市 で25万 人,う ちマ ヂ ソ ン ・ス ク ウ ェ ア集 会 だ けで55,000人,全 国 で は 約
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100万 人 と い う 「近 来 ま れ に見 る民 衆運 動 とな った。」 しか も こ れ ら の 集 会 で ナ チ ・ ドイ ツ に

抗 議 す る演 説 を した者 の 多 くは非 ユ ダ ヤ人 で あ る。 前 ニ ュ ー ヨー ク市 長A.ス ミス,AFL会 長

W.グ リー ン,現 市 長 オ ブ ラ イエ ン,上 院 議 員R.F.ワ グ ナ ー,エ ピス コパ ル 大 司 教W.T.マ

ニ ング,ニ ュー ヨー ク州 知 事 レー マ ン らで あ り,電 報 を寄 せ た 国会 議 員,州 知 事 も多 か っ た。

5月10日,コ ング レス そ の他 の ユ ダ ヤ人 団体 は も う一 度抗 議運 動 を 主 催 し,ニ ュ ー ヨ ー ク市

で10万 人,フ ィラ デ ル フ ィア で は2万 人,シ カ ゴで は5万 人 の ユ ダ ヤ教 徒,キ リ ス ト教 が 参

集 し た 。 ま た 「ドイ ツの 通 商 ・産 業,海 運 に 対 す る ボ イ コ ッ ト」 運 動 が5月14日 か ら

AmericanLeaguefortheDefenseofJewishRightに よ っ.て開 始 さ れ て い る。

(3)ユ ダ ヤ 人 以 外 の 反 ナ チ 運 動:合 衆 国 で は 加 盟 して い るGreaterNewYorkInterfaith

Committeeは 著 名 な キ リス ト教 徒 の 署 名 したユ ダ ヤ人 迫 害 に抗 議 す る声 明 書(3月21日)を

公 表 した。 合衆 国 の 諸 大 学 の 学 長142名 に よ る声 明 書(7月4日)や ナ チ ・ ドイ ツ で 罷 免 され

た ユ ダ ヤ人 教 授 を 招 く活 動 は7月 末 ま で550名 の対 象 者 中15名 が 実 現 した 。 弁 護 士 団 体 は5

月31日,国 務 長 官 に ドイ ツに お け るユ ダ ヤ 人 法 曹 排 斥 に反 対 す る 決議 を ドイ ツ政 府 に伝 達 す

る よ う求 め て い る。

(4)新 聞 論 調:各 紙 と も,ナ チ ・ ドイ ツ に よ る 「中世 紀 的 蛮 行 」 を 非 難 して お り,3月29

日の 『ニ ュ ー ヨ ー ク ・タ イ ム ズ』 社 説 は合 衆 国 の抗 議運 動 にお いて ユ ダ ヤ市 民 に 限 らず,キ リ

ス ト教 会 の 首 長 た ち が抗 議 の先 頭 に立 って い る 旨,昂 奮 の 筆 致 で 述 べ て い る。 ドイ ツ が この数

年 間 努 力 して き た独 。米 間 の協 調 関係 は ナ チ ス の 蛮 行 に よ り一 夜 で 消 失 して しま った 云 々 。

(5)政 府 の 態 度:在 ベ ル リン 。合 衆 国 大 使 職 は3月 か ら6月10日 まで 空 席 で あ った が,こ

れ は ドイ ツ政 府 へ の 暗 黙 の抗 議 と見 られ る。但 し 日本 の中 国 侵 略 〔満 州 事 変 〕 の さい の よ うな

外 交 的 措 置 は と って い な い。

以 上 ドイ ツ お よ び 合衆 国 の 日本 在 外 公 館 に よ る報 告 を比 較 して見 る と,ナ チ ・ ドイ ツ に おい

て ユ ダ ヤ 人 迫 害 に関 す る報 告 は は っ き り と対 照 的 で あ る こ とが わ か る。 但 し,1933年 か ら世

界 大 戦 の 時期 を通 じて,日 本 の 在 外 公 館 も外 務 省 も ドイ ツ の官 民 に よ るユ ダ ヤ人 迫 害 ・排 斥 に

つ い て,他 国 の 政 府 や 世 論 に よ る批 判 や 非 難 は報 告 す るこ とは あ って も,自 分 自身 の 批 判 的見

解 を述 べ た 例 は ま った く見 当 らな い。"同 盟 国"ド イ ツの 政 策 を批 判 す る こ とを 慎 重 に 避 けて

い た の で あ 為。 逆 に ドイ ツが 排 斥 す るユ ダ ヤ市 民 へ の非 難 の言 葉 は 日本 の 在 外 公 館 か ら本 省 へ

の報 告 に しば しば 見 受 け られ る。 例 え ば在 上 海 日本 総 領 事 館 警 察 部 「上 海 に お け る独 伊 避 難 ユ

ダヤ 人 状 況 に関 す る件 」(9ペ ー ジ,1939.2)4)の 一 節 は次 の よ う に述 べ て い る。 ドイ ツ,オ ー

ス トリア,チ ェコ ス ロヴ ァキ ア か ら 「追 放 され亡 命 す るユ ダ ヤ人 は50万 人,う ち10～15万 人

は 極 東 に渡 来 す る との見 方 あ り,仮 に そ の三 分 の一 と して も彼 等 が 上 海 を拠 点 に 日 ・満 ・支 に

侵 入 す る こ と疑 い な し」 「彼 等 は腹 黒 き人 種 で,そ の言 葉 だ け を信 じて は な らな い 。 金 銭 を熱

愛 し,投 機 を利 殖 の手 段 とす る故 」 日 ・満 ・支 の 統 制 経 済 に悪 影 響 を与 え,ソ 連 邦 の ユ ダ ヤ人
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と結合する可能性がある。またユダヤ資本と支那資本との合流やユダヤ商工業者 と日本人のそ

れとの競争のおそれ もある云々。

もう一つの例はヨーロッパで戦争が拡大 している時期に在ハンブルク総領事 川村博から外

相 松岡洋右への報告(1940.9.12)`)で,そ こでは次のように言 う:無 国籍人 とな ったユダヤ

人が日本通過ヴィザを求める例が多い。「現に出願 しているW.1.カ スパーの場合,ヴ ィザ発

給 に支障は認 められないが,こ の種の例は ドイツのチェッコおよびポーランド征服以来とみに

増加 し,そ の応待には相当手古ず りおる次第なり」…他方 ドイツ当局側は避難民を受入れる国

または通過国の迷惑を無視 している。「当館では ドイツにとり迷惑な人間は 日本にとりて も亦

迷惑至極なるに付…一 々吟味の上通過ヴィザを賦与 しおる次第で…本件カスパー 〔トル ソ生ま

れ,妻 も同 じ〕.に.は通過ヴィザを拒否する。」 もちろん真に 「相当手古ずり」おっていたのは,

総領事館員ではなく,む しろヴィザを申請 していた避難民である。

ここで ドイツによるオース トリア併合(1938.3.13)の 直後から始まったユダヤ市民迫害 に

ついての在 ウィーン日本総領事代理からの最初の報告(1938 .7.18)・)を検討 しよう。報告 はま

ずオース トリアにおけるユダヤ人人口を約30万 人,キ リス ト教徒である混血ユダヤ人を35万

人,合 計65万 人(全 人口の約10%)と 推計 している。次に3月15日 か ら6月 はじめまでに

施行 された対ユダヤ人立法(国 民投票参加禁止,弁 護士資格剥奪,営 業制限,財 産申告義務,

営業 ・財産処分への統制,ニ ュルンベルク法の適用,公 務員,国 立銀行,国 有鉄道からの排除)

と5月,ゲ シュタtに よるユダヤ人逮捕,ポ グロム,ま た国外移住のさい財産の持出し禁止の

ため7月 までの国外移住ユダヤ人は1万 人足 らずであろうとしている。

それでも本館はじめ各国の在オース トリア公館にヴィザを申請するユダヤ市民は 「門前列を

なす」有様で,本 館では 「〔日華〕事変下の 日本では就職困難なる旨説示」 しているが 「哀願

泣訴する者ある状況である。」

次に1938年9月 末 に在ウィーン総領事 に着任 したばか りの山路章の報告(1938.9.30)7)が

ある。 それによると当地のユダヤ人から日本への一時入国ヴィザを求める例が急増 しており,

当館として 「事変下の日本での滞在は極めて困難」と説明 し,さ らに日独間にはヴィザ相互廃

止の取極めがあるのでヴィザは不要として拒否 しているが 「泣訴」するのでヴィザ不要の旨の

文書を発行 し,ユ ダヤ人たちはこれを一種の証明書として通過国か らのヴィザを入手 している。

しか しこの数 日間,毎 日平均50人 以上が来館するので文書の発行を中止 している。 このよう

に現状を述べたうえで,山 路は次の点について至急訓電を要請 している。(1)ヴ ィザ不要の文

書を今後発行 してよいか。② 何等かの提示金が必要か。その額はどうか。(3)無 国籍ユダヤ人

を一般の無国籍人 と同じく扱ってよいか。(4)ユダヤ人の日本入国についてどう扱うご意向か。

山路のこの請訓電はユダヤ避難民の日本入国および通過 ヴィザの扱いを具体的に決定するよ

う日本政府に求めた最初の例であった。 これを受 けて外務省は 「回教及びユダヤ問題委員会」

36



十五年戦争(1931-194f)に おける日本政府 ・軍のユダヤ人政策

の幹事会(1938.1C.5)を 招集 し,次 の結論に達 した8)。(1》1935年の内務,拓 務,外 務各省の

協議 「ドイツ避難民に関する件」の規則では在 ウィーン総領事か らの請訓電に対応できない。

② 各国の ドイツ避難民への入国取扱いぶ りを見ると,合 衆国国務長官 コーデル ・ハルの声明

は避難民への便宜をはかる国際委員会を提唱しているが,ベ ルギー,オ ランダ,ア ルゼンチン,

ブラジルは移民受入れの余地なしとし,カ ナダは移民収容には限度ありとし,イ ギリスはギニ

アに農業移民計画はあるとしなが ら 「事実上拒否 〔?〕」 している。(3)ドイツ ・オース トリア

のユダヤ人は 「ユダヤ人の入国に対する我国の取扱振 りが他国に比 し寛大 〔?〕」と見ており,

今後極東に渡来する者が多 くなると予想される。 しかも彼等は出国のさい20マ ル クしか持出

すことができず,反 ナチ思想の持主が多いであろうか ら,「本邦内地にユダヤ避難民が入 り込

むことは好ましからず」犬塚大佐の見通 しのように中南支のユダヤ財閥が我方 と協力する場合

は別として,「支那の一部にユダヤ人地区を設 ける案は差当り実行困難な り。」(4)ド イツ旅券

には本人がユダヤ人か否かの記載はないので,そ の入国取締 りは容易でな く,ま た日本が公然

反ユダヤ政策を採っているという印象を海外に与えてはならない。⑤ 以上 から在 ウィーン総

領事館の当面する問題については次のように処置す るを可 とする:(イ旧 ・独間のヴィザ廃止証

明書の発行 は,日 本への入国可能の印象を与え るので取止める。 また避難民の 〔極東 ・日本へ

の〕渡来は断念させるよう円曲に工作する。(ロ)無国籍ユダヤ避難民には渡航証明書を出さない。

⑥ ユダヤ人の入国に関する根本方針についてはさらに研究する。 なお同文書の末尾には当日

の出席者 ・内務,外 務,陸,海 の各省から計21名 の氏名が載 っており,犬 塚大佐は出席 した

が安江大佐は欠席 している。

上記の結論を総合すると次のようになる。ユダヤ避難民の日本及び極東への渡来をできるだ

け阻止 しようとするのか幹事会の多数意見であり,ユ ダヤ人"利 用"方 針をとる犬塚,安 江両

大佐の意見は少数派であった。両大佐の意見は(3)の うち中南支のユダヤ財閥が日本 と協力す

る場合,と いう言及,ま た ㈲ ユダヤ人の入国に関す る根本方針は今後の課題に残 された点に

反映 している。 これらの問題について両大佐は個別に積極的な現地での活動 と中央における説

得工作を展開することになる9)。両大佐に共通する見解は次の点にある。(一r)第一回極東ユダヤ

人大会(1937.12)は 在満ユダヤ人の対日協力関係を確立 した。 この関係を天津,上 海のユダ

ヤ社会 とサッスーン卿に代表されるユダヤ財閥に及ぼすことは可能であり,「今がユダヤ工作

の絶好の機会である。」(ロ)極東ユダヤ人工作はアメとムチの方法によるべきであり,ド イツに

おけるようなユダヤ人排斥と同じ方法をとる必要はない。㈲現状では極東ユダヤ社会と合衆国

のユダヤ人との間には距離があるが,日 本は極東ユダヤ人を通 して合衆国のユダヤ社会に働き

かけることは可能である。このように両大佐のユダヤ人"利 用"方 針は合衆国ユダヤ社会への

働きかけを含む大きな"夢"で あって,そ れがふたりの言うユダヤ人問題に関する 「根本方針」

であった。
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さて前記の 「回教及びユダヤ問題委員会」幹事会(1938.10.5)の 協議を経て近衛外相は在ウィー

ン総領事 および在外公館あてに次の訓令 「ユダヤ避難民の入国に関す る件」(1938.10.7)is)を

通知する:ド イツ,イ タリアではユダヤ人を排斥 しつつあり,他 の諸国もかれらの入国を好ま

ないので,こ れ らユダヤ人のうち日本に避難 しようとする者が増加中である。そこで外務,内

務及び陸海軍の係官が協議 した結果,「 我盟邦の排斥により外国に避難せんとする者 を我国に

於て許容することは大局上面白か らざるのみならず…事変下にある我国の実情は外国避難民を

収容するの余地なきを以て此種避難民(外 部に対 しては単に 「避難民」の名義 とすること。実

際はユダヤ避難民を意味す)の 本邦内地並に各植民地への入国は好ましからず(但 し通過はこ

の限 りにあらず)と の意見の一致を見た。」従ってこの趣旨を含んだうえで,こ れ ら避難民に

対 しては現行外国人入国令第一条")に 列記 した範囲の理由により 「本邦渡来阻止方可燃御措

置相成度」とし,具 体的には ω無国籍避難民に対 しては渡航証明書を発給 しない。 日本を通

過するだけの者に対 しては行先国の入国手続 きの完了と250円 以上の提示金を持つ者に限 り通

過渡航証明書を発給 してよい。(ロ旧 本 との間にヴィザ相互廃止の取極めある国の国籍を有する

「此種避難民」 に対しては今後本邦入国につき願出があってもヴィザを与えざることは勿論,

何等の証明書 も出さず,「本邦渡来を断念せ しむる」よう説得する。㈲上記以外の国籍を もつ

「此程避難民」に対しては今後すべてヴィザを与えない,と 指示 し,さ いごに 「尚本内訓はユ

ダヤ人に対 して特別の手段を講ずるものに非ず,現 行外国人入国令の範囲内において措置する

ものにして外部に対 して何等之を発表 し居 らざるに付左様御含相成度」 と繰 り返 している。

要するに近衛訓令(米 三機密合1447号)は ナチ ・ドイツによるユダヤ人迫害 ・追放政策を

是認 し,ま たユダヤ避難民の日本および日本の植民地への入国を禁止 し,日 本通過ヴィザ発給

についても行先国に入国手続 き,提 示金の条件をつけているのであるが,も っとも疑わしい点

は 「ユダヤ避難民」を 「此程避難民」と呼び,外 国に対 して日本政府のユダヤ人差別を秘匿 し

ていることである。 このごまか し方針は1943年2月,上 海虹 口地区のゲ ットー化に到るまで

維持されている。

近衛訓令を受取った山路総領事はいくつかの疑問点について2回 問合わせの電報(1938 .10.

15,17)12)を 送 っている。.すでに渡航途上 にある者および乗船券を入手 している者 をどう扱 う

べ きか,上 海ゆき渡航者は無制限でよいか,外 国人入国令第一条だけでは日本入国を断念させ

るのは困難で,ユ ダヤ避難民の日本入国禁止を公表すべきではないか,の 諸点である。このさ

いこの疑問点こそ近衛訓令のごまか し方針の弱点であった。山路はまた ドイツ旅券を もつユダ

ヤ人の旅券には赤色のJの スタンプが押されることになったと報 じている。山路の質問に対す

る新外相 有田八郎の回答(1938.ILl8)i3)は 厳 しいもので,渡 航中の者でも 「断念」するよう

在外公館に連絡をとるべきこと,中 国,満 州については協議中であり近 く通告すること,ユ ダ

ヤ避難民の日本入国禁止は外部に公表 しないことを指示 している。
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中国,満 州へのユダヤ避難民の渡来の取扱いを打診されたこの地域の在外公館からはいくつ

かの回答が寄せ られている14)。これらの回答に共通する点はそれぞれの任地におけるユダヤ人

は日本 との商取引の必要か ら,営 業地と日本とを往復するのが慣例 となっており,一 律に日本

入国を禁止することに疑念を表明 し 「手心を加える」よう求めている。

これに加えて関東軍特務機関および上海の海軍武官室を拠点 とするユダヤ人"利 用"派 の工

作が陸軍省を動 し,五 相会議(首 相,陸 相,海 相,外 相,内 相)の 決定に基づいて外相有田八

郎か ら在外公館あてに日,満,支 全般に亘る 「ユダヤ人対策要綱」(合,3544号,1938.12.7)15)

の訓令発令に至った。この訓令は前文で次のように述べている。「独伊両国 との親善関係を緊

密に保持するは現下に於ける帝国外交の枢軸」であるから,「盟邦の排斥するユダヤ人 を積極

的に帝国に抱擁するは原則 として避 くべき」であるが,「帝国の多年主張 し来たれる人種平等

の精神」,「戦争の遂行特に経済建設上外資を導入する必要」および 「対米関係の悪化を避ける

べき観点から」 して 「独国と同様極端に 〔ユダヤ人を〕排斥するが如き態度」はとらない。

次に 「方針」 として,

1.現 在 日・満 ・支に居住するユダヤ人に対 しては他国人 と同様公正に取扱い之を特別 に排

斥するが如き処置に出つることな し

2.新 に日・満 ・支に渡来するユダヤ人に対 しては一般に外国人入国令の範囲内に於て公正

に処理す

3.ユ ダヤ人を積極的に日清支に招致す るが如きことは之を避 く,但 し資本家技術者の如き

特に利用価値ある者は此の限りにあらず

さいごに後文で次のように述べている。本訓令は日本に関する限 り,米 三機密合,1447号

〔1938.10.7付外相 近衛の訓令〕と同一趣旨であるので,そ の取扱については近衛訓令記載の

要項により処置されたい。〔つまり 「ユダヤ避難民」を 「此程避難民」と呼んでユダヤ移民へ

の差別扱いを対外的に秘匿する方針の継続を意味する。〕また 「資本家技術者」 で入国条件を

満たす者については 「予め事情を詳具 し,請 訓相成様」指示 している。

要するにこの有田訓令は先の近衛訓令が専 ら日本入国および通過のユダヤ避難民を対象とし

ていたのに対 し,こ れを満 ・支に拡大 し,し かも前文で述べた理由か ら 「資本家技術者」であ

るユダヤ人移民の日・満 ・支への受入れを認めている。この点は関東軍特務機関や上海の海軍

軍令部のユダヤ人"利 用"グ ループにとって好都合な方針であった。

以上,外 相 近衛 ・有田による二つの訓令はユダヤ避難民の日本入国阻止,極 東への渡来制

限,日 本通過条件の厳守を定めたものであるが,最 大の問題点は 「ユダヤ避難民」を 「此程避

難民」と呼んでユダヤ人差別を対外的にかくすという公明正大とは言えない小手先の策略である。

二つの訓令が通告された1938年10-12月 という時期 には ドイツ ・オース トリアにおけるク

リスタル ・ナハ ト(1938.11.9)と それに続 くポグロムの激化および陸路,海 路 によるユダヤ
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避 難 民 の 極 東 へ の第 一 陣 の到 来 とい う緊 急 事 態 が 起 きた 。

第 一 の 事 件 は,ポ ー ラ ン ド市 民 で あ る ユ ダ ヤ 人 青 年H.グ リ ン シ ュパ ン(HerschelGryn-

szpan)が11月7日,在 パ リ ・ ドイ ツ大 使 館 員 ラ ー ト(ErnstvomRath)を 狙 撃 し,9日 死

に至 らせ た事 件 で あ る'6)。こ の報 道 が ドイ ツ に伝 わ る と官 ・党 ・大 衆 に よ るユ ダ ヤ人,そ の 営

業,百 貨 店,シ ナ ゴ ー グ に対 す る破 壊 ・掠奪 ・放 火 ・殺 害 は一 挙 に,前 例 の な い 規 模 と激 しさ

で荒 れ 狂 った 。 ヒル バ ー グ に よ れ ば,こ こで 「絶 滅 過 程 は も う始 ま って い た」 の で あ る。

この 事 件 に 関 して 日本 の 在 外 公 館 は どの よ うに報 告 した の で あ ろ うか。 第 一 の報 告 は 在 ベ ル

リ ン大 使 大 島 か ら外 相 有 田 あ て(1938.11.10)17)で あ る。 そ れ に よ る と 「ラ ー トの 死 が 報 じ

られ た10月8日 夜 〔11月9日 の誤 記 〕」 ベ ル リ ンで は反 ユ ダ ヤの 「暴 行 盛 と な り」 市 中 目 抜

き通 り商 店 街 の ユ ダ ヤ入 店 は す べ て 破 壊 され,シ ナ ゴ ー グ は放 火 され 大 き な被 害 を蒙 った。 大

島 の 次 の 報 告(1938.11.16)17)で は ラ ー トの死 後,ド イ ツ で反 ユ ダ ヤ立 法 が 続 出 一し,ド イ ツ在

住 ユ ダ ヤ人 は 「当館 に ヴ ィザ を 求 め て 参 集 し」 て い るが,自 分 と して は 外 相 訓 令 〔1938.10.7,

前 出〕.の趣 旨 に よ り 「断 念 」 す るよ う説 得 して い る。 当地 の 日本郵 船支 店 か らの 問 合 わせ に も
ざ

な る べ く乗 船 券 を発 売 しな い よ う答 え て い る と述 べ,お わ りに今 後 の対 策 を 次 の よ う に提 案 し

て い る。 ドイ ツ国 内 で はユ ダ ヤ人 は 「無 国籍 者 以 下 の扱 い」 を受 け て い るの が 実 情 で あ り,彼

等 の 中 に は 日本 に と って 「好 ま し くな い分 子 も少 な くな い」 の で 「彼 等 の取 締 り方 法 を決定 し,

通 知 され た い。」 も しユ ダ ヤ人 の 日本 入 国 を 制 限 しな け れ ば,渡 航 者 は 激 増 す る で あ ろ う。 第

三 の 報 告(1938.12.23)n)で は,前 報 告 以 後,大 使 館 で は 在 ベ ル リン満 洲 国 公 使 館,日 本 郵 船

支 店 と連 絡 し 「殺 到 す るユ ダ ヤ 人 の 応 接 に 当 って 」 い るが 「渡 航 希 望 者 は 日々増 加 す る勢 」 で

あ り,船 会 社 に よれ ば極 東 向 け乗 船 券 を購 入 ま た は 申込 ん だ者 は 「約6 ,000人,う ち イ タ リア

船3,000人,ド イ ツ船2,000人,日 本 郵 船500人,そ の他500人 の 由」 と あ る。 ドイ ツ ・ユ ダ

ヤ人 は 「極 東 を 唯一 の 避 難 所 」 と考 え て い るの で 「これ ら事 実 上 の 無 国 籍 人 に比 す べ き避 難 民

に つ い て は支 那,満 洲 に お い て速 に 適 当 な 制 限 を加 う る要 あ り」 と くり返 して い る。 大 日本 帝

国軍 人 で在 ベル リン大 使 大 島 に とって は尊 敬す るフユー ラー ・ヒ トラーに よ るユ ダヤ 市 民 排 斥 ・

迫 害 の 是 非 な どは 問題 で な く,彼 の 関 心 は専 らユダヤ避 難 民 を極 東 か ら遠 ざけ るこ とで あ った。

イ ギ リス,ソ 連 邦,満 洲 の 日本 公 館 か らの報 告 で は一 方 で任 地 国 に お け るナ チ ・ ドイ ツの 官

民 に よ る ポ グ 日 ムへ の 非 難 に言 及 は す る もの の,ユ ダ ヤ避 難 民 の極 東 渡 来 に つ い て は 警 戒 す る

姿 勢 を示 す 点 で 共 通 して い る18)。

・第 二 の事 件 は シベ リヤ 鉄 道 を 経 由 して満 洲 里 に到 着 した ユ ダ ヤ避 難 民 第 一 陣 を な す 数 グル ー

プ につ い て の報 告 で あ る。 そ の 第 一 は満 洲 里 警 察 か らの報 告(1938 .10.31)を 同封 した 在 満 洲

里 領 事 代 理 松 田正 綱 か ら外 相 有 田へ の報 告(1938.11.1)且9)で あ る。 こ の警 察 長 は次 の よ うに

報 じて い る。(1)10月27日 午 前10時 着 の モ ス ク ワ鉄 道 国 際 列車 で ユ ダ ヤ人6名 が 満 洲 里 駅 に

到 着,入 国 許 可 を 申請 した。 彼 等 は 「ドイ ツ の合 法 的 ユ ダ ヤ人 排 斥 〔!〕 に耐 え兼 ね 」 東 洋 に

40



十五年戦争(1931-1945)に おける 日本政府 ・軍のユ ダヤ人政策

活 路 を 求 め た の だ が,所 持 金 も行 先 地 もな く 「極 度 に ドイ ツを 怨 嵯 しあ り」 その 入 国 を許 せ ば

「対 独 関 係 は勿 論,外 国人 保 護 取 締 上 支 障 少 なか らず 」 と して満 洲 国へ の入 国 を 認 め ず,「 山海

関 経 由上 海 に赴 か しめ た り。」 ② 日本 で は ユ ダ ヤ避 難 民 の 入 国 を 禁 じて い るが 満 洲 国 の 現 地 官

憲 は ど う措 置 す べ きか 指 示 され た い。(3)6名 の氏 名(全 員 男性),出 発 地(全 員 ウ ィー ン),年

齢,職 業 を記 載 し,ド イ ツ政 府 が オ ー ス トリア の ユ ダ ヤ人 に対 し 「全 面 的 に生 活 を剥 奪 し」 旅

券 にJの 烙 印 を 押 し,二 週 間 以 内 の 国 外 退 去 を要 求 して い る こ と,6名 は 「今 後海 外 で 働 き,

団結 して ヒ トラー 政 権 打 倒 に努 力 す べ し」 と述 べ て い る こ と,さ い ごにJマ ー クを 押 した 旅 券

の写 真 を 付 して い る。

第 二 の グル ー プの 満 洲 里 到 着 も同 じ方 法 で松 田 か ら外 相 あ て に 報 告(1938.ll.26)20)さ れ て

い る。 そ れ に よ る と,ll月24日 午 後6時30分 ユ ダ ヤ避 難 民30名 が満 洲 里 駅 に到 着,翌 日午

後1時,山 海 関 経 由 で 上 海 に送 られ た こ と,駐 独 ソ連 大 使 館 は 避難 民 の 先 行 を 「fに 日本 と

記 入 せ る特 別料 金,ソ 連 通 過 ヴ ィザ を下 附 し…彼 等 の 日本 移住 を企 図 しあ る もの の 如 し」 と述

べ て,あ た か も ソ連 当 局 の 避 難 民 へ の 好 意 的 措 置 ま で非 難 して い る よ うな 文 面 で あ る。 報 告 に

付 され た 別 表 に は30名 の氏 名,性 別(女 性 は10名),年 齢,出 発 地(全 員 が ウ ィ ー ン)行 先

地(全 員 が上 海)が 記 載 され て お り,さ い ご に 「避 難 民 の言 動 」 の 項 の ㈲ で 次 の よ う に 述 べ

て い る:ソ 連 通 過 ヴ ィザ の料 金 は 普 通30な い し20ル ー ブ リで あ るの に,避 難民 には僅 か2ル ー

ブ リで よ く,ソ 連 邦 通 過 中 は税 関 検 査 そ の他 で相 当 の便 宜 を与 え て い た。 これ らは ユ ダ ヤ 避難

民 へ の ソ連 側 の 同 情 を 示 す もの で あ るが,満 洲 里 警 察 は そ れ を 日本 に対 す る ソ連 当局 の悪 意 の

あ らわ れ と見 て い る。 驚 くべ き偏 見 で あ る。

第 三 の グル ー プ19名 の 満 洲里 到 着 につ いて も同 じ方 法 で 松 田 か ら外 相 あ て報 告(1938.11.

28)2Dが あ る。 全 員 が ウ ィー ン発 の ユ ダ ヤ 避 難 民(う ち女 性2名)で,行 先 国 未 定 の うえ,ド

イ ツ当 局 の 規 制 に よ り乗 車 券 と所 持 品1010マ ル ク(約150円)し か持 出せ な い と述 べ て い る。

この よ うに ウ ィ ー ンか らの ソ連 邦 経 由避 難 民 が満 洲 里 に到 着 し始 め た 時 期 に,在 ハ ル ビ ン総

領 事 鶴 見 憲 は12月2日,ハ ル ビ ン ・ユ ダ ヤ人 民 会 長 カ ウ フマ ン博 士 を 招 い て 会 談 し,そ の結

果 を 在 満 大 使 植 田謙 吉将 軍 あ て に 報 告(1938.12.5)22)し て い る。 カ ウ フ マ ン に よ る と ユ ダ ヤ

避 難 民 の 第1次 グル ー プ6名(う ち女 性1名)が ハ ル ビ ンに到 着 した の は1938年10月 中旬 で,

彼 等 は み な ハ ル ビ ンに 居 住 し,就 職 して い る。 第2次 グル ー プ(日 本 側 の言 う第1次 グル ープ)

の う ち6名 は ハ ル ビ ン滞 在 を 拒 否 され,10月30日 天 津 に 向 つた。 第3次 グ ル ー プ は11月26

日,28名 が ハ ル ビ ンに到 着 した が や は り定住 を認 め られ ず,大 連 か ら上 海 に 渡 航 した 。 第4

次 グル ー プの19名 も全 員 が大 連 か ら上 海 に向 つ た。 カ ウ フ マ ンは お わ り に ドイ ツ か ら脱 出 し

よ う とす るユ ダ ヤ人 を 約40万 人 と し,在 欧 ユ ダ ヤ人 委 員 会 は彼 等 を欧 米 諸 国 に送 り出 そ うと

努 め て い るが,極 東 へ の 移 住 者 は多 くは な か ろ う と し,彼 等 を ハ ル ビンそ の 他 満 洲 で居 住 させ

な い 旨希 望 して い る と述 べ て い る。 カ ウ フマ ンの言 う第1次 グル ー プ6名 は ハ ル ビ ンに親 族か
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知人がおりそこで就職 しているので,日 本当局は避難民 と見倣 さなかったのであろう。なお外

務省の調べお)によれば,1938年10月 から12月16日 までのユダヤ避難民は第1次 から第6次

グループまで合計122名,一 部の者は奉天,大 連に一時留めおかれていた。

ところで誰がこれら避難民を上海に送 り出すよう措置 したのであろうか。前 出外相 有田の

訓令(合3477号,1938.12.7)の 準備のための文書 「ユダヤ避難民の渡来 に関す る件」(1938.

12.1)24)では,そ の第2項 に 「上海方面における此程避難民の入国許可に関する対策」があ り,

更 に前文では上海への渡来は従来の無制限であった旨記されている。有田訓令(合3477号)

の起案文においても 「上海 においては複雑機微なる関係上,其 取扱は従前の通 とす」 とあった

が,正 文ではそれは削除されている。従 って38年10月 から満洲里に渡来 して来た避難民を上

海に送 り出したのは外務省ではな く,現 地の特務機関と在外公館の措置 と考えられる。そのこ

とを示唆す る文書が在ハル ビン総領事 鶴見から外相 有田への報告(1938.11.30)2)で ある。

ここで鶴見は第1次 から第3次 グループの避難民の成行きを述べ 「今後避難民は更に陸続来満

すべ く…之が処置方に関し安江大連特務機関長は新京に於て各方面 と打合せを為 したる上(関

東軍側に於ては北支軍当局の避難民阻止の態度に対 し不満を洩 しおる趣 なり)30日 来q〔 ハ

ル ビン〕せるが,当 館及特務機関,憲 兵隊とも連絡の結果,今 後はすべて大連経由にて上海に

赴かしむることとせ り」 と記 している。これは外相 有田から在新京大使 植田あて訓令(1139

号,1938.11.30)26)に おいて,ソ 連がユダヤ避難民に対 し無制限にソ連領通過ヴィザを発給 し

ていることに反省 〔!〕を促 し,彼 等の渡航を阻止するため満洲国通過の条件を満たしていな

い者を拒否する,と 指示 しているのとは明 らかに異なる措置であり,関 東軍特務機関のユダヤ

人"利 用"方 針の一例を示すものである。

他方,海 路によるユダヤ避難民の上海来航は別の問題である。外交史料館 「ユダヤ人問題」

に収録されている公文書のなかでその第1報 は在 コロンボ領事 久我から外相への報告(1938.

12.12)z)で ある。そこには同日着任 したイタリア領事の談話 として,ド イツからのユダヤ避難

民千数百人が船で上海に向っているとある。続いて在上海総領事代理 後藤艦尾か ら外相への

報告(1938.12.14)")で は14日 付 「上海タイムズ』の記事 と して20日 到着予定の船に約500

人の避難民が乗 っており,そ の大部分は上海で下船すると伝えている。第3の 報告は在ベル リ

ン大使か ら外相へのもの(1938.12.23,前 出)z)で,そ こでは ドイツ外務省広報部長が満洲 ・

中国への移住には制限がないと言明したため,避 難民が満洲国公使館,日 本郵便支店に殺到 し

ていると述べている(乗 船予定者数は前出)。 ドイツ広報部長がでまかせを言 っているわけで

はない(但 し,満 洲国を除 く)こ とは,上 海の後藤から在ウィーン総領事および外相あて報告

(1938.12.18)27)に,上 海共同租界,フ ランス租界には避難民の渡来に関 して一般の外国人 と同

じ扱いを しており,提 示金の必要 もない,と あることでも示されている。

こうした事態に当面 して外相 有田は上海の後藤に2回 訓令(1938.12,24,30)圏)を 送 り,ユ
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ダ や避 難 民 の上 海 来 航 者 を 陸 路 と海 路 に 分 け て報 告 す る こ と,ま た上 海 工 部 局(Shanghai

MunicipalCouncil以 後SMC.と 略 す)の 避 難 民拒 否 の 提 案 には ま と もに応 じて は な ら ず,

一 方 で 日独親 善 関 係 を 考 慮 し,同 時 に在 米 ユ ダ ヤ人 の感 情 を刺 戟 しな い よ う配 慮 す べ き で あ っ

て,工 部 局(S.M.C.)に は 「で き る限 り協 力 す る」 程 度 に控 え 目に し,避 難 民 排 斥 の責 任 は工

部 局 に 負 わ せ る よ う指 示 して い る。

第3章 上海 におけ るユダ ヤ避難 民 に対す る 日本政府 ・軍 の

政策 と上海 ユダヤ社 会

第1回 極東ユダヤ人大会(ハ ルビン,1937.12)の 演出に成功 した安江仙弘大佐は関東軍大

連特務機関長となり,海 軍軍令部第三部の犬塚惟重大佐(の ち上海海軍武官室付)ら と共 にユ

ダヤ人住民への保護 ・利用政策を満洲から北支,中 支に拡げ,そ れを基盤にして在米ユダヤ財

界への工作を展開するという夢を抱いていた。安江大佐は1938年9月19日,外 務省で外務,

陸海軍の担当者の席でユダヤ問題 について講演 し,そ の要旨は近衛外相から極東の日本在外公

館あて 「御参考まで」として送付(1938.10.lc)1)さ れている。 その要 旨の うち特徴的な点は

次のとおり:ハ ルビンを始め,天 津,上 海のユダヤ人団体は日本軍による 「対支戦局の全面的

拡大に伴い…漸次日本依存の傾向を顕著にし居るにより,今 日は対ユダヤ人工作上絶好の機会」

であり,ユ ダヤ人にとって 「極東こそは永久安住の地」であることを了解 さすべきである。さ

らに合衆国のユダヤ人は極東のユダヤ人とは別の立場をとっているが,極 東ユダヤ人か ら前者

に働きかけるよう仕向け,「彼等を日本に引つける工作をすべきである。」

犬塚大佐の方は1938年10月12日 の 「回教及ユダヤ問題委員会」幹事会 において次のよう

に主張 している2):←f)在上海ユダヤ人社会は 「支那事変以来…対 日接近の機会を求めつつあり」

先に 「70万 ドルの対日船舶買付クレジットを設定せる」事例は 「彼等の対 日打診策」 と見 ら

れる。「今や対ユダヤ工作の好機会な り。」(ロ〉「ユダヤ人を利用するには親善に堕することなく…

ユダヤ人の咽喉を施 し徹底的に圧服するを要す。」その上で 「他面其馴致工作を実施」 すべき

である。㈲ この工作にさい して一面では民間事業家を起用すべきであり,他 面では日本として

「統一せる根本的対策を確立」すべきである。ω上海ではサ ッスーン財閥のように現地に資本,

財産を持つ者が従来のイギ リス依存か ら日本に傾きつつあり,「我方としては支那開発 のため

彪大なる資金を要する」ので,ユ ダヤ人利用の方策を詳 しく研究すべきである云々。

犬塚大佐 はこの後上海に出張 し第二回極東ユダヤ人大会の決定を具体化するため,上 海の避

難民委員会代表E.ハ イム(EllisHayim)と 会談 している3)。

縮 その第二回極東ユダヤ人大会(ハ ルビン
,1938.12.26～28)に 先立って極東各地(ハ イラル,

青島,北 京,上 海)の ユダヤ人の動向について日本在外公館か らの報告があるが,中 でも注目

されるのは在上海総領事代理 後藤か ら外相 有田あて(1938.12.24)お よび在ニューヨー ク総
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領 事 若 杉 か らの報 告(1938.12.15)で あ る4)。若 杉 に よ れ ば,「 過 般 来 我 軍 部 関 係 の 連 絡 」 が

あ り,ニ ュ ー ヨ ーク にお け る 「ユ ダ ヤ人 の対 日態 度 緩 和 工 作 の為,特 に満 洲 よ り来 米 中 な り し

某 ユ ダ ヤ人 有 力 者 〔ハ ル ビ ンの北 満 製 糖 会 社取 締 役 レ フ ・ジ ッ タ マ ン(LewZickman)を 指

す 〕 か ら聞 き込 ん だ 情 報 と して,12月26日 ハル ビ ンで 開 か れ るユ ダ ヤ人大 会 にお いて,日 浦

両 国 に お い て は 「何 等 ユ ダ ヤ 人排 斥 又 は迫 害 等 の 事 実 な く一 般 に 公正 な る待 遇 を与 へ られ居 る

旨の 決 議 又 は 声 明等 を発 表 せ しめ,之 をAPお よ びUPを して 当 国 〔合衆 国 の こ と〕 へ 報 道 せ

しめ 」 る こ とに よ り,「 当国 ユ ダ ヤ人 一 般 の 対 日感 情 を是 正 す る」 の に寄 与 す る で あ ろ う,と

述 べ た 旨伝 え て い る。

上 海 か らの報 告 で は1938年 夏 以 降12月 上 旬 まで にユ ダ ヤ避 難 民 約500名 が 〔海 路〕 上 海 に

来 航 し,更 に12月21日 入 港 の イ タ リア船 で560名 の避 難 民 が到 着 した こ と,お よ び ユ ダヤ 人

の有 力 実 業 家 エ リ ・カ ドー リー卿(SirElyKadoorie)を 長 とす る上 海 ユ ダ ヤ人 避 難 民 救 済 委

員 会 が 避 難 民 の救 援 に 当 って い る,と 述 べ て い る。

在 ハ ル ビ ン総 領事 鶴 見 か らの報 告(1938.12.24)5>は 第 二 回 極 東 ユ ダ ヤ人 大 会 の 予 定 プ ロ グ

ラ ム を 伝 え,そ の中 ⑧ 当地 特 務 機 関 と して は大 会 の経 緯 を詳 し くユ ダ ヤ通 信 機 関 か ら海 外 に

報 道 さ せ るが,日 浦 両 国 内 で は報 道 を控 え 目 にす る こ と,(4)ハ ル ビ ンの総 領 事 館,特 務 機 関 か

らは大 会 に 出席 せず,憲 兵 隊 長 と大 連 特 務 機 関長 の2名 だ けを 私 的 に 出席 させ る と し,カ ウ フ

マ ン博 士 の 式 辞 要 旨(別 紙 甲),決 議 案 文(別 紙 乙)を 同封 して い る。

別 紙 甲 で は,α)昨 年 の第 一 回 大 会 以 後 の報 告,(ロ)パ レス チ ナ に お け るユ ダ ヤ 人 国 家 の 建 設

につ い て,㈲ 満 洲国 の王 道 楽 土 政 策("TheKinglyWay-WangTao")と ユ ダ ヤ人 へ の 目 蒲

両 国 の誠 意 あ る処 遇,ω 日満 両 国 内 に お け るユ ダ ヤ 人 の 市 民 権,宗 教 ・民 族 文 化 と経 済 面 の発

展,な どが 予 定 され て い る。

別 紙 乙 は,ハ ル ビ ン,奉 天,大 連,青 島,9天 津,上 海,ハ イ ラ ル,チ チ ハ ル の ユ ダ ヤ 人 民

代 表 か らな る本 大 会 の 名 にお いて,日 満 両 国 に よ る東亜 新秩 序 建 設 に あ らゆ る協 力 を誓 う,と

い う文 面 で あ る。

以 上 の大 会 プ ロ グ ラム を 見 る と,ユ ダ ヤ 人側 の宗 教 ・民族 文 化 の 自主 性9項 目を 除 け ば,大

会 は第1回 に も ま して 関 東 軍 特 務 機 関 の筋 書 き通 りに予 定 され て い た こ とが 判 明 す る。 新 鮮 な

点 は,ユ ダ ヤ教 の研 究 者 小 辻 節 三 博 士6)が 出 席 して ヘ ブ ライ語 の挨 拶 で 参 会 者 を驚 うか せ た こ

と,ま た大 会 に 関 す る記 事 が ワ シ ン トンの 『イ ヴニ ング ・ポ ス ト』 とニ ュ ー ヨ ー クの 『ヘ ラ ル

ド ・ トリ ビ ュー ン』 に載 り,大 会 は,「 満 州 を世界 のユ ダ ヤ民 族 の避 難 地 と して 開 放 し た こ と

に謝 意 を表 明 した」 と伝 え た こ とで あ る7)。

この 大 会 の前 後 に ユ ダ ヤ 避 難 民 は海 路 と 陸路 で 極 東,と くに上 海 に 向 って お り,そ れ は安 江,

犬 塚 両 大 佐 の よ うな ユ ダ ヤ 人"利 用"派 に と っ て は 有 利 な 状 況 と思 わ れ た 。 彼 等 の 工 作 は

1939年4月 に な って 表 面 化 す る が,そ の前 に 日本 外 交 当 局 を 悩 ま せ た の は 上 海 工 部 局 お よ び
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在 上 海 各 国 領事 団 の ユ ダ ヤ人 対 策 の件 で あ る。

ユ ダ ヤ避 難 民 の 上 海 へ の渡 来 に対 す る上 海工 部 局(S.M.C.)側 の 対 応 に関 す る在 上 海 総 領 事

代 理 後 藤 か らの 第一 報(1938.12.26)8)は 次 の よ うに言 う:こ の 件 に 関 しS.M.C.議 長 フ ラ ンク

リン(CornellS.Franklin,ChairmanoftheShanghaiMunicipalCouncil)か ら12月23

日付 申 入 れ が あ り,上 海 共 同 租 界 へ の こ れ 以 上 の避 難 民 の 受 入 れ は 不 可 能 な の で,領 事 団

(ConsularBody)と して この 見 解 を支 持 し,そ の情 報 を拡 め る よ う期 待 す る との こ と で あ っ

た 。 自分 と して は これ は 日本 の方 針 に合 致 す るの で 同 意 を 表 明 した 。 こ れ に対 す る外 相 有 田の

回 訓(1938.12.30,前 出)8)はS.M.C.提 案 に ま と もに応 じな い よ う警 告 し,避 難 民 阻止 の 責 任

を 工 部 局 に負 わ せ る よ う指 示 して い る。

次 に避 難 民 問 題 を扱 ったS.M.C.お よ び領 事 団 の や りと りを示 す 文 書(英 文)は1939年1月

の もの で あ る。 新 任 の 総 領 事 三 浦 義 秋 か ら外 相 有 田 あ て 報 告(1939.1.19)9)に は20日 に予

定 さ れ た領 事 団会 議 の議 題 とな るは ず のS.M.C.議 長C.S.フ ラ ンク リ ンか ら先 任 イ タ リア 総 領

事 ネ イ ロ ーネ(L.Neyrone)へ の 回 状(1939.1.16)他3通 の写 しが 同封 され て い る。 フ ラ ン

ク リ ンは す で に1938年12月23日 付 で 同 じ趣 旨の 手 紙 を 先 任 領 事 あて に送 ってお り,ヨ ー ロ ッ

パ か らの 避 難 民 の上 海 流 入 の件 に 注意 を 喚起 した こ と,ま た避 難 民 救 援 委 員 会 の ス ピー ル マ ン

(M.Speelman)か らS.M.C.事 務 長 フ ィ リプ ス(G.G,Phillips,SecretaryoftheShanghai

MunicipalCounci1)あ て の 手 紙(1939.1.13)の こ と,上 海 に お け る 事 態 は そ の 後 も悪 化 し

て お り,伝 聞 に よ る と 「イ タ リア と ドイ ツの 客 船 は3月 末 まで ユ ダ ヤ避 難 民 で満 員 」 との こ と

で あ る と し,「 上 海 領 事 団 が こ れ以 上 の避 難 民 流 入 を 阻止 す るた め あ らゆ る措 置 を と る 」 よ う

要 請 して い る。 ス ピー ル マ ンか ら フ ィ リプス あて の 手 紙 は次 の よ うに言 う。 救 援 委 員 会 は ドイ

ツか ら上 海 へ の避 難 民 に対 して 「ロ ン ドンか ら何 の 財 政 的 支 援 もな い で あ ろ う」 との し らせ を

受 け た。 「この 件 はニ ュ ー ヨ ー ク お よ びパ リと の連 絡 の上 と思 わ れ る」 「私 と して は ロ ン ドン,

ニ ュ ー ヨー ク か らの財 政 的 支援 が な い と判 明 す れ ば,上 海 へ の避 難 民 の流 入 は 阻止 で き る もの

と ロ ン ドンは 考 え て い る よ う に思 わ れ る。」 上 海 に お け る避 難 民 収 容 所 は ワ ー ド街(Ward

Road,葦 穂 路)に 建 設 中 で,1,200名 を収 容 し,最 低 限 の 食 事 を 提 供 で き る で あ ろ う。 「ロ ン

ドンか ら派 遣 され た ベ イ カ ー博 士(Dr.E.Baker),ス モ ー ル 氏(Mr.A.E.Small)が 協 力 し

て い る が,我 々 〔救 援 委 〕 と して は収 容 所 建 設 の 外 に避 難 民 を世 話 す る 資金 が な い。」

1月20日 あ 領事 団 会 議 につ いて 外 相 有 田 は 三 浦 あて 指 示(1939.1.20)lo)に お い て 日本 と し

て は 積極 的 に領事 団 を 支 持 す る こ とは控 え,工 部 局(S.M.C.)案 を しか るべ く支 持 す る よ う述

べ て い る が,こ れ は外 務 省 の 見 込 み ちが いで あ っ た と思 わ れ る。 何 故 な ら三 浦 は 外 相 あ て 報告

(1939.1.23)u)で 意 外 な 事 の成 行 き を伝 え て い るか らで あ る。 そ れ に よ る と,1月19日 在 上 海

ドイ ツ総 領 事 代理 ブ ラ ック ロ ー(Dr.E.Blacklo)と 話 し合 った と ころ,彼 と して は ドイ ツ市

民 で正 当 な旅 券 を 持 つ ユ ダ ヤ人 に対 し 「差 別 待 遇 す る こ とは で き な い 〔!〕」 と考 え て お り,
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イタリア総領事 も同意見であることがわかったとのことである。 ドイツ本国で恣意的にユダヤ

市民を迫害 ・追放しておきなが ら,上 海では 「差別待遇」に反発するとは驚 くに足る厚顔無恥
9
であるが,本 国からの追放を是認するなら,外 地での受入れを認めるのは合目的的と言えよう

か。そのような意見が出たためか1月20日 の領事 団会議は27日 に延期 され,翌28日,三 浦

か ら外相あてに次のように報告10)がある:席 上イギ リス総領事から避難民の大量流入は上海

にとって重大問題であると発言があったのに対 し,ド イツ,イ タリア総領事からは上海への渡

来を阻止することは困難であるとの反論があった。合衆国総領事からは上海の避難民施設は飽

和状態であり,今 後渡来する者の生活は保障できない。この旨を各本国政府に伝達 し,世 界中

に宣伝すべきである,と の発言があり,こ れに決定 したが,「本官は発言を控えた。」

イギリス,合 衆国の上海総領事が避難民の上海渡来を阻止する方針を示 したことは,ド イツ

によるユダヤ市民国外追放措置に対する抗議の意 向をこめたものであろう")。

他方,上 海の英文週刊誌 「週刊中国評論(TheChinaWeeklyReview)』(1939.2.4)12)は

別の見方を示 している。「ユダヤ避難民は当地で歓迎され,援 助 されるべきである」 という見

出 しでこの記事は次めように述べる。ω上海で唯一のアメリカ夕刊紙 『上海イヴニング ・ポス

ト&マ ーキュリー』は今週月曜 〔1月30日 〕の記事でファシス トの恐るべき迫害 を逃 れよう

とす るユダヤ人移民を上海から閉め出そうと書いている。同紙はまたイタリア船コンテ ・ビァ

ンカマノ一号で近く1,000人 の避難民が来航すると伝えている。同紙 としてはナチ ・ドイツの

憎悪のギセイ著たちが世界のどこにも脱出できないこと位恐ろしいことはないと思ってもみな ・

いのだ。(ロ)上海でユダヤ人移住者の救援 と世話をしているのは上海市当局ではな く,大 部分が

世界中のユダヤ人団体と個人である。それなのに何故ユダヤ移民の流入の危険を ヒステリック

に騒 ぎ立てるのか?㈲ 日本軍による残虐行為のため上海に流入せざるをえな くされた数百万

人 もの不幸な中国人に対 しては共同租界当局は簡易宿舎すら準備していない。⇔中国近代史上,

大平天国の乱,拳 匪の乱,1911年 の革命,1917年 のロシア革命のたびに中国人や白人避難民

が上海に流入 し,上 海の繁栄に貢献 した。 とくにフランス租界のジョッフル大通 りは一流の商

店街 となった。㈱現在オース トリア,ド イツから上海に向っているユダヤ移民は教育 ある中流

階級の人びとであって,彼 等が正当かつ賢明に受入れられるなら日本の侵略によって退廃させ

られている上海の状況を是正する上で大きな価値をもたらすであろう。 日本人には耳の痛

い指摘である。

次 に上 海 に渡 来 した ユ ダ ヤ移 民 の数 の推 計 お よ び 彼等 の生 活 に つ い て。 これ らの 問 題 につ い

て は在 上 海 日本 総 領事 館 警 察 部,上 海 工 部 局 警 察,上 海 の新 聞報 道 な どが報 じて い るが,互 い

に ま ち ま ちで どれ が真 相 に近 い か判 断 で き な い。 こ こで は工部 局警 察 に よ る報 告 「中部 ヨーロ ッ

パ ・ユ ダ ヤ 人 の上 海 来 航 」(1939 .3.15)13)に 従 って そ の要 点 を 示 そ う。1938年 後 半 か ら,ヨ ー

ロ ッパ か らの 客 船 が 上 海 に入 港 す るた び に避 難民 が 上 陸 し,「 そ の数 は 合 計4 ,000人 を 超 え て
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い る… … しか も利 用 で き る ドイ ツ,イ タ リア の客 船 は1939年6月 末 ま で予 約 ず み で あ り,そ

れ まで に上 海 へ の 避 難 民 の 数 は約8,000人 に及 ぶ で あ ろ う。」(因 み に 日本 郵 便 船 客 課 か ら外 務

省 ア メ リカ局 へ の 報 告 も数 次 に亙 って い る が,1939年5月19日 の報 告 皇4)によ る と,1938年9

月 か ら1939年4月 ま で 日本 郵 船 に よ る ユ ダ ヤ人 輸 送 は上 海 へ678名,オ ー ス トラ リアへ70名,

日本 へ17名,計765名 で あ る。)

上 海 の ユ ダ ヤ人 救 援 組 織 と して はReliefSocietyforGermanandAustrianJews,South

TiendongRoadl,責 任 者 は マル ク ス博 士 とInternationalCommittee,KiukiangRoad190,

責 任 者 コ モル 氏(Mr.Komor)の 二 つ が あ る。 両 者 と も能 率 的 に 活 動 して い る が,人 手 と経

験 不 足 しか も避 難 民 が 連 日200人 ほ ど事 務 所 を訪 れ るの に 対応 しきれ な い。

避 難 民 の多 数 は救 援 組 織 に よ る食 事 と合 宿 所 が 必 要 で あ る。 教 育 あ る 自由業 に従 事 して いた

者 も多 い が上 海 で は適 当 な職 は 見 当 らな い。 か つ て ヨ ー ロ ッパ 犯 罪 研 究 の権 威 者 と認 め られ て

い た ウ ィー ン警 察 長 官 ラ ッ クス博 士(DrGabrielLax)も 合 宿 所 で 生 活 して い る。

も し上 海 が 避難 民 に 開放 され た ま ま とす る と,中 欧 か ら の ユ ダ ヤ人 の 来 航 は12,000人 を超

え,そ うな れ ば新 ・旧 移 民 の間 で の対 立 や 在 上 海 ロ シア人(2万 人 以 上)と の 衝 突 も心 配 され

る。 〔注 記:1938年 以 前 か らの上 海在 住 ユ ダ ヤ 人 は 約5,000人 で あ る。〕

宿 泊施 設 と就 業 の現 状 は,(1)エ ムバ ー ク メ ン ト ・ハ ウ ス(河 浜 大 機)に183人,(2)ワ ー ド

(葦 穂)路138の キ ャ ンプ に513人,(3)ウ ェイ サ イ ド(匪 山)路150の キ ャ ン プ に261人,合

計957人,彼 等 は ベ ッ ドと食 事 を受 け るが 生 活 費 は支 給 さ れ な い,(4)救 援 組 織 か ら支 援 を受 け

て い る者 は1,211人,独 身 の男 女 は月30ド ル,夫 婦 は55ド ル,夫 婦 と子 供 の 場 合 子 供1人 に
〆

つ き10～15ド ル増 し,(5)就 業 資 金 と して 救 援 組 織 か らの ロ ー ンが あ り,そ れ に よ っ て 営 業 し

て い る男 女 は271人,(6)略,(7)妻 子 を含 む691人 は何 も救 援 を 受 け て い な い,彼 等 は 出 国 の さ

いパ リの 合 衆 国ユ ダ ヤ協 会 か ら50～175ド ル の小 切 手 を受 取 った だ けで あ る。 もっ と恵 ま れ た

立 場 のユ ダ ヤ人 は毎 月 の生 活 費 と して約60ド ル を 支 出 して い る。

以 上 に あ げ た避 難 民 は合 計3,394人 で ど ち らか の救 援 委 員 会 に登 録 され て お り,約650人 は

未 登 録 で,お そ ら く 自力 で 生活 して い る。(以 上)

次 に1939年11月1日 に お け る 「ドイ ツ移 民委 員 会」(議 長 はM.ス ピ ー ル マ ン)の 実 施 し

た避 難 民 の就 業 統 計15)を 見 よ う。 す る と当 然 な が ら同年4月 の 調 査(前 出)に 比 べ 人 数 も合

宿 所 も増 加 して い る。 その 前 文 に よ る と,中 欧 か ら上 海 に来 航 し た ユ ダ ヤ人 は合 計17,000人

に達 し,そ の就 職 問題 は避 難 民 だ けで な く,日 本 軍 の 警 備 に と っ て も重 大 問 題 で あ る。 委 員 会

の調 査 に よ る と,蘇 州 河(SuzhouCreek)以 北 の 共 同 租 界(海 軍 警 備 地 区)に909戸,同 河

以 南(陸 軍 警 備地 区)に229戸,フ ラ ン ス租 界 に78戸,合 計1,216戸 で,日 本 軍 警 備 地 区 に

75%が 集 中 して い る。 家 族 や 従 業 員 を加 え る と週難 民 の三 分 の二 は就 業 して い る。 就 業 統 計 の

一 覧 表 は6ペ ー ジ に及 ん で い る ので
,そ の要 約 だ け を示 す と表1の よ うに な る。
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表1就 業統計 の一 覧表

単位:戸

医 業 薬局他 事務所 商 店 製造業 その他 計

蘇 州 河 以 北 67 21 61 434 287 39 909

同 以 南 91 5 14 74 43 3 230

フ ラ ン ス 租 界 9 2 4 38 21 4 78

計 167 28 79 546 351 46 1,217

この就 業 統 計 の後,上 海 在 住 ユ ダ ヤ人 の 実 態 を 示 す 資 料 と して:重要 な もの は ,『 ゲ ル ベ ・ポ

ス ト(GelbePost)』 【6)が上 海 ユ ダ ヤ 避 難 民 中 央 合 宿 所 の 一 周 年 に さ い し て 作 成 し た 記 事

(1940.3)お よ び 『救 援 委 員 会 医療 部報 告』(1940.4,英 文 小 冊 子)17)の ふ た つ で あ る。

『ゲ ル ベ ・ポ ス ト』 に よ る と,ヨ ー ロ ッパ か ら の ユ ダ ヤ避 難 民 が上 海 に大 量 来 航 した の は

1938年 末 か らで,こ れ に備 え て避 難 民 委 員 会 の ス ピール マ ン は大 規 模 な 合 宿 施 設 の 建 設 に 着

手 した。 そ れ らは次 の とお り。(1)の ち に 他 の 合 宿 所 の モ デ ル と な る 中 央 合 宿 所 と してWard

Road(葦 穂 路)138号 に あ った 旧 公 立 学 校 の こわ れ た建 物 を 借 入 れ,1939年1月 開 設,初 め

1,000人 を収 容,の ち 炊事 場,浴 室 を改 善 し,炊 事 主 任 ヨー ゼ フ と炊 事 係102人 に よ り栄 養 を

主 とす る 食事 を工 夫 した 。(2)WaysideRd.(睡 山 路)の 合 宿 所,1939年3月 か ら300人 収

容,(3)ChaoufoongRd.(兆 豊 路)合 宿 所,39年5月 か ら300人 収 容 。 こ の 後Eハ イ ム が ス

ピー ル マ ンの 仕事 を 引継 ぐ,(4)ChinchaoRd .(荊 州 路)合 宿 所1,200人 収 容,(5)AlcockRd.

(愛 而 考 克 路)合 宿所700人 収 容,(6)サ ッス ー ン卿 が提 供 したPingliangRd.(平4P.路)の 工

場 内 に1,500人 収 容 の合 宿 所,(7)MuseumRd.(博 物 院 路)シ ナ ゴ ー グ 合 宿 所,(8)Whashing

Rd.(華 盛 路)合 宿所(青 年 用)が 設 け られ た。 これ ら合 宿所 の 実 務 担 当 者 は435人 に 及 ん で

い る。

次 に 『ゲ ル ベ ・ポ ス ト』 の記 事 は 合 宿 所 にお け る1939年 の 月 別 給 食 量 を 表2の よ う に示 し

て い る。

さ らに記 事 は治 療 活 動,宗 教,教 育 活 動 の ため の各 合 宿 所 の施 設 と人 材 に 言 及 して い る。 こ

れ ら は1939年4月 の 報 告(前'出)に 比 べ て 大 幅 な充 実 ぶ りで あ る。

これ に次 いz『 医療 部 報 告 』 は1939年4月 か ら40年4月 ま で の 報 告 で あ る。F .ラ イ ス 博

表21939年 の月別給食量

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

朝 食 8,152 34,108 49,547 78,233 79,234 119,792 153,481 158,281 172,049 154,451 154,926

昼 ・夕 食 21,449 88,90e 111,164 202,925 256,735 361,102 292,164 413,054 436,083 429,447 428,69E

注:数 字 は給 食 の 回 数,朝 食 は 平 均 一 日当 り約5,000食,昼 ・夕 食 は 同 じ く約7,000食,食 品 はパ ン,人 造 バ タ ー,砂

糖,ジ ャ ガ イ モ,米,肉,コ コ ア,漬 物,ミ ル ク,卵,野 菜。
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士(Dr.F.ReiB)の 序文 に よ る と,1年 前 に17,000人 の 中 欧 か らの 避 難 民 に 向 け た 医 療 体 制

の 組 織 に は多 大 な障 害 が あ った。 も し上 海 市 当 局(ShanghaiMunicipalCouncil)と りわ け

公 衆 衛 生 局 の ヨル ダ ン博 士(Dr.J.H.Jordan)か らの支 援 が な け れ ば 実 現 困 難 で あ っ た 。 そ

れ に加 え て 各 合 宿 所 の救 護 班 の 人 々の献 身 と,一 般 か らの 支 援 や 慈 善 に も同 じ く感 謝 した い。

次 に1940年4月 現 在 の 医 療 中央 部(MedicalBoard)の メ ンバ ー は ラ イ ス 博 士 ほ か4名,

病 院 と各 合 宿 所 の救 護 班 の ス タ ッフに は,病 院 に医 師4名,看 護 婦13名,隔 離 病 棟 に 医 師5

名,看 護 婦15名,合 宿 所 の 外 来 部 の 場 合,WardRd.合 宿 所 に 医 師4名,看 護 婦6名,

ChaoufoongRd.合 宿 所 に医 師4名,看 護 婦5名,KinchaoRd.合 宿 所 に医 師,看 護婦 各4名,

PingliangRd.合 宿 所 に医 師,看 護 婦 各4名,AlcockRd.合 宿 所 に医 師 補 ら3名,看 護 婦3

名,KinchauRd.の 付 属 病 棟 に医 師,看 護 婦 各1名,WardRd.の 産 院 に 医 師,看 護 婦各1名,

WardRd.のX線 部 に医 師,看 護 婦 各1名,同 じ く歯 科 部 に 医 師,技 士 各1名,合 計 医 師,医

師補,技 士37名,看 護 婦53名 で あ る。

1938年 秋 か ら上 海 に来 航 した 移 民=医 師 の 外 にそ れ 以 前 か ら上 海 に居 住 して い た 医 師 も加

わ って,科 別 で は 内科5名,外 科4名,皮 膚 科3名,耳 鼻 科3名,神 経 精 神 科2名,婦 人 科3

名,眼 科2名,歯 科5名 が 加 わ っ た。

病 院 ・合 宿 所 にお け る 医療 は す べ て無 料 で あ って,医 師,看 護 婦 の 生 活 は救 援 委 員 会 が 負担

した。 さ い ご に報 告 書 は 隔離 病 棟 と中央 病 院 お よび 外来 患者 の 月 別 診 療 ・治 療 人 数 を病 種 別 に

あ げて い る。 表3に 前 二 者 の診 療 日(hospitaldays)統 計 だ けを 示 す 。

表3診 療 日 統 計

1939

3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ll月 12月

1940

1月
2月 3月 計

中央病院 597 931 1,132 1,548 1,746 1,668 1,755 1,719 1,518 1,735 1,754 1,657 1,716 19,476

隔離病棟 35 1,182 1,740 1,546 1,72i 2,008 2,105 2,006 12,349

以上,合 宿所および医療体制の組織 と実務を担当した人びとは苦境のなかで避難民と外来の

一般患者のために尽力 したことは賞讃に値する。

第4章1939年 夏 にお ける"ユ ダヤ人 利用"派 の計画

第 二 回極 東 ユ ダ ヤ 人大 会 の の ちそ の 成 果 を拡 充 しよ う と努 め た 犬 塚 大 佐 ら は,早 く も1939

年1月,「 ユ ダ ヤ人 特 別 地 区設 立 及 び対 合 衆 国工 作 に 関 す る件 」1)につ い て避 難 民救 援委 員 会 の

ハ イ ム ら との会 談 を試 み て い る。 と こ ろが その 試 み はな か なか実 現 に至 らな い。何 が障害 で あ っ

た の か事 情 は不 明 で あ るが,一 つ には 上 海 の有 力 者 サ ッス ー ン卿(SirVictorSossoon)が,

中 南 米 視 察 旅 行 の帰 路 ニ ュ ー ヨー ク の記 者 会 見2)で 次 の よ うに述 べ た こ とで あ る。(1)日 本 の 中
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国に対する軍事行動 と中国側の焦土作戦の結果,中 国では来年大飢餓となろう。② 日華事変の

後,日 本の対華経済開発は合衆国,イ ギリス,フ ランスの財政支援なしには不可能である。(3)

イギ リス,合 衆国の対中国投資は安全であろう。(4田 本の主な軍需物資の70パ ーセ ントを供

給 しているイギ リス,合 衆国,フ ランスが対日禁輸を実施すれば,日 本は中国から撤退せざる

を得ない。⑤ 日華事変の経費が過大であるので,中 国よ りも日本の赤化の可能性がある。

サッスー ン卿は上海工部局の重要な後楯であり,上 海の避難民救援のために私財を提供 して

いる。その人物がこのようなまともな見解を公表 したとなると犬塚大佐にとっては一大事であ

る。ようや く1939年3月 になって極秘文書 「上海 におけるユダヤ関係調査方針案」3)では次 の

ように述べている。(1体 案は上海ユダヤ人勢力を親英から日本依存に転回させるための調査 ・

研究,② 欧州か らの避難ユダヤ人の居住区設定,(3)ユ ダヤ資本誘致の具体策,(4)在 華ユダヤ人

を利用 して合衆国世論と合衆国の極東政策を親日的 もしくは中立的にする具体策の調査,研 究

である。 これ らの方針はすでに第一回極東ユダヤ人大会の時から犬塚,安 江両大佐が抱いてい

た夢であった。

同じ3月20日 に開かれた 「回教及ユダヤ問題委員会」では外相 有田か ら在上海三浦への通

告(1939.4.17)4)で 言及されているように,上 記 「調査方針案」が承認 され,次 のような指示

となる:外 務,陸 海軍で連絡の上,ユ ダヤ開顕専門家を上海に派遣 し,1か 月の予定で 「調査

方針案」の4項 目に関 し共同調査を行なわせることとし,陸 軍は安江大佐を4月 下旬か ら1か

月,海 軍は犬塚大佐を支那方面艦隊司令部付 として3か 月,上 海に出張させることになった。

このさい上海総領事館としてもユダヤ問題主任官を定め調査に当らせて頂 きたい(こ の主任官

には石黒領事が指名 された)。

犬塚,安 江両大佐 と石黒領事 による調査委員会(以 下三者委と略す)は まず 「上海ユダヤ避

難民当面に関する臨時処置案」(1939.5.26)5)を まとめたが,そ れには上海への避難民流入を

阻止する 「臨時処置案」 と,日 本軍占領地域に 「ユダヤ人地区」を設立 し,合 衆国の世論 とユ

ダヤ実業界に働きかける 「永久対策」とが混在 している。前者に関 しては,(1)救 援委員会の庇

護を受けている 「無為徒食」の者約3,000人(さ らに増えつつある)の うち一部は日本軍警備

地区に流入 しつつあるので,彼 等を 「臨時収容所」に入れ,登 録 し,居 住証明書を持たせる。

以上の措置を救援委員会により実施させる。② ドイツに対 しユダヤ避難民を極東に送 り出さな

いよう交渉する 〔!〕。そのさい ω上海の第三国を通 じてこれに当た らせるか,あ るいは(ロ)

日独間で 「極秘裡に懇談的に実施する」,(3)欧州か らの避難民を日本の勢力圏に受入れる場合,

無制限に放置はできないので,満 州,支 那への受入れ可能人数を限定 し,そ れを独伊両国およ

び避難民委員会に通告する。

これに対 し㈲ 「永久対策」 としては 「ユダヤ地区」の設置をあげ,そ れを 「全世界ユダヤ人

の協力」 によって建設するとし,ま た 「ユダヤ地区」は 「表面上ユダヤ人自治制度」とし,日
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本官憲は 「隠に之を監督指導」するものとしている。

同文書に添付 されている三者委とサッスーン卿およびハイム(サ ッスーンの顧問で救援委員

会理事長)と の会談(5月15日)の 要旨は,(1)救 援委員会として も乏 しい基金で 日々の業務

に追われており,今 後の見通 しが立たない。先に上海領事団を通 じて ドイツによるユダヤ人放

出をやめるよう要請 したが,効 果がなかった。 日本からドイツに交渉すれば有効であろう。②

救援の現状一避難民のうち9,000人 は援助が必要であったが,そ の後就職 した者も多 く,残 り

の3,000人 は救援委員会が食,住 を世話 している。上海の各国官民からの援助(家 屋,水 道,

電気の無料使用,砂 糖などの食料品の提供)に より辛 うじて食事を提供 している。(3)上海への

避難民流入制限措置をとった場合,上 海のユダヤ人 に与える印象一この事について救援委員会

が非難されることはない。(4吟 後流入するユダヤ人の数と彼等が上海から他へ転出する可能性一

現在2,3隻 の船が避難民を満載 して上海に向っている。上海来航の後彼等がオース トラリア,

アメリカに再来航す る者の数はヴィザの関係から少数であろう。⑤満独交渉によ りユダヤ人財

産を ドイツから持ち出させる案一満州国が ドイツと交渉 し,ド イツ政府がユダヤ人から没収し

た基金の一部を商品の形で満州に輸出させ,満 州国政府がその代金を避難民に提供することは

可能であろう。⑥ 日本側が収容所を斡旋することの希望一倉庫,学 校など雨を凌 ぐ屋根さえあ

ればよいのでその斡旋を期待する。但 し修理費の余裕はない。(7>その他(一r旧本側が希望するな

ら収容所を視察 されたい。(ロ)略,㈲ 日本がユダヤ人に 「同情を示す唯一の国であることは自分

〔サ ッスFン 〕も承知 し大いに感謝 し」ている。

以上その要旨を紹介 した 「臨時処置案」の主要な関心はユダヤ避難民のこれ以上の上海への

渡航をなんとか制限 し,す でに上海に居住するユダヤ人への登録と居住証明書を救援委員会の

責任において実施させ,上 海と北支における治安維持を実現することである。

(4)の 「永久対策」一 こちらこそ犬塚大佐の主眼であるが一の方は渡航阻止案の陰にか くれて

辛 うじてつけ加え られているにすぎない。避難民の上海来航阻止策として,と くに空想的で,

卑屈でもあるのは上記の(2)一(ロ)である。

次に三者委による調査の頂点 と言えるものが 「上海におけるユダヤ関係調査合 同報告」(以

下 「合同報告」と略す,1939.7.7,48ペ ージ)6)である。この 「合同報告」は緒言,第1～4章,

結論に及ぶもの ものしい構成からなり,安 江,犬 塚両大佐による 「根本問題」解決の指針を述

べたものである。緒言では三者委による調査と 「合同報告」に到る経過が述べられている。ま

ず1939年5月9日,三 者は上海に集合 し,上 海ユダヤ人社会の主要人物への 「接近工作」に

成功 し,「ユダヤ避難民処置案」を作成したこと,6月3日(上 海に長期碇泊中の)出 雲艦上

において陸,海,外 務,興 亜院の関係係官とこの案を審議 したこと,さ らに安江大佐は南京で,

海軍側は上海武官室でこの案について意見をまとめ,6月17日 には上海総領事館 で関係係官

が海軍の意見につき討議 し,陸 軍は7月1日 方面軍司令部案が提出されたこと,こ れ らを総合
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して 「処置案」の現地案をまとめ,犬 塚大佐は7月6日 現地案を持 って上京 し,そ こで海軍側

修正案を受け取 ったとされている。つまり 「処置案」です ら成案に至るのは難行 したことがわ

かる。

次は緒言の第2節 で 「ユダヤ問題の国際的動向」を述べた部分である。 ここでは国民党政府

による 「ユダヤ避難民利用策」およびイギ リス政府の 「パ レスチナ白書」(1939.5.17)が イギ

リス,パ レスチナのユダヤ人の非難を浴びたことを述べて,そ れが 「我極東ユダヤ人対策の為

の絶好の機会」を供 していると断言 している。

第1章 欧州避難ユダヤ人の居住区設定に関する…調査 この章では上海 のユダヤ人は

「日英間に挟 まれて大いに動揺」 しており,サ ッスーンも日本側の招待に応 じて会食す るな ど

従来に比べて変化を示 していること,ま た避難民中の 「特殊技術者は之を採用 し広 く支那の復

興建設」 に利用すべきとして先の 「臨時処置案」で提案 している諸方策を くり返 している。次

にユダヤ人に関する 「永久対策」についても 「臨時処置案」の』「ユダヤ地区」設立への 「全世

界のユダヤ人の協力」方針をくり返 し,「ユダヤ地区」には表面上自治制度を認めるとしてい

るのも同様である。新 しい論点としてはこの項の説明のなかで,「 目下ユダヤ避難民を見るに,

例えば ドイツ飛行機製作所に活動せる優秀技術者,或 は世界的学者は英米諸国に選定奪取され

〔!〕」極東 には質の悪いユダヤ人 しか来航 しない。今後は 「ユダヤ地区」に良質なユダヤ人を

「選定獲得す」べしと言 う。 まるで夢物語 りである。

第2章 上海英国系ユダヤ財閥主脳部を英国依存より日本依存に転向せ しめる為に執るべき

具体策 この章では合衆国蔵相モーゲ ンソー(H.Morgenthau)の 招待でスピールマンが7

月訪米 したことを 「米国ユダヤ首脳が上海ユダヤを英国より引離 し,米 国ユダヤの管理下に置

かんとす る意向」のあらわれと見倣 し,ほ かにも合衆国政界にはユダヤ人有力者が多いとして,

あたか もユダヤ人団体を通 じて合衆国の極東政策が左右されるかのように考えていることが注

意を惹 く7)。

第3章 ユダヤ系資本誘致に関する調査 ここではサッスーン卿,ア ブラハム,ハ イム,

スピールマンら有力者を個別的工作の対象にあげ,と くにサッスーンが一挙に日本依存に転ず

るのは無理にしても,蒋 介石支援をやめ日本 との関係で 「中立的位置を保持せ しめる可能性充

分な り」 と見ている。 さらに上海ユダヤ人有力者を通 じて 「ニューヨーク ・ユダヤ財閥を密に

勧誘 し,個 人的に日本の借款に応ぜ しむる可能性あり」とし,そ の代償 として 「彼等 〔上海ユ

ダヤ人〕に一定の利権を与え,或 はユダヤ地区を与 うるは有効なり」 と考えている。犬塚大佐

が別の機会に強調 したように,上 海で 「登録」されたユダヤ人住民は日本の 「人質」なのであ

る。

第4章 在支ユダヤ勢力を利用 し米国世論,対 極東政策,反 米国大統領周囲を親日的 もしく

は中立的ならしある具体策に関する調査 ・結論 ここでは安江,犬 塚両大佐の年末の野望=
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ユ ダ ヤ人 問 題 の根 本 問題 とい う大 風 呂 敷 が 展 開 され て い る。 そ れ に よ る と,合 衆 国 の 「資 本 的

勢 力 の八 割 は ユ ダ ヤ 人 の 占む る所 」 で あ り,「 言 論 機 関 の八 割 も ま たユ ダ ヤ人 の 掌 握 す る 所 」

ノ

であるので,'「在支ユダヤ人をして米国世論並びに米国政界に大なる勢力を有する有力ユダヤ

人」を極東に招き,帰 国後その見聞を拡めさせ,極 東への投資を促すことである。

最後に 「合同報告」は以上 に述べた方針の 「実施機関」は 「中央直系の独立機関」であるべ

きで,現 地の軍,官 に任せるのでは 「大局的見地」を欠き,工 作の実施が困難になると言 う。

しかも 「中央直系の独立機関」の構成員はそれに適 した人材であるべしとし,間 接的に自分達

こそそれにふさわ しいと売 り込んでいる。

以上 「上海ユダヤ避難民当面に関する臨時処置案」および 「合同報告」の内容を検討 した。

全体 として 「臨時処置案」の方では上海へのユダヤ移住民を制限する方 に重点があ り,こ れは

現地の陸海軍司令部の見解を代表 しており,「ユダヤ地区」設立を契機 として合衆国ユダヤ実

業界との連繋を期待する犬塚,安 江両大佐の案とはしっくりなじまない性質のものである。 し

かし 「臨時処置案」と 「合同報告」とにはその双方の方針を混在 させた妥協の産物であった。

その 「臨時処置案」のユダヤ移民制限方針については 「回教及ユダヤ問題委員会」幹事会

(1939.7,18)8)で 討議 され,「上海ユダヤ避難民応急対策案」 として8月10日,実 施 され るが

不成功 に終わった。また 「合同報告」の 「ユダヤ地区」案は海軍側,興 亜院側か ら事実上の反

対論が強 く,「中央直系の独立機関」 も否認 された9)。

「応急対策案」は 「日本軍 占領地域内に避難民の殺到するを阻止する」ために次 の要領を掲

げている:(1)現 に上海に居住するユダヤ人の名簿を避難民委員会に作成させる(そ の形式は別

紙)。②すでに合法的に居住,営 業 している者は現状通 りとする。(3)今後新たに日本軍警備地

域 に来入することは原則として認めず,そ の旨を在上海独 ・伊官憲および避難民委員会に通告

する。(4)現に上海向け航行中の者を除き,将 来避難民の日本警備地域への来入を禁止する。ま

た日本船舶による避難民の運送を中止させる。⑤以上の措置と併行 して独 ・伊政府に対 しユダ

ヤ避難民を上海その他 日本軍占領地帯に 「出来得 る限 り送付せざるよう極秘裡且懇談的に勧告

する。」

この案は陸,海,外 務打合をへて7月31日 成案 となり,8月10日 関係方面に通告されたが,

その目的は達成されなかった。その理由の第一は独伊当局の否定的対応である。外相有田から

在ベル リン大使大島への訓令(1939.8.9)は 上記 「応急対策」の(5)を 伝え,こ れに対 し大島

の回答(1939.8.19)lo)は 次のように述べている。 日本大使館の宇佐美参事官に ドイツ外務省の

ヴェーアマン次官補を訪問させ,趣 旨を説明させたところ,次 官補は上海だけか中国全体かと

質問し,宇 佐美は日本占領地全般と答えたこと,14日 のべル リン・ラジオが中国におけるユ

ダヤ避難民の入国を禁止 した日本政府の決定は 「結構な事」と報 じた。 この回答は肝腎な点,

つまりドイツがユダヤ人を上海に向けて送 り出さないよう措置 してほしいという日本の要請に
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何 も言 及 が な く,ド イ ツ側 に格 別 な 印 象 を 与 え て い な か った こ とを 示 して い る。

上 海 で は ど うか?三 浦 総 領 事 か ら外 相 あて報 告(1939.8.10)lo)に は独 ・伊 総 領 事 あ て の 手

紙(英 文)が 同 封 さ れ て い る。 そ こで は 「応 急 対 策 」 はmeasuresoftemporarynatureと 訳

され 在 上 海 ドイ ツ,イ タ リア総 領事 と本 国 政 府 の 理 解 を 求 め て い る。 これ に 対 し ま ずll日,

S.M.C.事 務 長 フ ィ リ ップ スが 三 浦 を来 訪 し,そ の後 の や り と りの末,8月17日 三 浦 総 領 事,

フ ラ ンス 総 領 事 ボ ウ デ ー ズ,S.M.C.事 務 長 フ ィ リ ップ ス の会 談 で 当 面 の 措 置 に つ い て 合 意 に

達 した が,在 上 海 ユ ダ ヤ 人 の 家 族 呼 寄 せ の件 また ユ ダ ヤ人 の定 義 の件 は未 定 の ま まで あ った ω。

と こ ろが8月9日 付 三 浦 か ら ドイ ツ,イ タ リア総 領 事 あ て メ モ ラ ンダ ム に 関 して 両 名 か ら上

海 領 事 団 あ て に 抗議 の手 紙(8.16)12)が 送 られ る こ とに な った。 イ タ リア 総 領 事 代理 ブ リギ デ ィ

(G.Brigidi)の 手 紙 の うち抗 議 の 部 分 は次 の 通 り:S.M.C.は 領 事 団 の十 分 な合 意 な し に こ の

件 の 決 定 を した の で,こ の 決 定 は無 効 で あ る。 も し正 規 の領 事 団会 議 が こ の件 を確 認 し,承 認

す る な ら本 職 と して そ の 決 定 に 従 う。

ドイ ツ総 領 事 代理 ブ ラ ク ロ ー(E.Bracklo)の 手 紙(8.19)の 抗 議 は も っ と き び しい も の で

あ っ た。 ユ ダ ヤ避難 民 の共 同 租 界 へ の今 後 の来 航 を禁 止 す る とい うS.M.C,の 手 紙(8.14)は

私 見 に よれ ば,SM.C,の 法 的権 能 と両 立 しない の で,私 と して は こ の件 の 決 定 を 承 認 で き な

い。 そ れ を承 認 す る に は次 の条 件 が必 要 で あ ろ う。 ω す で に上 海 に向 け 出航 して い る移 民 は上

海 来 入 を 認 め られ る こ と,(ロ に れ ら上 海 移 民 の家 族 の来 航 お よ び ㈲ 上 海 避 難 民 救 援 委 員 会 の

支 援 が な くと も上 海 で 自立 して生 活 可 能 な者,に 対 す る規 則 が作 成 され る こ と。

ドイ ツ,イ タ リア総 領 事 に よ る こ う した要 請 が 領 事 団 とS.M℃.で どの よ う に解 決 され た か

につ い て の 記 録 は 「ユ ダ ヤ人 問 題 」 の収 録 文 書 に は見 当 らな い。 しか し ドイ ツ総 領事 の要 請 が

承 認 され た で あ ろ う こ と を 間 接 的 に 示 す 公 文 書 は存 在 す る。 そ の ひ と つ は 在 ウ ィ ー ン総 領

事 山路 か ら外 相 野 村 あて 請 訓 電(1939.10.26)【3)で あ る。 山路 に よ る と,ユ ダ ヤ 避 難 民 の 北

支,中 支 へ の 移 住 は8月 中 旬 か ら禁 止 と承 知 して い た が,ウ ィー ンの船 会 社 に よ る と400ド ル

以 上 の 提 示 金 とSM.C.の 許 可 証 が あ れ ば 渡 航 可能 との こ とで あ るが,事 実 か?と あ る。 も う

ひ とつ は 在上 海 総 領事 三 浦 か ら第 三 艦 隊 参 謀 長 草 鹿 少 将 あ て(1939.10.31)14)お よ び外 相 野

村 あ て通 告(1939.11.2)'4)で あ る。 これ らの 中で 三 浦 は,上 海 在 住 ユ ダ ヤ人 の家 族 呼 寄 せ は 可

能 で あ る こ と,ま た 租 界 当 局 は400ド ル(子 供 は100ド ル)の 外 貨 を持 ち,工 部 局 に よ る入 来

許 可 証(EntryPermit)を 持 つ 者 に は上 海 渡航 を許 可 す る,と 伝 え て い る。

これ に前 後 して 開 か れ た 「回 教 及 ユ ダ ヤ問 題 委 員 会 」(1939.10.28)で は 帰 国 して い た安 江,

犬 塚 両 大 佐 が 「上 海 ユ ダ ヤ避 難 民 地 区 」 の 件 につ いて 長 広 舌 を 振 い,犬 塚 は 「応 急 対 策」 の 実

施 が 世 界 の世 論 を反 日に導 くこ とな く 「日本 に有 利 に進 行 」 した と言 い,そ の理 由 と して,(イ)

日本 軍 警 備 地 区 内 の ユ ダ ヤ人1万 人 は 日本 側 の 「人 質」 と な っ た こ と,(ロ)今 後 世 界 の ユ ダ ヤ 民

族 指導 者 と交 渉 す る さ い 〔上 海 の ユ ダヤ 人 は〕 そ の 「切 札 」 とな る こ と,㈲ 「日本 の正 当 な る
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態 度 」 を ユ ダ ヤ民 族 に理 解 させ う る こ と,を 挙 げ て い る。 両 大 佐 に と って は ドイ ツ軍 の ポ ー ラ

ン ド占領 に よ って危 機 に直 面 して い る ポー ラ ン ド ・ユ ダ ヤ人350万 人 の運 命 も彼 等 の言 う 「永

久 対 策 」 に と って有 利 な事 態 な の で あ った。

と ころ が上 述 の よ うに工 部 局(S.M.C.)は,在 欧 家 族 の 呼寄 せ,一 定 の 資金 を持 つ者 へ の 入

来 許 可 を発 行 して お り,日 本 側 の 「応 急 対 策 」 以 後 も,日 本 在 外 公館 よ りも多 数 の ユ ダ ヤ移 民

に ヴ ィザ を 支 給 させ て い た の で あ る。 そ の こ とは外 相 へ の 三 浦 総 領 事 の 報 告(1940.2.8)'5)に

反 映 して い る。 ま た 外 相 か ら在 外 公 館 あ て 通 告(1939.11.17)'6)で は 三 浦 総 領 事 の 前 記 通 告

(1939.10.31;ll.2)に 従 って,今 後 の避 難 民 の 上 海 来 航 に つ い て 上 海 の 日本 総 領 事 館 の 発 行

す る許 可証 を持 つ 者 に限 る こ と,工 部 局 側 は独 自に許 可 証 を 発 行 す る 旨 を述 べ て い る。

1940年 春,ヨ ー ロ ッパ にお け る ドイ ツ軍 の 侵 略 の拡 大,イ タ リ ア の 参 戦 に伴 っ て,海 路 に

よ るユ ダ ヤ避 難 民 の ア メ リカ,オ ー ス トラ リア,極 東 へ の 渡 航 は 困難 に な り,シ ベ リヤ経 由 の

陸 路 が 唯 一 の通 路 とな った。 この件 で 在 ベ ル リン大 使 来 栖三 郎 と外 相 有 田 ま た上 海 の三 浦 と

の 間 に や り と りが あ りn),三 浦 と して は 今 後 は 工 部 局,日 本 総 領 事 館 の許 可 証 を もつ 者 に 対 し

て も上 海 来 入 を で き る だ け制 限 し,シ ベ リヤ 経 由 の 避 難 民 に つ い て も 同 様 と 通 告(1940.5.

24)塞8)して い る。 これ を受 け て 外相 有 田 はベ ル リ ンの来 栖 そ の 他 あ て の 訓 令(1940.5.28)且8)に

お い て今 後 は 在 上 海 日本 総 領 事 館 の 発 行 す る許 可 証 を もつ者 だ け に 日本 通 過 ヴ ィザ を 出 す よ う

指 示 して い る。 これ は三 浦 か ら見 て も勇 み 足 で あ った が,外 相 は ゆ ず らな か った。

上 海 の 三 浦 の 通 告(1940.5.24)の 背景 に は 日本 の 外 交 文 書 に は反 映 して い な い 関 東 軍 お よ

び満 鉄 の特 別 な避 難 民 の 満州 通 過 措 置 が あ った 。1940年 は じめ か ら1年 間 満 州 里 駅 で ジ ャパ

a
ン・ツーリス ト・ビュロー(JTB)主 任であった上野破魔治の証言'9)によると,「 満州 国外務

局は難民たちにどんどんビザを出していた……それどころか外務局はうち 〔JTB〕の案内所に

もビザの発給業務をさせていた。」ヴィザがあっても無一文で切符を買えない者 もいたが,上

野はある日満鉄旅客課長に呼び出され,こ れら避難民にも切符を出せ,と 言われた。「支払い

はどうします?」 「名前だけ記録すればよい。関東軍から 『ユダヤ人を大事に しろ』 と指示が

来て,金 は心配ないから」こうして避難のユダヤ人は上野が満州里で働いていた 「一年間,毎

週来ていた。そう全部で3,000・人 くらい。」

以前は入国はもちろん通過ヴィザす ら避難民に出さない 「建前」であった満州国当局は関東

軍 と満鉄の特別なはか らいで,彼 等の満州国通過を認めたのである。 このさい安江大佐 らのユ

ダヤ人"利 用"方 針が作用 していたことは疑いない。

他方,満 州国外務局は1939～1941年 に月別の満州国通過外国人統計を作成 しており,外 交

史料館はそれ らを 「外国における旅券及査証法規,同 取扱事件雑件 ・満州国」20)と「外国人に

対する在外公館発給旅券査証報告一件」のうちの 「満州国旅券査証統計表」20)に収録 している。

これらのうち前者の方が文書の体裁が整っているが,収 録 しているのは1941年5月 か ら9月
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ま で に 限 られ て い る。 後 者 に は前 者 に 欠 け て い る 月 統 計 が い くつ か 含 まれ て い る。 双 方 を合 わ

せ て満 州 国 通 過 者 と ドイ ツ旅 券 の者 を 示 す と表4の よ うに な る。

前 頁 の 表 に 関連 して,MAIの 表 に は出 入 国 ヴ ィザ を 発 給 した 満 州 国 公 館(17か 所)別 の 数

の うち 満州 里 弁 事 処 の もの は 多 い 月 で も十 数件,ふ つ うは 十 件 以 下 で あ る。 とい う こ と は

1940年 に上 野 が 代 行 した ヴ ィザ発 給 はMA,の 表 に含 まれ て い な い こ とを 意 味 して い る。 ま た

満 州 国 ヴ ィザ を もつ者 の 国 別 は合 衆 国 か ら無 国・籍ま で33か 国 に 及 ぶ が,そ の う ち ドイ ツ ・パ

ス の者 は1939年10月 か ら1941年6月 まで 常 に全 通過 者 の半 数 を超 え て お り,他 国 の通 過 者

の な か に もユ ダ ヤ避 難 民 が 含 ま れ て い るの で,1939年7月 か ら1940年 の7か 月 ,1941年 の

3か 月 の合 計5,045名 に さ ら に若 干 の避 難 民 が お り,こ れ に 上 野 が 満 州 里 で 発 給 した3,000人

へ の ヴ ィザ を 加 え る と,合 計 は8,000人 以 上 とな る。 この うち何 人 が上 海 に 向 か っ た か は 不 明

で あ るが,も し半 数 とす れ ば,4,000人 以 上 とな ろ う。

表4-1満 州 国通過者と ドイツ旅 券所持者

1939年 7月 8月 9月 10月 1:月 12月 計

満 州 国 通 過 者 413 463 580 521 491 705 3,173

うち ドイ ツ ・パ ス 67 93 199 271 263 466 1,359

そ の% 16.2 ・20 34.3 52 53.5 66 42.8

表4-2

1940年 1月 2月 3月 4月(t 5月 8月 ② 10月 7か 月計

通 過 者 数 537 . 533 506 497 609 1,229 654 4,565

う ち ドイ ツ ・パ ス 326 384 286 304 404 878 484 3,066

そ の% 60.7 72 56.5 61.1 66.3 71.4 74 67.1

注:(1)こ の月 の数字 は上記 二つの統計にかな り くい違 いがあ る。 ここでは 」/X,の 少 ない方 の数 を とった。

(2)8月 以 降の通過者の増加 はイタ リア参戦の影響 と見 られ る。

表4-3

1941年(2} 5月 6月 7月 ω 8,9月

通 過 者 数 [500] [297] [81]

う ち ドイ ツ ・パ ス 385 207 28 各3

そ の% 77 69.7 34.5

注=(1}独 ソ戦 のため7月 以降の通過者 は激減 してい る。

〔2}1941年1～4月 の統計 はMAIに もJ/X3に も欠 けてい る。

(3)MA旦 に よると1941年 におけ る通過者合計 は2,929名,う ち

ドイツ ・パ スの者 は2,249名(76.7%)と あるが月別統計は揃 っ

ていな い。
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こ こ で再 び安 江,犬 塚 両大 佐 に よ る 「ユ ダ ヤ 区」 設 立 方 針 の そ の 後 の 経 過 を 検 討 しよ う。 前

述 の よ うに 「回 教及 ユ ダ ヤ問 題委 員 会 」(1939.10.28)に 出席 した両 大 佐 は7月 に お け る 陸 ・

海 軍,興 亜 院 か らの 否定 的 見 解 に も拘 わ らず,ヒ トラ ー ・ ドイ ツ の ポー ラ ン ド侵 略 と ヨー ロ ッ

パ に お け る 第二 次 世 界大 戦 の 開幕 が 自分 た ちの 方 針 に有 利 な環 境 を 作 り出 して い ると主 張 した。

犬 塚 に よ れ ば,上 海 で 日本 の 統 制 下 に お か れ て い る約1万 人 の ユ ダ ヤ 人 は 世 界 中 の ユ ダ ヤ人 に

対 す る 「一 種 の人 質 」 で あ り,日 本 は上 海 の ユ ダ ヤ人 を 「ユ ダ ヤ 民族 指 導 者 に対 して 之 を交 渉

の切 札 」 と して 利 用 で き る し,こ れ に加 え て 「350万 人 の ポ ー ラ ン ド ・ユ ダ ヤ人 の 行 方 」 が 注

視 の的 に な って い る,と 言 う。 安 江 の 方 は 次 の 点 を 強 調 して い る。 「ユ ダ ヤ 区 」 に つ い て は

「中 央 の 決 定 に挨 つ外 な い。」 自分 は10月26日,陸 軍 次 官 に上 申 した 。 本 年 末 開 か れ る予 定の

第 三 回極 東 ユ ダ ヤ人 大 会 の決 定 を 合 衆 国や 上 海 の ユ ダ ヤ 人 に宣 伝 す る こ と は 「350万 人 の ポ ー

ラ ン ド ・ユ ダ ヤ 人 の 行方 」 が 憂 慮 され て い る現 在,有 効 で あ ろ う。

そ の第 三 回極 東 ユ ダヤ 人大 会(最 後 の大 会)は ハ ル ビ ンで1939年12月,500名 が 参 集 して

開 か れ た。 この大 会 に関 す る 日本 側 報 告 の う ち特 徴 的 な もの は 「極 東 ユ ダヤ 大 会 に於 け る 秘密

決 議 に 関 す る件 」(1940.1.8)21)で あ る。 そ こで は次 の よ うに報 じて い る。 「同 大 会 の主 旨 目的

は大 連 特 務 機 関 長安 江大 佐 の 工 作 に よ り… … 予 め作 成 置 の(1旧 本 政 府 に 対 す る ユ ダ ヤ 特 別 区

設 立 陳情 書,② 在北 米 合 衆 国 ユ ダ ヤ人 団 体 に対 す る特 別 区建 設 へ の 参 加 懇 請 状 を 同大 会 の 秘密

決 議 と して採 択 す る」 こ とで あ っ た。

安 江 は 「回 教 及 ユ ダ ヤ問 題 委 員 会 」 幹 事 会(1940.1.25)22)で 上 記 秘 密 決 議 が す で に12月30

日発 信 ず み と述 べ て い る。 犬 塚 の 方 は 「対 米 国 ユ ダ ヤ工 作 の諸 疑 点 に対 す る説 明 」 を幹 事 会 に

提 出 して い る。 その 要 点 は次 の と お り:(イ)田 村 光 三 意 見 に つ い て,回 合 衆 国 のユ ダ ヤ人 か らの

金 融,物 資 の 対 日供 給 は困 難 とす る説,㈲3万 人 の避 難 民 を 支 那/満 州 に収 容 す る こ と は 困難

とす る説,ω 在 上 海 五 ダ や人 団体 と在 米 国 ユ ダ ヤ人 団体 との 間 に対 立 が あ り,日 本 へ の 〔投資〕

効 果 は望 め な い とす る説,困 現 地 の陸 軍 は満 ・支 と も 〔「ユ ダ ヤ 区」 に〕 反 対 な い し無 視 の立

場 で あ るの でr全 く絶 望 的 」 と い う見 方,で あ る。

これ らの 疑 点 につ いて 犬 塚 は ひ とつ ひ と つ反 論 して い るが,こ の う ち(イ)の 田村 光 三 に よ る

3万 人 の ユ ダヤ 人 地 区 案 は ど の よ う に して 浮 上 して来 た の で あ ろ う か 。 そ の 第 一 報 は外 相 野

村 か ら在 ワ シ ン トン大 使 堀 内 謙 介 あて の 指 示(1939.11.16)お)で あ る。 それ に よ る と東 洋 製 罐

株 式 会 社 で 永 年 合 衆 国で 働 き,ユ ダ ヤ人 企 業 家 と交 際 の あ る田 村 は 最:近帰 国 した さ い,外 務,

陸 海軍 当 局 に次 の よ う に伝 言 した 。 ニ ュ ー ヨー クの ロ ン グ アイ ラ ン ド ・マ シ ナ リの社 長 で あ る

ガ ー ソ ン(RGarson),メ タル ・ア ン ド ・テ ミッ トの社 長 ハ ー シ ラ ン ド(Hirshland),ユ ダ

ヤ 避難 民 委 員 長 グ リュ ンバ ウ ム(Grnnbaum),ラ ビ ・ワ イ ズ(RabbiWeiz)ら と 田村 が会

談 した さ い,先 方 か ら ドイ ツ か らの避 難 ユ ダ ヤ 人 に 関 し,も し 日本 の勢 力 圏 に3万 人 を収 容す

る施設 が 作 られ るの で あ れ ば,在 米 ユ ダ ヤ入 側 は そ の た め の 資 金,資 財 の供 給 に 関 し,日 本側
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の条件に沿 う意向があるとの提言があ った。外務,陸 海軍当局としても 「田村の話に関心を示

し」ているので,と りあえずガルソン提言について田村に再度確かめさせ,ま た田村の身許調

査を して報告するようにと,こ れに対する堀内の回答(1939,11.24)払)で 田村の経歴を伝え,

ユダヤ人収容施設たついては合衆国政府が長期金融に同意を与える可能性は少ないとし,「 事

は慎重を要する」としている。他方外務省調査部第三課 の回状 「田村光三情報 に関する件」

(1939.12.21)2)に よると,田 村は上海に旅行 し,現 地の軍当局と接触 した結果軍側は 「大乗気1

となっている。ついては 「回教及ユダヤ問題委員会」に田村を招きユダヤ人収容所問題につき

協議するとしている。この委員会は12月23日 に開かれ,調 査部第三課の次の回状(1939.12.

22)助 によれば,そ の議題は次のようである。ω本件工作を実施する場合,在 ニ ューヨーク総

領事と在米ユダヤ人団体の責任者 との交渉 とする。(ロ)予め関東軍の意向を確かめる,㈲ 日本政

府は関与せず 「一部の謀略」とする,ω ユダヤ人収容施設設置に関する日本側条件として,ユ

ダヤ人家族共3万 人に対 し,1億 ドル(1人 当り3,000ド ル)を ユダヤ人 団体側が負担 し,収

容施設内での生活費は別に負担する,㈱ 収容されるユダヤ人の職業は農業 と技術者 に限 り,商

業は認めない,囚 地域は満州あるいは北支とする。

日本側交渉主体は曖昧で,し かも要求はかなり厚かましいものである。

ところが,1939年12月 末になって,上 海の三浦から外相 野村あて通告(1939.12.29)24)に

は現地の陸海軍司令部から 「ユダヤ地区」案への強硬な反対意見が伝えられている。それによ

ると,12月27日 上海における陸,海,外 務連絡会議の席上,陸,海 軍側か ら 「寝耳に水」 と

か 「迷惑千万」とかの発言があり,ユ ダヤ問題の専門家と自称する者の勝手な工作など・「断 じ

て許 し難い」 とされた。聖年1月6日 には陸軍省軍務局の高山中佐から外務省調査部に電話 ゐ)

があり,上 海に 「ユダヤ人地区」を設けることに南京総軍から反対の申入れがあった。

これを受けて外相 野村はワシントンの堀内大使への指示(1940.1。10)26)で 次のように言 う。

11月 下旬,田 村からガーソンあて電報に対 し,ガ ーソンは改めて中国におけるユダヤ避難民

の受入人数 場所について問合わせをし,田 村は自分の判断でガーソンに対 しユダヤ人団体代

表を東京に派遣するよう求めた。 これに対 しガーソンは日本政府からの要請を求めてきた。 し

か し外務省 としては堀内の前電(1939.11.24)の 慎重意見 と,陸 海軍 も当初の反応と違 って今

では難色を示 しているので,積 極的に対応はできない。 これは事実上,田 村 ・ガーソン交渉の

打切 りを意味 している。

こうして安江,犬 塚のユダヤ人"切 札"説 は失敗に終わったのであるが,ふ たりはそれで

も一1941年12月 の日本による英 ・米 ・蘭 との戦争開始まで 自分たちの案を固執 してい

る。その一例は在上海 日本総領事館特別調査班による 「ユダヤ避難民収容地区のための所要面

積推定」(1940.5)刀1で ある。この文書は満鉄上層部に配布 されたほか安江大佐に30部 も配 ら

れているので,作 業 自体が安江の発意によるのではないかと思われる。文書によると,収 容人
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員3万 人,5万 人,7万 人の場合の所要面積(街 路18%,公 用地7%,民 有地75%と して)1

人当り110m2,3万 人なら約330ha,5万 人な ら550ha,7万 人な ら770haと している。但

しこの 「自治都市」には商業地域と工業地域が予定されているが農業地域ではない。 もし農地

を含めれば上記の数百倍の面積が必要であろう。

次の例は興亜院連絡委員会主任者会議(1940.7.3)鋤 において文書 甲 「帝国の自給経済確立

の為在上海サッスーン財閥利用に関する件」および 乙 「米国工作機械等の第三国人経由輸入

に関する件」が討議 されたが,「結局 甲 については別段決定をせず,乙 についてもとりあえ

ず試験的に之が実現を促進すること」になったと言う。その 甲 は 「サッスーン財閥を以て其

の利用価値最大なるもの」と認め 「昨年 〔1939年〕春以来本院秘かに之が操縦 に付施策 し来

たる次第なるが……最近彼サ ッスーンは進んで帝国の米国よりする主要工作機械の輸入に協力

すべき旨申入れ来れ り」 とし,「要領」の(5>に はサ ッスーン財閥の利用は政府指導の下 に原

安三郎氏を して行なせると述べている29)。乙 には工作機械の選定小委員会 に陸,海,外 務,

大蔵,企 画,商 工,興 亜の各省院か ら担当官が出る旨が記 されているが,こ れではとても一元

的,能 率的運営など望めそうにない。安江,犬 塚によるユダヤ人"利 用"方 針のこれが最後の

痕跡である。

ち うね

第5章 在カウナス領事代理 杉原千畝のユダヤ避難民へのヴィザ

大量発給 とその波紋

ここで再び上海の日本当局 と外務省による避難民の上海来航制限の強化の件に戻ろう。

東京では第二次近衛内閣が成立 し(1940.7.22),外 相に松岡洋右,陸 相に東條英機が就任し

ている。新外相は就任の翌 日ベル リンの来栖大使あて訓令,さ らに在ニューヨーク総領事 若

杉を通 じて在外公館あて訓令(1940.9.17)お よび全在外公館あて訓令(1940.10.10)1)を 出し,

予め在上海総領事館発行の許可証をもつ者以外は日本通過ヴィザを出さないこと,日 本入国ヴィ

ザは禁止することを指示 している。ちょうど40年8月 在上海総領事は三浦義秋か ら堀 内干城

に交替 してお り,そ のためか40年8月 後半か ら9月 末まで上海と東京の交信は中断している。

それに替おって1940年 夏以降,外 相松岡とのひんぱんな交信をくり返 したのは在 カウナス

領事館,在 モスクワ大使館および在ヴラジヴォス トック総領事館である。

1920年 代から30年 代に,関 東軍の情報機関と在満日本公館の主要な任務は極東のソ連軍お

よび政治,経 済情報の収集であり,ヨ ーロッパ ・ロシアの周辺諸国の日本在外公館およびその

武官にとっては ドイツ ・ポーランド・ソ連の軍事関係情報収集が主要任務で昂った2)。それ故

関東軍情報将校とフィンランド,ス ウェーデン,バ ル ト三国,ポ ーランドの在外公館付武官の

間にはしばしば任地の相互交替が認められる。例えば在 りスアニア公使を兼任 した佐久間信は

1937年6月14日,首 都カウナスでスメ トナ大統領に信任状を提出し,15日 か ら16日 までい
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くつ か の 宴 席 を主 催 した 旨外 相 広 田 に報 告(1937.6.27)3)し て い る。 そ の 中 で 注 意 を 惹 く こ

と は この 式 典 と宴 席 に在 外 武 官 小 野 寺 信 中佐 が 同 席 して い る こ とで あ る。 公 文 書 お よ び 夫 人

の 回想 記4)か らわか る こ と は,在 りガ 公 使 佐 久 間 にエ ス トニ ア,リ ス ア ニ ア を 兼 轄 す る よ う

強 く要 請 して い たの は小 野 寺 中佐 で あ り,彼 は30年 代 後 半 の ラ トヴ ィア,エ ス トニ ア,リ ス

ア ニ ア の 参 謀 将 校 や 在 りガ ・ポ ー ラ ン ド武 官 ブ ジ ェス ク フ ィ ンス キ 少佐(F.Brzeskwinski,

の ち大 佐)と の交 際 を の ち に在 ス トッ クホ ル ム武 官(1940-45,こ の 間 大 佐,少 将 と な る)と

して 情 報 活 動 に活 用 す る こ と が で き た。 ま た1938年12月 に は 在 ヘ ル シ ンキ 武 官 に西 村 敏 雄 中

佐 が 任 命 され,在 ス トック ホル ム武 官 を兼 任 し,ソ ・フ ィ ン戦(第 一 次)の さ い ス トック ホ ル

ム に移 った。 この二 人 の 武 官 に言 及 す るの は,ふ た りが1939～1941年 の 戦 局 の 動 向 に つ い て

在 ベ ル リ ン大 使 大 島 渚 将 軍 とそ の武 官 室 の ドイ ツ に よ るイ ギ リス上 陸 作 戦 予 想 に反 対 し,独

ソ戦 の 可 能 性 を 重視 して い た こ と に よ る。 後 述 す る在 カ ウ ナ ス領 事 代理 杉 原 も 同 じ見 通 し を

共 有 して い る。 杉 原 は1937年8月,在 ヘ ル シ ンキ 公使 館 の 通 訳 官 に任 命 され た が ソ連 が 通 過

ヴ ィザ を認 め な い た め,ア メ リカ経 由 で12月 に着 任 した。 杉 原 と ポ ー ラ ン ド地 下 情 報 組 織 と

の連 絡 はヘ ル シ ンキ 時代 に始 ま って いて,カ ウナ ス赴 任 後 も続 く こ とに な る5)。

そ の 杉 原 は 在 カ ウナ ス 領 事 代 理 と して1939年11月 大 統 領 ス メ トナ に 信 任 状 を 提 出 した

旨,外 相 野 村 に報 告(1939.12.24)6)し て い る。 こ の時 期 にす で に ドイ ツ,ソ 連 に よ る ポ ー ラ

ン ド分 割 支 配 は完 了 して お り,"中 立 国"リ ス アニ ア の運 命 も風前 の 灯 で あ っ た。 リス ア ニ ア

が ソ連 に併 合 され る ま で の9か 月 間,杉 原 は ポー ラ ン ド軍 地 下 情 報 組 織 に属 す るヤ ク ビア ニ ェ

ツ大 尉(匿 名 クバ),ダ シキ ェ ヴ ィチ 中尉(匿 名 ペ シ)ら と協 力 関係 を結 び,そ の 関 係 は の ち

に ス ト ック ホ ル ム に お け る小 野 寺 大 佐 と リ ビコ フ スキ 少 佐 の協 力 に 引 き継 が れ る7)。 こ の 問 題

は本 稿 の 範 囲 を超 え る の で立 ち 入 れ な い が,断 片 的 な が ら注 目 に値 す る二 つ の証 言 を あ げ て お

き た い。 ひ とつ は り ビ コ フス キ 大 佐(M.Rybikowski)が 戦 後 に な って 戦 時 中 関 係 の あ っ た

内 外 の軍 人,研 究 者 と文 通 し,自 分 もい くつ か の 回 想 を 書 いた もの の なか に あ る 「対 ドイ ツ情

報 組 織 と活 動 」 で あ る。 そ こ に次 の一 節 が ある。 「(ドイ ツ との 戦 争 開 始 の後)私 は二 度 コ ヴ

ノ 〔カ ウ ナ ス〕 に赴 き,そ こ で士 官 学校 で私 の学 生 だ った アル フ ォ ンス ・ヤ ク ビア ニ ェツ と何

回 か 会 合 した 。 当 時 彼 は情 報 組 織 お よび 次 第 に増 加 して い る リ トヴ ァへ の 〔ポ ー ラ ン ド軍 人 を

含 む 〕 流 民 へ の 支 援 活 動 を して い た … … ヤ ク ビア ニ ェ ツと私 は これ ら流民 を 日本人 の協 力 に よ っ

て 日本 経 由 で 極 東 にお け る ポ ー ラ ン ド部 隊 創 設へ と導 く こ とが で き るの で は と考 え た。 日本 外

務 省 か ら は 〔そ の た め に〕600件 の ヴ ィザ が 支給 され た。 しか しそ の う ち僅 か 十 数 名 だ け が 部

隊 に属 し,他 の 人 び と,例 え ば ラ ビ神 学 校 学 生 た ちは カ ナ ダの モ ン トリオ ール に向 か った。 ポー

ラ ン ド流 民 へ の ヴ ィザ 支 給 を可 能 に した の は 山脇 〔正 隆〕 将軍 で,彼 は1920年 の ラ ジ イ ミ ン

〔ワル シ ャ ワ東 北 の町 〕 の戦 い に 参 加 し」 て勲 章 を 授 か っ た人 で あ る。 「彼 は ま た 〔第 二 次 世 界

大 戦 中,陸 軍 次 官 と して 〕 小 野 寺 将 軍 に手 紙 を書 き,在 ロ ン ドン ・ポー ラ ン ド政 府 が ク ツ シェー
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十五年戦争(1931-1945)に お ける日本政府 ・軍のユ ダヤ人政策

バ 将 軍 を 山脇 の客 と して 日本 に派 遣 す るよ う依 頼 した。 この 件 で私 は ロ ン ドンに通 告 し 〔在 ス

トック ホル ム の〕 ブ ジ ェス ク フ ィ ンス キ大 佐 も介 入 したが,ロ ン ドンか ら回答 は な か っ た 。」8)

こ の一 節 は カ ウ ナ ス で杉 原 領 事 が 発給 した 日本 通 過 ヴ ィザ の な か に,山 脇 次 官 → 小 野 寺 大 佐

(あ るい は 在 りガ 武 官 小 野 打 寛 中 佐)→ 杉 原 領 事 の ル ー トで ポ ー ラ ン ド軍 人 へ の ヴ ィザ が 支 給

さ れ て い た こ とを記 して い る点 で 興 味 を 惹 く。

も うひ と つ は や は り戦 後 に リビ コ フ スキ の 依 頼 に応 じて杉 原 が記 した カ ウ ナ ス,ケ 一 二 ヒス

ベ ル ク期 の 活 動 の 回 想 記(露 文,10ペ ー ジ)で,そ こ に次 の一 節 が あ る。 「日本 人 住 民 は一 人

もい な い カ ウナ ス の 日本 領事 と して,私 は や が て会 話 や噂 に基 づ い て,リ トヴ ァ ・ ドイ ツ の国

境 地 帯 か ら入 って くる ドイ ツ軍 に よ る対 ソ攻 撃 の準 備 と部 隊 の集 結 に 関 す る す べ て の 情 報 を,

外 務 省 で な く参 謀 本 部 に報 告 す る こ と が 自分 の 任務 で あ る と了解 した。」9)こ こで 名 前 は 出 て い

な い が 山脇,小 野寺,小 野 打 の よ うな 軍 人 と杉 原 と の 間 に連 絡 が あ った こ とが 示唆 されて い る。

こ こで杉 原千 畝 とい う人 の 経 歴 につ いて 一 言 。 彼 は1900年1月 生 まれ。1919年7月 外 務 省

留 学 生 試 験 に合 格,10月 か らハ ル ビ ン,満 州 里 で ロ シア語 を 習 得,1935年 に は 日 ・満 ・ソの

北 浦(東 支)鉄 道 譲 渡 交 渉 の 満 側 委 員 と して活 動 す る が,関 東 軍 との 関係 に 失 望 して 帰 国。5

月 菊 池幸 子 と結 婚。 翌 年12月 在 モ ス ク ワ大 使 館 書記 官 に任 ぜ られ るが,ソ 連 側 が ヴ ィ ザ を 出

さず,1937年8月 在 ヘ ル シ ンキ 公使 館通 訳 官 に任 命 され る。 こ う した 経 歴 か ら杉 原 が ロ シ ア

語 にす ぐれ た 能 力 を も ち,ソ 連 に お け る勤 務 を志 して い た こ とが 判 る。

と こ ろが 他 の 資 料 置o)によ る と,彼 は在 満 中,ハ ル ビ ン に 住 む 旧 ロ シ ア貴 族 の 娘 ク ラ ウ デ ィ

ア ・ア ポ ロ ノ ワ と結 婚 し,そ の さ い ロ シ ア正 教 の洗 礼 を 受 け た とい う。 ソ連 勤 務 を志 し,将 来

は 在 モ ス ク ワ大 使 を 夢 み て い た こ と と こ の結 婚 と信 仰 は あ ま りそ ぐわ な!・よ う に思 われ る。 と

も角,在 カ ウ ナ ス 日本 領 事 館 に着 任 す る1939年11月 まで,彼 の 経 歴 は す で にか な り波 瀾 に富

み,一 筋 縄 で は把 え 切 れ な い もの で あ った。

さて カ ウ ナ ス に赴 任 した杉 原 領 事 代 理 の主 な 任務 は,ド イ ツ ・バ ル ト三 国 ・ソ連 の軍 事 情報

(前 記)で あ るが,独 ・ソ によ る ポ ー ラ ン ド分 割 の た め流 民 とな った ポ ー ラ ン ド軍 人 の 救 出,

ま た独 ・ソ か らの脱 出 を求 め る ユ ダ ヤ人 の群 へ の 対 応 の 件 が これ に加 わ った。

幸 子 夫 人 の回 想 記 に よ る と,在 カ ウナ ス 領事 館 にユ ダヤ 避 難 民 の 群 が ヴ ィザ を求 め て参 集 し

始 め た の は1940年7月18日 朝 で あ る。 また 夫 人 が 保 存 して い る杉 原 「手 記 」IDに よ る と,彼

等 は 「何 れ もポ ー ラ ン ド西 部 都 市 か らの ユ ダ ヤ系 〔市 民 〕 で あ って,ナ チ ス ・ ドイ ツ軍 に よる

逮 捕,虐 殺 の難 を逃 れ,唯 一 の通 れ道 と して の ヴ ィル ノ'〔ウ ィル ニ ウ ス,旧 り トヴ ァの首 都 で

当 時 は ポ ー ラ ン ド領 〕 を 目指 し… … ソ連,日 本 を 経 由 して それ 以 遠 の第 三 国 へ移 住 す るた め 日

本 通 過 ヴ ィザ を 発 給 して 貰 いた い」 と求 めて い た。7月20日 に 杉 原 は 避 難 民 代 表5名12)と 話

し合 い を始 め る が,そ の一 人 が ゾ ラ フ ・ヴ ァ ル パ フ テ ィ ク(ZorachWarhaftig)で あ り,5

人 目の人 物 が リス ア ニ ア の オ ラ ンダ 名 誉 領 事 ヤ ン ・ツ ヴ ァル テ ンデ ィ クで あ った。 この 名 誉:領
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事 が オ ラ ンダ領 キ ュ ラ ソー へ の入 国 に は ヴ ィザ が 不 要 で あ る との 証 明 書 を 出 し,避 難 民 は そ れ

を頼 りに途 中 国 の通 過 ヴ ィザ を請 求 で き る,と い う仕 掛 けで あ っ た。 杉 原 は熟 慮 の末,本 省 あ

て に現 存 す る最:初の請 訓 電報 を送 った の は1940年7月28日[3)で,当 時 の外 相 は 一 連 悪 く一 松

岡洋 右 で あ った 。 現 存 す る杉 原 か ら本 省 あ て通 信 は8月14日,8月24日 の 二 例 だ け で あ るが,

幸 子 夫 人 の 回想 記 に よ る と さ らに2回 発 信 され た が い ず れ も本 省 に よ り拒 否 され た と い う。 杉

原 は そ こで 夫 人 と相 談 の うえ7月29日 か ら本 省 の 訓 令 を待 たず に,ユ ダ ヤ避 難 民 へ の 日本 通

過 ヴ ィザ発 給 に 踏 み 切 った14)。「手 記 」 に よ れ ば,こ の 件 につ い て 自 分 が こ れ 迄 多 くを 語 ら な

か った の は,カ ウナ スで の ヴ ィザ発 給 が 「博 愛人 道 精 神 か ら決行 した」 とは 言 え,「 本 省 訓 令

の無 視 」 で あ り,従 って 日本 へ の 引揚 げ(1947.4)と 同 時 に 「47歳 で 〔外 務 省 を 〕 依 頼 免 官

と な った 」 た め で あ る15)。

た しか に外 相 松 岡 に よ る杉 原 へ の 数 次 の訓 令(1940.8.14;8.16;8.28;9.3)'6)は どれ も厳

しい もの で 日本 通 過 ヴ ィザ 発 給 は そ の条 件 を正 確 に満 足 す る者 だ け に 限 るべ きこ とを 強 調 して

い る。 これ で は杉 原 の 側 が 自分 の人 道 的行 為 を 「本 省 訓 令 の無 視 」 と覚悟 した の は 当 然 で あ っ

た。 こ う して 杉 原 領 事 代 理 は職 を賭 して,7月29日 か ら8月28日 まで,昼 食 抜 き で ヴ ィ ザ を

作 成 し続 け,の ち プ ラハ か らの 報 告(1941.2.5)u)で は そ の 数 は合 計2,139件 と し,そ の 発 給

月 日 と氏 名 を記 して い る。 ま た8月29日 か ら9月4日 まで 杉 原 一 家 は ホ テ ル ・メ トロ ポ リ ス

に滞 在 した が,そ の 間 も また 列 車 がベ ル リ ンに向 け て 出発 す る間 際 ま で避 難 民 に 渡 航許 可証 を

発 行 し続 け た と い う。 も う ひ とつ のエ ピ ソー ドは1940年 春 か らカ ウ ナ ス で 杉 原 と協 力 関 係 に

あ った ポ ー ラ ン ド情 報 士 官 ダ シ キ ェヴ ィチ 中尉(ペ シ)は8月 は じめ ヴ ィザ作 成 に 苦 労 して い

る杉 原 の た め ゴ ム印 を使 う よ う提 案 し,ゴ ム 印 を2個 作 って そ の1個 を手 許 に残 して お き,そ

の 後 も 日本 通 過 ヴ ィザ を 偽 造 した と い われ る18)。

こ こ で 杉 原 ヴ ィザ ・リス トの 努 力 が いか に驚 くべ き,ま た他 の在 外 公 館 の ヴ ィザ 発給 と比 べ

て抜 群 で あ っ た かを 若 干 例 示 しよ う。1940年 にお け る主 要 な 在 外 公 館 は避 難 民 へ の 日本 通 過

ヴ ィ ザ 申請 を デ ィス カ レ ジ さ せ る 方 針 で 一 致 して い る。 在 モ ス ク ワ大 使 東 郷 か ら の 報 告

(1940.5.20),在 ロ ン ドン大 使 重 光 か らの報 告(5.22),在 ベ ル リ ン大 使 来 栖 か らの 報 告(12.

18),在 ハ ンブ ル ク総 領 事 か らの 報 告(9.12)1')は す べ て 断 念 させ る方 針 を と って い る。 外 相 松

岡か ら在 外 公 館 あて訓 令(米 三 横 合1279号,1940.10.10)p)は た とえ 日本 通過 ヴ ィザで あ っ

て も,日 本 滞 在 期 間 の10日 間 に1日 当 り25円,目 的地 ま で の乗 船 券,目 的 国 の入 国 手 続 き完

了 と い う条 件 を 守 る よ う強 く要 請 し,そ れ は 内務 省 と船 会 社 に即 日通 告 さ れ た。

こ う した な か で 日本 通 過 ヴ ィザ 発 給 の件 を本 当 に正 確 に報 告 して い るの は一 カ ウナ ス の 杉 原

を除 け ば 一 在 ス トックホ ル ム公 使 松 嶋 鹿 夫,在 ウ ィー ン総 領 事 山路 章 か らの名 簿 で あ る。 松

嶋 の名 簿 に は1940年7月1日 か ら1941年3月 まで に合 計691件,う ち ドイ ツ ・パ ス の ユ ダ ヤ

人194名(28%),別 に 渡航 許 可 証15件 が あ が って い る。 ウ ィー ンか らの 名 簿 は1940年4月
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か ら12月 ま で に合 計533件,殆 ど全 部 が ドイ ツ ・ユ ダ ヤ人 で あ る2D。 こ れ らの 名 簿 は 不 完 全

な もの で あ るが,カ ウ ナ ス で杉 原 が1か 月 間 に発 給 した2,139件(実 数 は5,000な い し6,000

人)に 比 べ る と,杉 原 の 人 道 的 イ ニ シ アテ ィヴ は歴 然 と して い る。

日本 通 過 ヴ ィザ を 手 に した ユ ダ ヤ避 難 民 は半 信 半 疑 で あ り,ソ 連 経 由極 東 へ の旅 に不 安 を抱

く者 も少 な くな か っ た し,杉 原 ヴ ィザ を受 け取 って も,そ れ を利 用 しな か った 者 も い た盟)。し

か し 日本 側 の対 応 とい う点 で 重 要 な の は外 相 松 岡 に よ るユ ダ ヤ避難 民 の 日本 通 過 お よ び上 海

へ の渡 航 に対 す る制 限強 化 で あ る。

在 ニ ュー ヨ ー ク総 領 事 若 杉 あ て の訓 令(1940.9.21,在 外 公 館 へ 転 電)お)に お い て 外 相 は,

今 後 は共 同租 界,フ ラ ン ス 租 界 当 局 を 無 視 し上 海 の 日本 総 領 事 館 の 発 行 す る 「入 来 許 可 証

(EntryPermit)」 を持 つ 者 だ け に 日本 通 過 ヴ ィザ を 出 す と し,そ の 制 限 は 「日 ・満 ・支 三 国

に対 す る ユ ダ ヤ人 取 扱 に 関 す る件 」(1940.11.7)23)に お い て も繰 り返 し強 調 さ れ て い る。 と く

に上 海 につ い て は1940年6月 まで の 来 航 ユ ダ ヤ人 を合 計18,427名 と し,「 この 儘 放 置 す る に

於 て は面 白か らざ る結 果 を来 す 」 故 「之 を極 端 に制 限 す る」 と して8項 目を あ げで い る。

と こ ろが 外 務 省 に よ る こ う した避 難 民 へ の 日本通 過 ヴ ィザ 制 限 に対 して 思 わ ぬ 波 紋 が 生 じる

こ と に な っ た。 それ は在 モ ス ク ワ大 使 建 川 美 次 将 軍 か ら の 外 相 あ て 要 請 電 で あ る。1941年2

月3日 の通 信24)で 建 川 は カ ウ ナ ス で発 給 さ れ た 日本 通 過 ヴ ィ ザ を 持 つ 避 難 民 に つ い て 次 の よ

う に言 う。 「〔ソ連 外 務 人 民 委 員 部 の〕 領 事 部 長 は 目下 ソ連 領 内 に 約800名 の ポ ー ラ ン ド避 難 民

が お り,パ レス チ ナ あ る い は南 米 に向 か うた め 日本 通 過 ヴ ィザ を も って い るが,ヴ ラ ジ ヴ ォス

ト ック経 由 だ けで は移 動 が 困 難 で あ る ので,一 部 を満 州 里 経 由 と した い が,そ の さ い満 州 里 で

満州 国通 過 ヴ ィザ を 発 給 す る よ う便 宜 を 図 って 貰 え な い か と言 う。」 これ に 対 し大 使 と して は

・40年末 の赴 任 以 来 ヴ ィザ の件 で か な り好意 的 に 扱 って くれ て い る領 事 部 の 「顔 を 立 て る 」 意

味 で,例 外 と して 約400名 に 対 し満 州 里 で ヴ ィザ を 発 行 して は ど うか,と 要 請 して い る。

他 方,在 ヴ ラ ジ ヴ ォス トック総 領 事 代 理 根 井三 郎 は外 相 へ の 報 告(1941.2.8)お)は 次 の よ う

に言 う=ド イ ツ軍 〔ソ連軍 の誤 りか 〕 占領 地 域 に居 住 す るユ ダ ヤ人 で シベ リヤ,本 邦 経 由 で ア`

メ リカ に 移住 す る者 が 最 近 激 増 し,毎 船 便140～150名 に達 して い る。 彼 等 の 大 部 分 は 昨 年 在

カ ウ ナ ス領 事 館 発 行 の 日本 通過 ヴ ィザ を も って い る。 在 カ ウ ナ ス領 事 館 閉 鎖 後 は モ ス ク ワの 日

本 大 使 館 で ヴ ィザ 申請 す る外 な い が,一 般 旅 行 者 は モ ス ク ワ滞 在 を許 され な い の で避 難 民 は電

韓 で 当館 に ヴ ィザ を 申請 し,そ の数 は毎 日60～70件 に及 ん で い る。 当館 で ヴ ィザ を 発 給 して

よ い か。

こ れ らに対 して外 務 省 と建 川,根 井 との や り と りが あ り,ま ず 根 井 に 対 して は 外 相 は2月

26日26),「 現 在本 邦 に停 滞 せ る避 難 民 約1,200名 に達 し」 そ の処 理 に 困 って い るの で ヴ ラ ジ ヴ ォ

ス トック で の 日本 通 過 ヴ ィザ は 発給 しな い よ う伝 え,建 川 大 使 に対 して は3月7日2i),ソ 連 領

内 の避 難 民 の満 州 国通 過 は100名 に 限定 す る と して い る。 これ は 明 らか に カ ウ ナ ス で発 給 され
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た ヴ ィ ザ へ の 不 信 の 表 明 で あ る。3月7日 の 外相 訓 令 に は この ほか 主 な 在 外 公 館 に 対 し過 去1

、年 間 に発 給 した避 難 民 へ の ヴ ィザ の 報 告 を指 示 して い る。

外 務 省 と在 ウ ィー ン,ハ ン ブル ク,ベ ル リ ン,ス ウ ェ ー デ ン,モ ス ク ワ,ヴ ラ ジ ヴ ォス ト ッ

クの 公 館 と の 間 に ユ ダ ヤ避 難 民 につ いて 緊 迫 した や りと りが 続 い て い る うち に,ヴ ラ ジ ヴ ォス

トックー 敦 賀 間 に就 航 して い る天 草 丸 で一 つ の事 件 が起 こ った。3月14日,敦 賀 着 の天 草 丸

で 来 航 した避 難 民90余 名 は カ ウ ナ ス 発行 の 渡航 許 可証 を も って いた が,入 国 先 の 許 可 が な い

の で 上 陸 を拒 否 され,16日 ヴ ラ ジヴ ォス トックに送 還 され た と言 うの で あ る⑳。 建 川大 使 か ら

外 相 近 衛 あて 報 告(1941.3,20)で もそ の件 に言 及 し,ソ 連 側 と して は彼 等 の再 上 陸 は認 め な

い の で,敦 賀 上 陸許 可 を 求 め て い る。 こ の件 で は外 務 省 と根 井 総 領 事 代 理 との 間 に5回 の や り

と りが あ った が,結 局,在 東 京 オ ラ ンダ大 使 館 の は か らい に よ り行 先 地 へ の入 国 が 保証 され,

敦 賀 上 陸 が可 能 とな った29)。

天 草 丸 事 件 の 第 一 報 を 伝 え た 神 戸 ユ ダ ヤ 人 協 会(TheJewishCommunityofKobe

Ashkenazim)は1941年 は じめ か ら活 動 を 始 め,神 戸 か ら さ ら に出 国 しよ う とす る避 難 民 の

救 援 に努 め て い て,ニ ュー ヨ ー ク の連 合 配 分 委 員 会(JointDistributionCommitteeofNew

York)か らの 財 政 的 支 援 を 受 け て い る。 そ の 協 会 が 作 成 した 「避 難 民 統 計(Statisticsof

JewishRefugees)」30)に よ る と,神 戸 に入 出 した ドイ ツ ・ユ ダヤ 人,ポ ー ラ ン ド ・ユ ダ ヤ人 は

1940年7月 か ら1941年4月 ま で に 入市 者 は 合 計1,795人,出 国 者 は193人,残 留 者 は1,602

人 で あ る。 この 統計 には 神 戸 か らの渡 航 者 あ て にニ ュー ヨー クか ら電 報 送 金 され た 月 日,受 取

人 氏 名,金 額 が 記載 され て い る。 大 部 分 は ア メ リカ ・ ドル で計6,916.14ド ル に達 して い る。

こ う した事 態 の な か で 外 務 省 は ユ ダ ヤ避 難 民 に対 す る 日本 通 過 ヴ ィザ発 給 を事 実上 禁 止 す る

措 置 を と る。 そ の第 一 は外 相 近 衛 か ら在 モ ス ク ワ大 使 建 川 あて 訓 令(1941.3.17)31),第 二 は

同 じ く訓 令(1941.3.19)3.)で あ る。 そ の要 点 は欧 州 か らの避 難 民 へ の 日本通 過 ヴ ィザ 発 給 を 在

モ ス ク ワ大 使 館 に限 定 す る こ と,1940年12月20日 以 前 に発 給 さ れ た 日本 通 過 ヴ ィザ(カ ウ

ナ ス領 事 館 の もの を 含 む)は 在 モ ス ク ワ大 使 館 ま た は在 ヴラ ジヴ ォス トッ ク総 領事 館 で 「再 検'

閲 の上 行 先 国 の 入 国 手 続 きが 証 明 さ れ た場 合 に 限 り検 印,記 入 」 す る こ とな どで あ る。 これ に

対 し建 川 も根 井 も驚 いて,く り返 し本 省 の訓 令 が実 行不 可 能 で あ る 旨を 回 答 し,抗 議 して い る。

訪 欧 の旅 か ら帰 国 した外 相 松 岡 は ア メ リカ各 地 の 在 外 公 館 あて に 「本 邦 通 過 欧 州 避 難 民 に 関

す る件 」(1941.5.30)32)で 次 の よ うに言 う。 本 年3月17日 の在 欧 公 館 へ の 訓 令(前 出)の 効 果

は あ が って い る が,日 本 に残 留 して い る者 は減少 して い な い。 そ こで 米 州 諸 国 の 避 難 民 入 国 法

規 と実 態 を 報 告 して 貰 い た い と。 この 文 書 は外務 省 によ る 日本通 過 ヴ ィザ 制 限 の 強 硬 策 に よ っ

て外 相 と外 務 当局 が 却 っ て窮 地 に 陥 って い る こ とを 認 め た こ とを 意 味 して い る。

1941年6月22日,独 軍 の ソ連 侵 入 開 始 に よ り,欧 州 か らの ユ ダ ヤ避 難 民 の状 況 は 根 本 的 に

変 化 した認)。ナ チ ・ ドイ ツ に よ るユ ダ ヤ市 民 迫 害 と 国外 追 放 に か わ って ユ ダヤ人絶 滅(ホ ロ コー
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ス ト)が ポ ー ラ ン ドと ソ連 の被 占領 地 域 で 始 ま った の で あ る。 日本 で は1941年7月 第 三 次 近

衛 内 閣 が 成 立 し,外 相 は松 岡 か ら豊 田 貞次 郎 提 督 に か わ った。 独 ソ戦 は松 岡 の 日 ・独 ・伊 ・ソ

連 の4か 国戦 略 構 想 に なか っ た た め で あ る。

と こ ろ で辞 任 す る直 前 の松 岡 の 関 心事 の ひ とつ は前 述 した よ う にユ ダ ヤ避 難 民 へ の 日本 通過

の事 実 上 の禁 止 ま た 日本 に 残 留 して い るユ ダ ヤ人 約1,60C人 を上 海 に送 り出 す こ と で あ った。

い くつ か の文 献 に よ る と訪 欧 の旅 に 出 る直前,松 岡 は小 辻 博 士 を 呼 び 出 し,日 本 に 残 って い る

ユ ダ ヤ人 を退 去 させ る名案 は な い か と尋 ね た と言 う鋤。 訪 独 を 控 え た 松 岡 は 僅 か2,000人 足 ら

ず の ユ ダ ヤ避 難 民 の 日本滞 在 に 対 す る ドイ ツ側 の 「懸 念 」 に これ 程 気 を配 って い た とは 信 じ難

い が,こ の章 の考 察 か ら松 岡 と しで は 日本 を"ユ ー デ ン ・フ ラ イ"に して お きた か っ た の だ と

推 測 せ ざ る を え な い。

松 岡 を継 い だ外 相豊 田 と外 務 省 は,上 海 の堀 内総 領 事 との や り と りを経 て,日 本 残 留 ユ ダ ヤ

避 難 民 を 何 回 か の 船 便 で 上 海 に送 り出 し,41年9月15日 の上 海 あ て 通 告3:)で は17日 出 航 の

船 で 約200名 を送 り出 し,残 りは 約130名 と述 べ て い る。

一 体
,日 本 の 在 外 公 館 が 発 行 した ユ ダ ヤ避 難 民 へ の 日本 通 過 ヴ ィザ の 数 は ど の位 あ った ので

あ ろ うか 。 公 文 書 で 確 認 され る の は外 相 松 岡 か ら在 ベ ル リ ン,在 モ ス ク ワ大 使 を 通 じて ヨー

ロ ッパ の在 外 公 館 に指 示 した過 去 一 年 間 の ヴ ィザ 発 行 の 月 別 報 告 要 請36)(1941.3.7)へ の 回答

で あ る。 各 在 外 公 館 か らの報 告 の合 計 だ け を 示 す と次 の よ う に な る。 プ ラハ71,ハ ン ブ ル ク

1,414.ス トック ホ ル ム334,ウ ィー ン786,モ ス ク ワ152,ベ ル リ ン691,合 計3,448,じ っ さ い に

は 当時 す で に廃 止 さ れ て い た カ ウ ナ ス か らの2,139を 加 え ると5,587,し か もカ ウナ スの杉 原 ヴ ィ

ザ を利 用 した実 数 は5,000人 以 上 と推 定 して よ い の で,そ の差 を加 え る と8,448人,こ れ に 満

州 里 で 関東 軍,満 鉄 当 局 が1940年 に 出 した ヴ ィザ 約3,000お よ び 満 州 国 当 局 の 発 給 し た通 過

ヴ ィザ の う ちユ ダ ヤ人 あて(1939年7月 か ら1941年 の3か 月 〔前 出〕)計5,045を 加 え る と,

総 計 は18,538と な る。 日本 の 在 欧 公 館 が1938,1939年 に発 行 した通 過 ヴ ィ ザ 数 は 系 統 的 な 報

告 が な いの で 不 明 で あ る が,1940年1月 ～1941年3月 の 前 記 報 告 に あ る 数 よ りは る か に 少 な

騙 い と推 定 され る
。 外 務 省 で は発 給 され た 日本通 過 ヴ ィザ を 利 用 しなか っ た者 を 約2,500人 と見

て い るの で,1941年3月 ま で に 日本 ・満 州 国 を通 過 したユ ダ ヤ避 難 民 は約16,000人 とな ろ う。

これ に対 して,1939年9月 まで にオ ー ス トリア,ド イ ツ,プ ロ テ ク トラ ー トか ら国 外 に移

動 せ ざ るを え な くされ た ユ ダ ヤ人 は42.7万 人(マ ダ イ チ ク)な い し47.5万 人(ヒ ル バ ー グ)37)

と見 積 も られ て お り,ド イ ツ の ポ ー ラ ン ド攻 撃 か ら翌 年 にか けて そ の数 は激 増 した の で,日 本

と満 州 国が 発 行 した 自国通 過 ヴ ィザ の 数 は か な り限 られ た もので あ った。 そ の 後 の 時期 に は,

1941年10月,ヒ ム ラrは ユ ダ ヤ人 の 国 外 移 住 を禁 止 し,と りわ け 占領 下 のt一 ラ ン ドで 設 置

さ れ た絶 滅 収 容 所(オ シ フ ィエ ン チ ム,ベ ウ ジ ェ ツ,ソ ビブ ル,ト レブ リン カ,マ イ ダ ネ ク,
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ヘウムノ)で の殺害およびゲ ットーでの餓死が数百万人のユダヤ人を呑みこんでしまう。 こう

して見 ると,1938年 秋から1941年 までユダヤ避難民の 日本入国を禁止 し,日 本通過 ヴィザす

らできるだけ制限し,し かもその制限を次第に強めてい った日本政府のユダヤ人政策は,ナ チ・

ドイツによるユダヤ人絶滅の共犯者でないにしろ,そ の常助者であったと言わなければならな

い。僅かな救いは,カ ウナスで外相の訓令に抗 して5,000人 余の避難ユダヤ人に日本通過 ヴィ

ザを発行 した杉原千畝領事の人道的行為である。

第6章1941年12月 以後 の 日本政府のユ ダヤ人政策

1937年7月 以来の中国侵略に加えて,1941年12月8日,真 珠湾攻撃およびマレー沖海戦に

始 まる日本の対合衆国,イ ギ リス,オ ランダ戦争は1938年10月 以降の日本政府 ・軍による極

東におけるユダヤ人政策を転換 させた。「ユダヤ人問題」に収録 されている公文書 としては,

「我軍占領地におけるユダヤ人処理方策案」(1942.1.5)D,外 相 東郷から在極東公館 あて 「緊

急ユダヤ人対策の件」(正942.1.17)1)お よび 「時局に伴うユダヤ人対策(連 絡会議決定案)」Dの

三点がある。第一の文書は外務省が作成 した討議資料であって,削 除や書込みがあるが,そ の

要点は次の通 りである。α)従来の方針 としては1938年12月 の五相会議による 「ユダヤ人対策」,

1939年8月 の 「上海ユダヤ避難民応急対策」などがあったが,「今次大東亜戦争の発生により,

ユダヤ人利用による外資導入或は対米関係打開」の方策の意義は失われることとなった。(ロ)現

在 日本軍 占領下の地域には同盟国,中 立国に属する者がいる。㈲従 って日本軍占領地における

ユダヤ人処理 は次の方策による。i)占 領地へのユダヤ人の新たな渡航は禁止する。1])占 領

地内に居住,営 業するユダヤ人は 「厳重之を監視する」。 血)中 立国の者でも 「軍政施行上有

害と認められるユダヤ人」 には 「適当な措置を講ずる」。iv)無 国籍ユダヤ人 〔ここで中断〕。

第二の文書は,1938年12月 の五相会議決定に替わる方針がきまるまでの 「緊急措置」 と し

て外相から在満,在 中国公館に出した訓令であって,そ こでは ドイツ政府 が1942年1月1日

以後,海 外在住の ドイツ ・ユダヤ人の国籍を剥奪 したので,日 本 もそれに従 うこと,ま た現に

日本が利用 している者は別として,そ れ以外の者に対 しては 「監視」をきびしくし 「敵性策動

を断圧す」 としている。

第三の文書は 「大東亜戦争発生に伴 うユダヤ人対策の要綱と説明」を次のように指示 してい

る:要 綱(1)日 浦支その他 日本軍 占領地へのユダヤ人の渡来を禁止する。(2)すでに占領地 に居

住するユダヤ人 は原則としてその国籍人に準 じて扱 うが 「ユダヤ人の民族的特性 〔!〕に鑑み,

・・監視を厳重にすると共にその敵性策動は之を排除断圧す。」③ユダヤ人中日本が利用できる

者は 「好遇する」が,「 ユダヤ民族運動を支援するようなことは一切行なわない。」

備考:1938年12月6日 の五相会議決定の 「ユダヤ人対策要綱」は廃止する。

説明の要点:ユ ダヤ人への監視を強化 して占領行政に禍根を残さぬよう努めるが,全 面的に
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ユ ダ ヤ人 排 斥方 針 は と らな い 。(以 上)

上 に述 べ られ て い る 「厳 重 な監 視 」 とか 「適 当 な警 戒 措 置 」 に 関連 して 在 ベ ル リ ン大 使 大

島 か ら外 相 東 郷 あ て報 告(1942.5.7)2)が 注 意 を ひ く。 こ こで 大 島 は6日,東 方 相 ロー ゼ ンベ

ル ク と会談 した さい,ロ ーゼ ンベ ル ク は ユ ダ ヤ人 問 題 に言 及 し,現 に上 海 に多 数 の ユ ダ ヤ人 が

居 住 して お り,彼 等 が 南 方 に 進 出す れ ば 日本 に と って厄 介 な 問題 に な るで あ ろ う,従 っ て彼 等

を 「予 め 隔離 し」 自 由 に移 動 で き な い よ う処 置 す る必 要 が あ る,と 述 べ た と言 う。 この 大 島報

告 が 日本 政 府 内 で どの よ う に討 議 され た か は不 明 で あ る が,じ っ さい上 海 の 日本 総 領 事 館 と陸

海 軍 当 局 が194年2月 か ら実施 し始 め た の は 上 海 在 住 ユ ダ ヤ人 の 居 住 地 制 限 と隔 離 の 措 置,

つ ま り"ゲ ッ トー化"に 外 な らな い。

在 上 海 総 領 事 と して1942年11月 に着 任 した矢 野 征記 か ら新 設 の大 東亜 相 の 青 木 一 男 あ て の

三 報 告(1943,2.9;2.13;2.18)3)は"ゲ ッ トー 化"の 詳 細 を伝 え て い る。 これ らの 報 告 の 中 で

矢 野 は 陸 海 軍 か らの 指 令 に よ り上 海 の ユ ダ ヤ人 の居 住,営 業 地 域 は共 同 租 界 内 の長 豊 路 一 茂 海

路 一 部 脱 路 以 東,揚 樹 浦 ク リー ク以 西,東 施 高 塔 路 一 茂 海 路一 匹 山路 以 北,共 同租 界 の境 界線

以 南 に限 定 し,現 に上 記 地 域 外 に居 住,営 業 す る者 は布 告 の 日 〔の ち に2月18日 と さ れ る〕

か ら3か 月 以 内 に上 記 地 域 内 に移 転 す る。 ま た上 記 地 域 外 で の 営 業,通 勤 が 必 要 な者 に は通 行

証 を発 行 す る。

こ う して上 海 虹 口(Hongkew)地 区 に お け るユ ダ ヤ 人 の ゲ ッ トー生 活 が 始 ま っ た 。 トケ イ

ヤ ー他 の 『河 豚 計 画 』 の 第三 部(221-255ペ ー ジ)に は ゲ ッ トー 化 され た 虹 口地 区 へ の 移 住 が

困難 を極 め た こ と,1平 方 マ イ ル の 指 定地 域 に は 日本 人 数 千 人,中 国 人10万 人 が 居 住 し て い

て 混 雑 が は げ しか った こ と,い くつ か の避 難 民 合 宿 所 や 食 堂,病 院 も移 転 させ られ た こ と,栄

養 失 調 の た め1943年 末 まで に3,000人 が死 亡 し,1943年6月 の 国 際 赤 十 字 へ の 報 告 で は 「少

な く と も6,000人 の ユ ダ ヤ移 民 が 餓 死 線 上 に あ り,9,000人 が や っ と生 存 中」 と さ れ て い る。

じ っさ い に は そ うは な らな か った が,虹 口の ユ ダ ヤ人 に は1942年 か らの ポ ー ラ ン ドに お け る

ユ ダ ヤ人 大 量 殺 獄 の 噂 は伝 わ って お り,上 海 で も 「ナ チ ・ ドイ ツ の指 令 で 日本 軍 に 全員 殺 され

る」 と い う噂 に身 が縮 む思 い が した,と 言 うハ ー シ ュ ・ク ッ ピ ンス キ と そ の 家 族 の 回 想 もあ

る%

この外 「ユ ダ ヤ人 問題 」 第12巻 に収 め られ て い る 公文 書 の う ち注意 を ひ くの は 在 上 海 総 領

事 館,揚 樹 浦 警 察 署 長 高 橋 武 次 か 、ら 「上 海 ユ ダ ヤ人 の 時 局感 」 に 関 す る報 告 を 矢 野 か ら大 東

亜 相 あ て に二 回 報 告 した 記 録(1943.11,22;12.21)5)で あ る。 第 二 の報 告 は 連 合 国 側 の モ ス ク

ワ外 相 会 談(1943.10),カ イ ロ会 談(1943.11)お よ び 合衆 国 に よ る ソ 連 へ の武 器 貸 与 法 の 適

用 に 関連 す る さ ま ざま な 合意 事項 を あ げ る なか で,米 菓 軍 の イ タ リア上 陸 作 戦 に拘 わ らず,ソ

連 軍 は対 ドイ ツ戦 線 の4分 の3を 負 担 して い るの で,1944年 に は 米 国 か ら ソ連 へ の 食 糧 援 助

が必 要 で あ る と見 られ て い る こ とを 指 摘 して い る。 高 橋 署 長 は結 論 で次 の よ うに 言 う。 上 海 ユ
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ダや人知識層(ソ 連派)の 見解によれば,ヨ ーロッパの戦争は反枢軸側の勝利に終わるであろ

うとされている。これに対 して 日本の在上海当局 としては 「避難ユダヤ人への懐柔工作に一段

の努力」が必要である云々。この署長にしても極東における戦争の前途を危ぶんでいたのであ

る。

第1章 注

1)参 照:浅 田 ・小 林(編)『 日本帝国主義 の満州支配」1986に 収 あ られた吉田裕,山 田朗,君 島和 彦

の諸論文。

2)在 ハ ル ビン総領事 森島守人か ら在満大使 武藤信 義,外 相 内 田康哉 あて報告,1933.4.25,1933.

5.4.「ユダヤ人問題」2-4。

3)こ の件 に関する通 信 ・報告は多数残 され ているが,重 要 なもの は以下 の もの で ある:在 北 京公 使

有吉か ら外相 広 田弘毅 あて 「エズ ラと重光外務次 官の通 信 に関する件」(1934.9.4);「 イスラエルズ ・

メ ッセ ンジャー』(エ ズ ラの編集す る英文月刊誌,1934.11.5.1935.1C.14);在 ハル ビ ン総領 事 佐 藤

か ら在 ロン ドン大 使 吉田茂あて報告(1936.9.19);関 東軍参謀 長 西尾 寿造か ら在満大使館へ の通 告

「白系 ロシア人関係事項 の処理 に関す る件」(1934.12.14)。 これ らは 「ユダヤ人 問題」3-1,2,3,4に

収録 されている。

4)在 ハ ル ビン総領事 森 島か ら在満大使 南次郎あて報告(1935.3.6)。 「ユダヤ人 問題」3-3。

5)こ の大会 に関す る 日本側 公文書 には在ハル ビン総 領事 鶴見憲か ら在満大使 植 田謙 吉 ・外 相 広 田

あて報告(1937.12.21)な どが あるが,も っとも詳細 な記録 は海軍軍令 部第3部 「極 東ユダ ヤ人民 代

表者会議 第一回会議詳 報」(57ペ ージ,1938.2.17)で ある。 「ユダヤ人問 題」3-6。 文献 と して は

『陸軍中将 樋 口季一郎 回想録』(新 版,1999)お よびそ こに含 まれて いる河村愛三(当 時 ハル ビン憲

兵 隊長)の 「解説」 がある。

6)日 本側公文書で のこの会議 の名称は まちまちであ る。翌 年12月 の第二回大会 を報 じたハ ル ビンの

『ジ ューイ シ ・ラ イ フ』 にお いて は この会議 をtheConventionoftheNationalCouncilofFar

EasternJewsと 呼んで いる。

7)在 ハル ビ ン総領事 鶴見 か ら外相 広 田あて報告(1938.1 .21)。 「ユ ダヤ人 問題」3-6。

8)「 イス ラエルの地」 を意味す る シオニス トの用語。 その地域を どうとるか,ま たア ラ ブ住 民 との共

存 を どう考 えるか につ いてはさま ざまな見方がある。

9)『 陸軍中将 樋 口季一郎 回想録』 に付 された河村少 佐の 「解説」,同 書364ペ ージ。 この記述 は樋 口

将軍 の処置 により1938年3月,ユ ダヤ避 難民2万 人 の満州国入国を許可 した件 につ いて外相 リッベ

ン トロ ップが抗議 したとい う文脈 で述 べ られている。 ところが1938年3月(ド イツの オ ース トリー

合 併の月)に ユダ ヤ人2万 人 が陸路 で満州国に入国 した,と い うの は樋 口の空想か思 いちが いであ っ

て,内 外の他 の史料 ・回想記 にそのよ うな事 実の痕跡 は認 め られない。

10)警 視総監 安倍源基か ら内相 末次信正 あて 「極東 ユダヤ民族大 会開催 に対す る東京回教団長 の言動

に関す る件」(1938.1.17)。 この文書 に 『ハル ビンス コエ ・ヴレー ミヤ』(1937.li.27)に 掲載 され た

樋 口の祝辞(回 文)の 訳文 が付 されてい る。 「ユダヤ人 問題」3-5。

ll)「 ユダヤ人問題」3-7。 この文書 の執筆者 は欧州第一課 の今 岡 とあ る。

第2章 注

1)在 ワル シャワ公使 河合博之 か ら外相 内田康哉 あて報告。 「ユダヤ人問題」2-3。

.2)在 ベル リン大使 永井か ら外相 内田あて報告。「ユダヤ人 問題」2-4。

3)こ れ らの報告 と英文冊子 は 「ユダヤ人 問題」'2-5に 収録 されてい る。

4)「 ユダヤ人問題」6-5。
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5)「 同上 」10-9。

6)在 ウ ィー ン総 領事 代理 田 中 仙 八 か ら外 相 宇 垣 一 成 へ。 こ の文 書 は 「ユ ダ ヤ 人 問 題」 で は な く,政

治 の部,分 類 記 号A.4.1.0-4に 収 録 さ れ て い る。

7)在 ウ ィー ン総 領事 山 路 章 か ら外 相 近 衛 文 麿 へ 。 「ユ ダ ヤ 人 問題 」4-2。

8)こ の委 員 会,同 幹 事 会 の 成 立 事 情 につ い て は第1章 で述 べ た。 「ユ ダ ヤ 人 問 題 」4-3。

9)外 相 近 衛 か ら在 満大 使,在 満,在 中 国総 領 事 あ て 「ユ ダ ヤ人 問 題研 究 会 に お け る 安 江 大 佐 の 講 演

(1938.9.19)筆 記 送 付 に関 す る件 」(1938。10.13);外 相 近 衛 か ら在 上 海 総 領 事 日高 あ て 「上 海 ユ ダ

ヤ人 問 題 に関 す る 〔軍 令 部 犬 塚 大 佐 の〕 談 話 送 付 に 関 す る件」(1938.10.20)。 「ユ ダ ヤ人 問題 」4-4。

10)外 相 近 衛 か ら在 ウ ィ ー ン総 領 事 お よ び在 外 公 館 長 あ て 「ユ ダ ヤ 避難 民 に 関 す る件 」(米 三 機 密 合

1447号)。

11)外 国 人 入 国 令 第 一 条(内 務 省 令 第1号,1918.1.24):本 邦 に渡 来 す る外 国人 に して左 記 各号 の 一 に

該 当 す る と認 あ た る者 は地 方 長 官(東 京 府 に お い て は警 視総 監)に お い て そ の 上 陸 を 禁 止 す る こ とを

得。

一 .旅 券 また は 国 籍 証 明 書 を所 持 せ ざ る者

二.帝 国 の 利 益 に背 反 す る行 為 を な し,又 は敵 国 の利 便 を 図 るお そ れ あ る者

三.公 安 を害 し,又 は風 俗 を素 る お そ れ あ る者

四.浮 浪 又 は乞 食 の 常 習 あ る者

五.各 種 伝 染 病 患 者 そ の他 公 衆 衛 生 上 危 険 な る 疾 患 あ る者

六.心 神 喪 失 者,心 神 耗 弱 者,貧 困 そ の他 救 助 を 要 す べ き お そ れ あ る者

12)「 ユ ダ ヤ人 問題 」4-9。

13)「 同上 」4-8。

14)在 天 津 総 領 事 田代 か ら(1938.11.1),在 ハ ル ビ ン総 領 事 鶴 見 か ら(1938.ll.10),在 上 海 総 領 事

日高 か ら(1938.11.12)。 「ユ ダ ヤ 人 問 題 」4-5。

15)「 同上 」5-6。 但 しこ の文 書 に は欄 外 に 書 込 み が あ り,12月6日 の 決 定 は 五 相 会 議 に よ る も の で は

な く,首 相 が外 相 提 案 文 を説 明 し,他 の 閣 僚 の 了 承 を え た もの,と 記 して い る。 こ の書 込 み の執 筆 者

も,そ の意 味 も不 明 で あ る。

16)こ の事 件 と そ れ に対 す る ドイ ツの 反 応 につ い て は 以 下 を 参 照:R.Hilberg,丁 加Destruction(ゾ'加

E獅o餌 αη彩 ω⑤N.Y,1961,1985,1997邦 訳,望 田 幸 男 他,1997,上 巻31-40,99-100ペ ー ジ;栗 原

優 『ナ チ ズ ム と ユ ダ ヤ 人 絶 滅 政 策 』1997,21-26ペ ー ジ;J.Tomaszewski,P剛 πd∫π〃～Zαg`αdy,

Warszawa,1998,s.229-242.

17)大 島 大 使 か ら有 田 外 相 あて(1938.11.10,11.16,12.23)「 ユ ダ ヤ人 問 題 」4-4.4-7,5-9。 な お こ の

第 一 報 告 は 「在 パ リ ・ ドイ ツ大 使 館 員 フ ォ ム ・ラ ー ト射 殺 事 件 に 関す る件 」 とあ るの に,10月10日

発 信 とな って い る。11月 の 誤 記 で あ ろ う。

18)在 ロ ン ドン大 使 重 光 葵 か らの報 告(1938.ll.11,11.16,11.IE);在 モ ス ク ワ大使 東 郷 茂 徳 か らの

報 告(1938.11.16;11.18;ll.29;12.1;12.26);在 黒 河 副 領 事 豊 原 幸夫 か らの報 告(ハ バ ロフ スク ・

ラ ジオ 放 送 の 内 容,1938.12.2;12.5)「 ユ ダ ヤ人 問 題」4-6,4-7,4-8,4-1C,5-1,5-4,5-5,5-10。

19)「 同 上」4-5。

20)「 同 上 」4-10。

21)「 同 上 」4-10。

22)「 同 上 」5-5。

23)「 ソ連 邦 経 由 渡 来 避 難 民 実 況 に関 す る件 」。 「同上 」5-5。

24)有 田外 相 か ら在 満 大 使,在 北 京 参 事 官,在 ワ シ ン トン大 使,在 極 東領 事 館 あ て 問 合 せ 。 「ユ ダ ヤ 人

問 題 」5-1。

25)「 同 上 」4-11。

26)「 同上 」4-11。
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27)「 同 上 」5-7,5-8,5-9。

28)「 同 上 」5-105-11。

第3章 注

1)外 相 近 衛 か ら在 極 東 公 館 あ て 「ユ ダヤ 問 題 研 究 会 にお け る安 江 大 佐 の 講 演 筆 記 送 付 に 関 す る件 」

「ユ ダ ヤ人 問題 」4-4。

2)外 相 近 衛 か ら在 上 海 総 領 事 日高 へ(1938.10.2()「 ユ ダ ヤ人 問 題 」4-4。

3)在 上 海総 領 事 三 浦 義 秋 か ら外 相 野 村 吉 三 郎 あて 報 告(1939 .Ll6)。 因 に在 上 海 総 領 事 は この通 信

か ら三 浦 と な り,1940年8月 ま で本 省 との 間 にひ ん ぱ ん な 交 信 が 記 録 され て い る。 「ユ ダ ヤ人 問 題 」

6-2。

4)「 同上 」5-8,5-9。

5)「 同 上 」5-9。

6)小 辻 節 三 は賀 茂 神 社 の 神 職 の家 に生 ま れ,合 衆 国 で キ リス ト教 神 学 を学 ぶ が,三 位一 体 説 に 疑 念 を

抱 き,ユ ダ ヤ教 へ と向 つ た。1938年,当 時 の 満鉄 総 裁 松 岡洋 右 に よ り満 鉄 嘱託 に採 用 さ れ,ハ ル ビ

ンの 第 二 回 極 東 ユ ダ ヤ人 大 会 に 出席 す る。 の ち鎌 倉 に帰 り,神 戸,横 浜 の ユ ダ ヤ協 会 の避 難 民 救援 に

協 力 す る(そ の な か に ゾ ラ フ ・ヴ ァル パ フ テ ィク も い た)。 大 戦 後 イ ス ラエ ル で ユ ダ ヤ教 徒 とな る。

7)在 ワ シ ン トン大 使 堀 内謙 介 か ら外 相 有 田 へ の報 告(1938 .12.28)。 「ユ ダヤ 人 問 題 」5-10。 なお,

ハ ル ビ ンの 英 字 誌 『ジ ュ ー イ シ ・ラ イ フ』3・4号(1939 .L22)も 第二 回 大 会 の 記 事 を の せ て い る 。

「ユ ダ ヤ 人 問 題」6-4。

8)「 同上 」5-11。

9)「 同上 」6-3。

・10)「 同上 」6-3。

11)因 に ドイ ツ 外務 次 官 ヴ ァイ ツ ゼ ッカ ー(E.F.Weizsacker)と 在 ベ ル リン合 衆 国 代 理 大 使 ギ ル バ ー

ト(P.B.Gilbert)と の 間 で1938年 末 か ら39年1月 に か けて,ド イ ツ在 住 合 衆 国 市 民 に 対 す る 「人

種,信 条 そ の 他 の特 徴 に基 づ く差 別 」 につ い て 意 見 の 交 換 が あ った。 ドイ ツ側 は 独 ・合 衆 国 間 の条 約

は 守 る と確 言 レた が,上 記 の 「差 別 」 を 禁 ず るよ うな 「国 際 条 約上 の 一 般 原 則 」 は見 当 らな い,と 応

答 して い る。 この や りと りの 文書 の 写 し(英 文)は 「ユ ダ ヤ 人 問 題 」6-2に 収 録 され て い る。

12)「 ユ ダ ヤ人 問題 」6-6。

13)こ の英 文 報 告(10ペ ー ジ)は 三 浦 か ら外 相 有 田 あ て 報 告(1939.3.20)に 同封 さ れ て い る 。 「ユ ダ

ヤ 人 問 題 」7-2。

14)「 同上 」7-8。

15)こ の統 計 は上 海 の三 浦総 領事 か ら外 相 野 村 吉三 郎 あ て に報 告(1939 .12.22)さ れ て い る。 「ユ ダ ヤ

人 問 題 」8-13。

16)在 上 海 総 領 事 代 理 佐 藤 か ら外 相 あ て 報 告(1939.5.20)に よ る と中 欧 か らのユ ダ ヤ人 の大 量 の上 海

渡 航 に伴 って,ド イ ツ語,英 語 週 刊 誌 の刊 行 が 活発 に な っ た。 そ の例:『 ア ジア テ ィシ ェ ・ル ン トシ ャ

ウ』(1938.12か ら),『 シ ャ ン ハ イ ・ヴ ォ ッへ 』(1939.3か ら),『 ザ ・ワ ー ドロ ー ド ・ニ ュ ー ズ 』

(1939.4か ら),『 ゲ ル ベ ・fス ト』(1939.5か ら),『 シ ャ ンハ イ ・ジ ュー イ シ ・ク ロニ クル 』(1939.5

か ら)。 夫 々2000-3000部 を 発 行 して い る。 「ユ ダ ヤ人 問題 」8-13。

17)ReportoftheMedicalBoard,CommitteefortheAssistanceofEuropeanJewishRefugeesin

Shanghai,Apr,1940.「 ユ ダ ヤ 人 問 題 」10-3。

第4章 注

1)在 上海総領事 三浦か ら外相 有 田あて報 告(1939.1.16)に この件 に言及あ り,犬 塚 大佐 は近 く帰

京 して打合わせ る予定 とあ る。「ユ ダヤ人問題」6-2。

2)こ の件 は在ニ ューヨーク総領事 若杉 か ら外相 有 田あて報告(1939.2.3)に 述 べ られて いる。 これ
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十五年戦争(1931-1945)に おけ る日本政府 ・軍のユ ダヤ人政策

に対 し外 相 は サ ッス ー ンの言 動 を 引 続 き調 査 す る よ う指 示 して い る(1939.2.13)。 「ユ ダ ヤ人 問 題 」

6-4。

3)こ の文 書 に は発 信 人 も 日付 け も欠 け て い るが,前 後 の 事 情 と 内容 か ら犬 塚 大 佐 の執 筆 とみ られ る。

「ユ ダ ヤ 人 問題 」7-3。

4)「 ユ ダ ヤ人 問題 」7-5。

5)こ の案 は 何故 か6月ll日 に な って上 海 の 犬 塚 大 佐 か ら海 軍 軍 令 部 に送 付 さ れ て い る。 「同上 」7-10。

6)「 同上 」8-1。

7)ZorachWarhaftig,RefugeeandSurvivorRescueAttemptsduringtheHolocaust,YadVashem,

1984.滝 川 訳 『日本 か ら来 た ユ ダヤ避 難 民』1992,213-215ペ ー ジに は 「犬 塚 大 佐 と反 ユ ダ ヤ 活 動 」

の一 節 が あ り,同 人 は 「ア メ リカの 政 策 形 成 にユ ダ ヤ人 が決 定 的役 割 りを もっ と信 じ こん で も い た」

と批 判 して い る。

8)こ の 幹 事 会 は 「合 同報 告 」 につ い て討 議 す る た め7月ll,13.18日 の 三 回 開 か れ て い る。 「ユ ダ ヤ

人 問 題」8-1。

9)有 田外 相 か ら三 浦 総 領 事 あ て訓 令(1939.7.18)は この 件 を 従 来 通 り,現 地 の代 表 機 関 の ま ま,と

し,夫 々が 中 央 に報 告 す る よ う指 示 して い る。 「同上 」8-1。

10)「 ユ ダ ヤ人 問 題 」8-4。

11)こ れ らにつ い て外 相 有 田 か ら在 ベ ル リ ン大 使 大 島 あ て通 告(1939.8.19)に 述 べ られ て い る。 「同

上 」8-5。

12)そ れ ぞ れ の手 紙(英 文)の 写 しは三 浦 総 領事 か ら有 田 外 相 あ て の 報 告(1939.8.19)に 同封 さ れ て

い る。 「同上 」8-5,8-6。

13)「 同上 」8-7。

14)「 同上 」8-8。

15)「 同上 」9-5。 こ の な か で三 浦 は在 上 海 日本総 領事 館 と して は 「米 人 許 可 証 」43通 を 発 行 した が,

じ っさ い の渡 航 者 は な く,2月2日 ま で にS.M.C.が 発 行 した 「来 入 許 可 証 」 は555通,じ っ さ いの

渡航 者77名 と述 べ て い る。 一 方 「登 録 」 作 業 は順 調 に進 み,10,400人 が 完 了,う ち 自活 者 は3,212

人,家 族 呼寄 せ は1,547件(1件 当 り平 均2名)と 述 べ て い る。

if)「 ユ ダ ヤ人 問題 」8-11。

17)そ の さ い来 栖 大 使 は1940年1月 ～5月 に 日本 通 過 ヴ ィザ を94件 発 行 した と述 べ て い る(1940.5.

15)。 しか しそ れ らが上 海 の 日本 総 領 事 館 あ る いはS.M.C.に よ る 「許 可 証」 を 持 つ 者 か ど う か に は

言 及 して い な い。 「ユ ダ ヤ 人 問 題 」9-10。

18)「 同上 」9-11。

19)中 日新 聞 社 会 部(編)『 自由 へ の 逃 走 』1995年,124-126ペ ー ジ。

20)外 交 史 料 館 の これ らの 文 書 の 分 類 記 号 は それ ぞれJ.2。1.0.XrMA、,お よ びJ,2.3.OJ/X;で あ る。

21)在 上 海 総 領 事 三 浦 か ら外 相 野 村 あて 報 告 。 「ユ ダ ヤ人 問題 」9-1。 他 方 公 開 の 決 議 と宣 言 に つ い て

は在 ハ ル ビ ン総 領 事 久 保 田 か ら在 満 大 使 梅津,外 相 野 村 あ て 報 告(1940.L11)が あ る。 「ユ ダ ヤ

人 問 題 」9-2。

22)「 ユ ダヤ 人 問 題 」9-9,9-5。

23)「 ユ ダ ヤ避 難 民 収 容 所 問 題 に関 す る件 」 「同上 」8-ll。

24)「 同 上 」8-12,8-14。

25)外 務 省 調 査 部 第 三 課 「上 海 に お け る ユ ダ ヤ地 区設 立 問 題 に 関 す る件 」 「同 上 」9-1。

26)「 同上 」9-2。 な お トケ イ ヤ ー,シ ュ オ ー ツ前 掲 訳 本,66-7(ペ ー ジ に は 田 村 光 三 が1940年 は じめ

世 界 ユ ダ ヤ人 会 議 会 長S.S.ワ イ ズ と会 談 した が ワ イ ズ の 同意 を え られ な か った 旨述 べ て い る。

27)「 ユ ダ ヤ人 問題 」9-12。

28)「 同上 」10-3。

29)原 安 三 郎 に つ い て は 参 照:中 村 隆 英 他 編 『現 代 史 を創 る人 々』2,1971年 。 但 し こ こ に収 録 され て
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い る原の回想談には戦時 中の サ ッスー ン工作 の件 は言及 されていない。

第5章 注

1)こ れ らは 「ユ ダ ヤ人 問 題 」10-4,10-9,10-10。

2)こ の 種 の 公 文書 は 次 の よ う に分 類 さ れ て い る:「 各 国駐 在 帝 国大 使 任 命 関 係雑 纂 」M.2⊥0.一13;「 各

国駐 在帝 国 領 事任 免 関 係 雑 件 」M.2.1.0「10;「 在 外 公 館 附 武 官 任 免 関係 雑纂 」M.2.1.0.一12;「 在 外 公 館

附武 官服 務 内規 関 係 雑 件 」M.2.1.0.一5。

3)佐 久 間 報 告 はM.2.1.0.一13-42(リ ス ア ニ ア)に 収 録 され て い る。

4)小 野寺 百 合 子 『バ ル ト海 の ほ と りに て』1985。 同 「小 野 寺 武 官 の情 報 戦 」 『正 論 」1993年5月 号 。

5)E.Palasz-RutkowskoandA.T.Romer,Polish-JapaneseCo-operationduringWorldWarII,

ノ8ραπForum,voL7no.2,1995,PP.287-295.

6)M.2.1.0.一10-92(カ ウナ ス)。

7)こ の 問 題 に本 稿 で は立 入 れ な い が,ポ ー ラ ン ド側 関係 者 の 回 想 記 に は 以 下 が あ る:L.Kliszewicz,

BazawSztokho且mie,Zθ εgy`yπ ∫s彦07ッczπ¢,no.58,Paris1981;E.Budzynski,Pocztajaponska,Zθszyむ ノ

疏s'oηczπ 名no■02,Parisl992.研 究 文 献 に は,A.Peplonski,四yω 毎4Po♂s々 ∫肋Sf!Zδ70ゴ ηy碗 πα

Zαc加 血fθ1939-1945Warszawal995,日 本 人関 係 者 の 回 想 記 に は:小 野 寺 百 合子,前 掲 書,論 文 お

よ び 杉原 幸 子 『六 千 人 の 命 の ビザ』(新 版)1998が あ り,共 に信 頼 で き る。

8)M.Rybikowski,Wywiadantyniemieckiorganizacjaipraca,wArchiwumMuzeumWojska

PolskiegowWarszawie,TeczkaA1-2.

9)ChiuneSugihara[withouttitle],wArchiwumMuzeumWojskaPolskiegowWarszawie,

TeczkaD-L(ロ シ ア語,10ペ ー ジ)。

10)中 日新 聞 社 社会 部(編)『 自 由へ の逃 走 』1995,ll2-114ペ ー ジ。

ll)戦 後 に書 か れ た この 「手 記 」 は 杉 原 幸 子(監 修)渡 辺勝 正(編 著)『 決 断 命 の ビザ』1996,281-303

ペ ー ジに 収 録 され て い て,そ の 大 部 分 は カ ウ ナ ス に お け る避 難 民 へ の ヴ ィザ発 行 に 関す る もの であ る。

12)前 掲 『決 断 命 の ビザ 』 の 杉 原 手 記298-299ペ ー ジ。 こ こ で杉 原 が そ の姓 名 を忘 れ て い る5人 目の

人 物 とは ヤ ン ・ツ ヴ ァル テ ン デ ィ ク(JanZwartendijk)で あ る。

13)「 ユ ダ ヤ 人 問 題」10-4。 杉 原 領 事 と松 岡外 相 との や りと りの公 文 書 に つ い て は,白 石 仁 章 「い わ ゆ

る"命 の ヴ ィザ"発 給 関 係 記 録 に つ い て」 「外 交史 料 館報 」9号,1996年 に 綿 密 な 整 理 が あ る。

14)杉 原幸 子 『六千 人 の 命 の ビザ 』28-40ペ ー ジ。

15)杉 原幸 子,渡 辺 勝 正,前 掲 「決 断 命 の ビザ』288ペ ー ジ。

16)「 ユ ダ ヤ 人 問 題」10-7,10-8。

17)「 同上 」11-3お よび 「外 国 人 に対 す る在 外 公館 発 給 旅 券 査 証 報 告 一 件 欧 州 の 部 」 第2巻(J.2.3.(.

J/X2.6)。 こ こに 「杉 原 ヴ ィザ ・ リス ト」 と 呼 ばれ る2,139件 の 日本 通 過 ヴ ィ ザ発 給 の対 象 者 の氏 名,

国籍,発 行 月 日の 一 覧 表(プ ラ ー グ で作 成)が 含 ま れ て い る。

is)A.Peplonski,op.wit.s.232.こ のi著者 は杉 原領 事:と ダ シ キ ェヴ ィチ の 発 行 した ヴ ィザ を 利 用 した 避

'難 民 を全 部 で8
,000人 と見 積 も っ て い る が,ダ シ キ ェヴ ィチ が保 持 した ゴム 印 で 偽 造 した ヴ ィザ は 恐

ら く百 件 前 後 であ り,杉 原 夫 人 の 回 想 記 で あ げ て い る5,000～6,000人 が 妥 当 で あ ろ う。 い わ ゆ る 杉 原

ヴ ィザ ・ リス トは2,139件 で あ るが,そ こ に記 載 され たい な い家 族 を含 ん で い る か らで あ る。

19)「 ユ ダ ヤ人 問 題」9-ll,10-9,10-13。

20)「 同 上 」10-u。

21)J.2.3.0.J/X2喝

22)ヴ ァル パ フ テ ィ ク,前 掲 訳 書,81-86,93-103.113-119ペ ー ジ。 トケ イ ヤ ー,シ ュ オ ー ツ(邦 訳)

『河豚 計 画 』87-102ペ ー ジ に は シベ リア 鉄道 に よ る避 難 民 の 不 安 な 旅 路 の 記 述 が あ る 。 な お 秦 郁 彦

『昭和 史 の 謎 を追 う』 上,1993に は そ の 十一 章 に 「河 豚 プ ラ ン と 日本一 ユ ダ ヤ 論 の 系 譜 」 が 収 め られ

て い る。 しか しそ の 記 述 に は疑 問点 が 多 い。 本稿 と 比較 して検 討 して ほ しい 。
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23)「 ユ ダ ヤ人 問題 」10-9,u-11。

24)「 同 上 」ll-2。 因 み に建 川 将軍 の 在 モ ス ク ワ大 使 任 命 は松 岡外 相 に よ る人 事 で あ る。 外相 は当 時 日 ・

独 ・伊 三 国 軍 事 同盟,重 慶 政 府 との和 平 工 作 に努 力 して お り,1941年3月 ～4月 に は ベ ル リン,モ ス

ク ワ を訪 問 し,日 ソ中立 条 約 に 調 印 して い る。 そ の 間 外 相 職 は首 相 近 衛 が兼 務 した。

25)「 ユ ダ ヤ人 問題 」ll-3。

26)「 同 上 」11-4。

27)「 同 上 」11-5。

28)こ の 第一 報 は神 戸 の ユ ダ ヤ人 協 会 会 長 か ら外 務 省 ア メ リカ 局 第 三課 あ て 要 請 文(1941.3.15)で あ

る 「ユ ダ ヤ人 問題 」11-7。

29)外 相 近 衛 か ら在 モ ス ク ワ大 使 建 川 あ て 回答(194L3.[25])。 「ユ ダヤ 人 問 題 」ll-8。 な お こ の 天

草 丸 に乗 って い た ベ ン ジ ャ ミン ・フ ィ シ ョフの 回 想 は前 掲 書 『自 由 へ の逃 走 』60-62ペ ー ジ に 収 録 さ

れ て い る。

30)「 ユ ダ ヤ人 問題 」11-4。

31)「 同上 」ll-7,ll-8。

32)「 同上 」ll-11。

33)永 塔 三 千 輝 「ドイ ツ 第 三 帝 国 の ソ連 占領 政 策 と民 衆 」(1994)で は 独軍 の ソ連 占領 地 域 に お け るユ

ダ ヤ人 根 絶 と弱 小 民族 の 段 階 的 抹 殺 が 考 察 され て い る。 ま た栗 原 優 『ナ チ ズ ム とユ ダヤ 人 絶 滅 政 策 』

(1997)も 画 期 と して の 独 ソ戦 の 意 義 を認 め て い るが,む しろ ゲ ッ トー政 策 の 行 き詰 ま り を基 本 的 契

機 と見 て い る。

34)ト ケ イ ヤ ー,シ ュオ ー ツ,前 掲 訳 書,127-130ペ ー ジ,お よ び 『松 岡 洋 右 そ の 人 と生 涯 』879-880

ペ ー ジに も小 辻 との 会 話 が 載 っ て い る。 しか し 「ユ ダ ヤ人 問題 」 の公 文 書 に は そ の 記 録 は ない 。

35)「 ユ ダ ヤ人 問 題」ll-14。

36)「 同上 」ll-5。

37)C.Madajczyk,Po吻 α々III1～zestyuo々 πρoωα吻PoJsc6Warszawa,1970t.2,s.306-307;R

Hilberg,丁 加Dθ ∫'剛c`∫oηqプ`加E㍑ro餌 αηル ωsNY,邦 訳 上 巻340ペ ー ジ。

第6章 注

1)「 ユ ダヤ 人 問 題 」11-14。

2)「 同 上 」ll-15。

3)「 同 上 」ll-16。

4)前 掲 書 『自由 へ の逃 走 』96-98ペ ー ジ。 但 し当人 た ち は カ ウナ ス で ヴ ィザ を 受 取 っ た と あ る が,杉

原 ヴ ィザ ・リス トに は ク ッ ピ ンス キ の 名 は 見 当 らな い。

5)「 ユ ダ ヤ人 問 題 」12-1。

[史 料 につ い て]

本 論 文 で 利 用 され て い る史 料 は 外務 省 外交 史料 館 の 公 文 書 の う ち以 下 の もの で あ る。

J(移 民 お よ び 旅 券)

1.外 国 に お け る旅 券 お よ び査 証 法 規 同 取 扱 事 項 雑 件 の う ち 満 州 国

J.2.1.0.XrMAI

2.外 国 人 に対 す る在 外 公館 発 給旅 券 査 証 報 告 の 件 の う ち ヨ ー ロ ッパ

J.2.3.0.J/X2_6

3.外 国人 に対 す る満 州 国旅 券 査証 統 計 表J.2.3.0.J/X3

M(政 府 組 織 お よ び官 職)

4.各 国駐 在帝 国大 使 任 命 関 係 雑 纂M.2⊥0.一13.

5.各 国駐 在帝 国 領事 任 免 関 係 雑 件M.2.1.C.一10
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6.在 外 公 館 附武 官 任 免 関 係 雑 纂M.2.1.0.一12.

7.在 外 公 館 附武 官 服務 内 規 関 係 雑 件M.2.1.0.一5,

1(文 化,労 働 お よ び社 会 問題)

8.民 族 問 題 関係 雑 件 ユ ダ ヤ人 問 題1.4.6.0.一1

(注)こ の 公文 書 集8は1920-1944年 に亘 り,全13巻,6000コ マ以 上 の文 書 を含 ん で い るが,文

書 番 号 とペ ー ジが 欠 け て い る。 本 論 文 で例 え ば 「ユ ダ ヤ人 問題 」8-13と 注 記 さ れ て い る の は,

第8巻 の著 者 に よ る手 書 きデ ー タの13枚 目を 意 味 す る。

[あとが き]

本稿 は同 じタイ トルの著作 『日本のユ ダヤ人政策1931-1945』(未 来社,2002年5月)の 要 約論 文 で

あ る。 もと もと英訳 のために作 られ,そ の英文 は小 生 の本郷での 日々の友人,井 上佑子 さん のおかげで

すで に完成 し,ワ シン トンD.C.のHolocaustandGenocideStudies編 集部 に送 ってあ る。 まだ掲 載

の可否の返事 はない。

小生が明治大学 を定年退職 した1997年 春 ころ,外 務省外交史料館が保存 ・公開 してい る 「ユ ダ ヤ人

問題」(13巻)の 存在 を知 った。 このかな り多量な史 料 につ いて,す でに内外の研究者が調査 ・研 究 し

た先例があ るかどうか尋ね た ところ,長 沼宗昭 さん(日 本大学,法 学部,ユ ダヤ教 とユ ダヤ史)は まだ

聞いて いな い,と の ことであ った。 そ こで 自由の身 とな った二年余 りを外交史料館 に通 い仕事 にと りか

か った。 この要約論文(英 文)をHolocaustandGenocideStudiesに 寄稿 しては,と 勧 めて くれ た の

は ワル シャワのユダヤ史研究所長,フ ェリクス ・テ ィフさんであ る。

この仕事 をまとめ るに当 って,明 治大 学の同僚であ った多 くの人か ら助言や教えを受 けることが でき

た。 文献 ・史料 につ いて海野福寿,山 田朗(日 本史),地 名 ・人名の各種表記 について堀 敏一,永 田雄

三,'高 田幸夫(東 洋史)の 皆 さん,学 外では芝健介,永 零三 千輝(ド イ ツ史),白 石仁章(外 交史料館)

の方 々であ る。

小生 として はできる限 り史料 にそ くして,ま た史料 を して語 らせ る,と いう方法で主題に接近 したの

であ るが,何 分,第 二次世界大戦 およびユダヤ人の問題について初心者 にす ぎず,や っと最近 にな って

チ ェス ワフ ・マダイ チクの二大著作 「第三帝 国のt一 ラン ド占領 政策1939-1945』2巻,ワ ル シ ャワ

1970年,(ド イツ語版,ベ ル リン1987年),『 ファシズムと占領1938-1945』 ポズナ ン1983/84年(合

計2,600ペ ー ジ余)を 通読 しメモを とる作業 をおえた ばか りである。 マダイチ クの これ らの仕 事 は"戦

後 歴史学"の まぎれ もな くす ぐれた達成で ある。 この ような小生 にとって本稿 は,そ れとは知 らず に誤

りを犯 してい ることは大 いにあ りうるであろ う。ご批 判をえ られ るな ら幸 いであ る。

(2002年7月14日 記)
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Japan'spolicytowardJewsduring

the15-years'War(1931-1945)

BANDOHiroshi

Chapterl.ActivitiesmadebytheSpecialServiceAgencyoftheKuantungArmy

tocopewithJewslivinginHarbin.

HerewesearchforcasesofthreatandabductionhostiletotheJewishinhabitantsin

HarbinbyagangofseveralhandredWhiteRussiansfromAugusttoDecemberinl933.

Amongalotofcorrespondencesandreportssentduringthetimebetweenl933andl936,

a'Notice'bygen.T.Nishio,ChiefoftheGeneralStaffoftheKuantungArmytothe

JapaneseEmbassyinManchukuo(Dec.14,1934)wasprovedtobedecisiveipthematter,

thoughkeptsecretatthattime.

AfterwardthemilitaryauthoritiesinHarbinchangedtheirpolicyfowardJewsfrom

persecutionto`utilization'ofJews.TheFirstConventionofFarEasternJewswasheldin

Harbin,Dec.1937.`TheoutlineofthemeasurefowardtheJewishraceinthepresent

situation'bygen.H.Toj6,ChiefoftheGeneralStaffoftheKuantungArmy(Jan.25,1938),

confirmedthenewlineofpolicyfowardJews,

InTokyo,however,theregatheredtogetheranti-Jewishgeneralsandofficerstoput

pressuretothecentralmilitaryoffice.Theirpressureledtotheformationofthe

CommitteefortheMoslemandJewishproblems(Apr.1938).

Chapter2.ThedeportationofJewsfromAustriaandGermanyandthemeasureof

Japan'smilitaryanddiplomaticauthoritiestocopewiththesituationin

andafterMarch,1938.

AftertheHitler'sseizureofpowerinGermany,theJewishcitizen-baitingbegan.

ConcerningthepresscampainintheUnitedStates,anofficialoftheJapaneseConsulate-

GeneralinNewYorksenthisreporttogetherwith`TheAmericanJewishCommittee,ThE

JewsinNaziGermany-Thefactualrec・ 冠(沸 んθ砂 θ欝 θCπ 伽 うy伽 ハ励0η α♂SocfαZ纏 一'

N.Y.1933(pp.99).ThesedocumentsclearlydenouncedtheAnti-Jewishpolicyby

Germangovernmentandpeople.Accordingtothecarefulresearchofthereportsfrom

・Japaneseoverseasestablishments,itwasevidentthatthecriticalviewsoftheirownon

thematterwerenottobefoundatall.TheForeignMinistryitselfinitsinstructions

alwaystookaprudentattitudeincommentingonthepolicyofGermany,Japan's"allied

country",evenonthecaseofthepersecutionofJews.Ontheotherhand,reproachful

wordingsontheJewishcitizensexcludedbyGermanywereoftenfqundinthereports

fromabroadtotheMinistryproper.Forexample,areportfromtheConsulate-Generalin

HamburgtoY.Matsuoka,MinisterforForeignAffaires(Sept.12,1940),said,"thereisno

hindrancetotheissueofavisaincaseofW.1.Kasperwhoisactuallymakinganapplica-

tion_Wehavemuchtroubletodealwiththematter.Thosewhoaretroublesometo

GermanyarealsoverytroublesometoJapan.Werefusethecaseinquestionofthe
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applicationforthetransitvisabyKasper".

Needlesstosay,itwasrathertherefugeesaskingfortheirvisasthanthememberof

theConsulate-General,who"havemuchtrouble".

ThefirstinstructionsofKonoe,MinisterforForeignAffairs(Oct.7,1938),prohibited

theentryofJewishrefugees(callingthemmeralyunderthename`refugeesofthiskind')

intoJapan'sterritories.NextcametheinstructionsofArita(Dec.7,1938),whichrepeated

Konoe'sinstructions,makinganadditionalremarks,saying,"itwasrequestedtoavoide

callingJewsactivelyintoJapan,ManchukuoandChina,onlyexeptingthosewhowereof

specialutilityvaluelikecapitalistsandtechnicalexperts".Thoseexceptionsweremade

notonlyinconsiderationof``thenecessityforintroducingforeigncapitar'and``thepre-

ventionagainsttheworseningoftherelationsbetweenJapanandtheUnitedStates",but

alsotosatisfythedemandsonthepartyoftheArmyandNavyfor`makinguseofJews'

group.

Chapter3.ThepolicymadebytheJapanesegovernmentandmilitarytowardthe

JewishrefugeesandJewishcommunityinShanghai.(omitted)

Chapter4.Programofthegroup`utilizingJews'insummerl939.

Thethree-men .cmmitteewithcoLYasue,cap.InuzukaandconsulIshiguromadea
researchworkontheShanghaiJewishproblems,whichissued,asaresult,aproposal ,
"TheJointReportoftheInvestigationConserningtheJewsinShanghai"(July7,47

pages).Theproposalconsistedoftwoparts.First,measurestobetakentoinducethe
BritishJews'financialgroupinShanghaibytheestablishmentofthelivingzoneof

Jewishrefugees.Second,measurestopresenttheinfluxofEuropeanJewsintoShanghai,
Bothofthemwerefulofphantagyandself-confidence,butweredifficulttogetconsent

eitherCommanderinChiefofthespotorForeignMinistryandmilitaryauthoritiesin

Tokyo.

Chapter5.ThelargeissueofvisastoJewishrefugeesbyChiuneSugihara,Acting

ConsulinKaun.as,(Summer,1940)andasensation.

Ch.SugiharadistinguishedhimselfinthenegociationswiththeSovietAuthorities

onthetransferoftheNorthMonchurianRailwayinMarch1935.Thehewasappointed

actingconsulinKaunas(Dec.1939-Aug.1940)toinformtheGeneralStaffoftheArmy.

HeworkedtogetherwithPolishundergroundintelligenceofficer.Qneday,hisconsulate

wassuddenlysurrounderdbyacrowdofJewishrefugees(July18,1940).Severalcorre-

spondenceswerekept'upbetweenConsulandForeignMinisterMatsuoka.Thelatter

gavesevereinstructionstotheformertoplacerestrictionsontheissueoftransitvisas

throughJapan.Sugihara,however,thankstothefavorablestepsoftheConsulof

NeatherlandandSovietConsulateinKaunas,determinedtoissuetransitvisas.Between

July29andAugust28,hedevotedhimselftothemakingofvisasalldaylongWithout

lunch.Thenumberofvisasamountedto2,139.Accordingtothereminiscences.of』Mrs

YukikoSugihara,therealnumberofrefugeeswhogotvisasamountedto5,000-6,000.

Thatwasreallyamarvelousdevotionforrefugees.TheForeignMinister,onthe
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contrary,tightenedthecontroloverJewishrefugees'transitthroughSovietRussiaand

Japan.HefinallydecidedtosendthemfromKobetoShanghai,becauseJapanasanAxis

powerwastobe`Judenfrei',

Chapter6.TheJapanesegovernment'spolicyfowardJewsafterDecemberl941。

JapanopenedhostilityagainsttheUnitedStates,BritainandtheNetherlandsonDec.

8,1941,whichinvalidatedtheinstructionsofKonoeandArita(OctandDec.1938).The

armyauthoritiesonthespotorderedJewsinShanghai(Feb.1943)totheplacedundera

limitation,namelytobe`ghettoized'.JewishareainHongkewdistrictwasputunderthe'

subjectionofhungeranddeath.

Keywords:Jewishproblem,theJewishrefugees,15years'War
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